
第
五
章

人

事

長

帝
国
大
学
令
一
部
改
正
〔
総
長
を
規
定
〕

[

一

]

勅
令
第
三
二
号

一
八
九
三
(
明
治
二
六
)
年
八
月
一

O
日
(
官
報
八
月
一

一
日
)

第
五
条

〔
本
文
は
五
頁
参
照
〕

京
都
帝
国
大
学
官
制
〔
総
長
を
規
定
〕

[

一

]

勅
令
第
一
一
一
一
号

一
八
九
七
(
明
治
三
O
)
年
六
月
一
八
日
(
官
報
六
月
二
二
日
)

第

条

〔
本
文
は
二
九
二
頁
参
照
〕

[
一
一
]

文
部
省
訓
令

一
八
九
七
(
明
治
三
O
)
年
七
月
一
四
日

京
都
帝
国
大
学
総
長
職
務
規
程

京
都
帝
国
大
学
総
長

京
都
帝
国
大
学
総
長
職
務
規
程
左
之
通
相
定
ム

明
治
三
十
年
七
月
十
四
日文

部
大
臣
侯
爵
蜂
須
賀
茂
詔
回

京
都
帝
国
大
学
総
長
職
務
規
程

第
一
条
勅
任
官
ノ
除
服
出
仕
請
暇
ハ
総
長
ヨ
リ
文
部
大
臣
ニ
具
申

シ
其
奏
任
官
ニ
於
ケ
ル
ハ
文
部
大
臣
ノ
委
任
ニ
依
リ
之
ヲ
判
行
ス

ル
コ
ト
ヲ
得

学
術
研
究
ノ
為
ニ
高
等
官
ヲ
内
地
ニ
出
張
セ
シ
ム
ル
ハ
総
長
ノ
判

行
ニ
任
ス

第
二
条
総
長
ハ
高
等
官
ノ
事
務
分
課
ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
条
総
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
経
テ
高
等
官

ヲ
シ
テ
其
事
務
ヲ
代
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
条
左
ノ
事
項
ハ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
テ
後
施
行
ス
へ
シ

第
一
学
科
課
程
ノ
設
定
及
変
更
ニ
関
ス
ル
事

第
二
規
則
ノ
設
定
及
変
更
ニ
関
ス
ル
事

但
委
任
条
件
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
処
務
細
則
ヲ
設
ク
ル
ハ
此
ノ
限

ニ
在
ラ
ス
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法令・規則

授
業
料
試
験
料
其
他
諸
収
入
金
ノ
定
率
ヲ
定
ム
ル
事

外
国
人
ヲ
一
雇
入
レ
其
契
約
ヲ
定
メ
若
ク
ハ
契
約
期
限
内
ニ

雇
ヲ
止
ム
ル
事

第
五
地
所
及
建
物
ヲ
増
減
ス
ル
事

第
六
歳
入
歳
出
予
算
ニ
依
ル
ノ
外
新
ニ
義
務
ヲ
負
担
シ
及
権
利

ヲ
棄
却
ス
ル
事

第
七
図
書
ヲ
印
行
ス
ル
事

但
規
則
書
其
他
例
規
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

第
八
経
費
中
ノ
目
ヲ
流
用
ス
ル
事

第
九
八
日
以
外
臨
時
休
業
ス
ル
事

第
十
右
ノ
外
例
規
ナ
キ
重
大
ノ
事
件
ヲ
処
置
ス
ル
事

第
五
条
総
長
ハ
毎
会
計
年
度
ノ
終
ニ
於
テ
前
年
ノ
功
程
ヲ
具
へ
文

部
大
臣
ニ
報
告
ス
へ
シ

第第
四

第 l編

改
正

明
コ
二
文
訓
、
明
三
五
文
訓

四

帝
国
大
学
総
長
職
務
規
程

[一一一]

文
部
省
訓
令

一
九
一
八
(
大
正
七
)
年
九
月
一
八
日

帝
国
大
学
総
長

帝
国
大
学
総
長
職
務
規
程
左
ノ
通
定
ム

大
正
七
年
九
月
十
八
日
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文
部
大
臣

岡
田
良
平
固

帝
国
大
学
総
長
職
務
規
程

第
一
条
高
等
官
ノ
除
服
出
仕
暇
願
及
高
等
官
任
地
外
居
住
他
官
庁

其
ノ
他
ノ
事
業
嘱
託
ニ
応
ス
ル
ノ
願
及
高
等
官
ヲ
内
地
ニ
出
張
セ

シ
ム
ル
ハ
総
長
ノ
判
行
ニ
任
ス

第
二
条
総
長
ハ
高
等
官
ニ
事
務
分
課
ヲ
命
シ
又
ハ
附
属
庁
ニ
在
勤

ヲ
命
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
条
総
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
経
テ
高
等
官

ヲ
シ
テ
其
ノ
事
務
ヲ
代
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
条
左
ノ
事
項
ハ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ
テ
後
施
行
ス
へ
シ

第
一
学
科
課
程
ノ
設
定
及
変
更
ニ
関
ス
ル
コ
ト

第
二
規
則
ノ
設
定
及
変
更
ニ
関
ス
ル
コ
ト

但
シ
附
属
ノ
院
館
場
園
ノ
内
部
規
則
ヲ
定
メ
及
既
定
規

則
ノ
範
囲
内
ニ
於
テ
其
ノ
細
則
ヲ
設
ク
ル
ハ
此
ノ
限
ニ

在
ラ
ス

第
三
授
業
料
試
験
料
其
ノ
他
諸
収
入
金
ノ
定
率
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

第
四
外
国
人
ヲ
雇
入
レ
其
ノ
契
約
ヲ
定
メ
若
ク
ハ
契
約
期
間
内

三
一
雇
ヲ
止
ム
ル
コ
ト

第
五
歳
入
歳
出
予
算
ニ
依
ル
ノ
外
新
ニ
義
務
ヲ
負
担
シ
及
権
利



ヲ
棄
却
ス
ル
コ
ト

第
六
講
座
、
学
科
課
程
ニ
関
係
シ
又
ハ
規
則
ノ
設
定
変
更
ヲ
要

ス
ル
事
項
ヲ
条
件
ト
ス
ル
寄
附
ヲ
受
ク
ル
コ
ト

第
七
八
日
以
上
臨
時
休
業
ス
ル
コ
ト

右
ノ
外
例
規
ナ
キ
重
大
ノ
事
件
ヲ
処
理
ス
ル
コ
ト

第
八

五

総
長
選
挙
手
続

[
一
八
]

一
九
一
九
{
大
正
八
)
年
四
月
一
七
日

事

総
長
選
挙
手
続

第
一
条
京
都
帝
国
大
学
教
授
ハ
三
名
速
記
無
記
名
投
票
ノ
方
法
ニ

依
リ
京
都
帝
国
大
学
教
授
中
ヨ
リ
十
名
ノ
総
長
候
補
者
ヲ
選
定
ス

前
項
ノ
候
補
者
ハ
得
票
多
数
ナ
ル
者
ヨ
リ
順
次
ニ
之
ヲ
採
ル
但
シ

第
十
位
ノ
者
ト
得
票
同
数
ナ
ル
者
数
人
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
十
名
ヲ

超
ユ
ト
雄
モ
総
テ
之
ヲ
候
補
者
ト
ス

第
二
条
京
都
帝
国
大
学
教
授
ハ
二
名
連
記
無
記
名
投
票
ノ
方
法
ニ

依
リ
前
条
ノ
候
補
者
中
ヨ
リ
二
名
ノ
確
定
候
補
者
ヲ
選
定
ス

前
項
ノ
確
定
候
補
者
ハ
得
票
多
数
ナ
ル
者
ヨ
リ
順
次
ニ
之
ヲ
採
ル

但
シ
第
二
位
ノ
者
ト
得
票
同
数
ナ
ル
モ
ノ
数
人
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ

二
名
ヲ
超
ユ
ト
雄
モ
総
テ
之
ヲ
確
定
候
補
者
ト
ス

京
都
帝
国
大
学
教
授
ハ
前
条
ノ
確
定
候
補
者
及
ヒ
現
任
総

人第 5章

第

条

長
ノ
中
ヨ
リ
総
長
ヲ
選
定
ス

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
投
票
ノ
過
半
数
ヲ
得
タ
ル
者
ヲ
以
テ
当
選

者
ト
ス

若
シ
過
半
数
ヲ
得
タ
ル
者
ナ
キ
ト
キ
ハ
高
点
者
二
人
ニ
就
キ
決
選

投
票
ヲ
行
ヒ
第
二
位
ノ
高
点
者
ト
同
点
者
ア
ル
ト
キ
ハ
其
同
点
者

全
部
ヲ
合
ミ
テ
決
選
投
票
ヲ
行
フ
其
結
果
同
点
ナ
ル
ト
キ
ハ
年
長

者
ヲ
以
テ
当
選
者
ト
ス

当
選
者
就
職
ヲ
辞
退
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
爾
余
ノ
本
条
第
一
項
ノ
被
選

挙
者
ノ
中
ニ
就
キ
更
三
別
項
ノ
子
続
ニ
依
リ
総
長
ヲ
選
定
ス
其
当

選
者
モ
亦
辞
退
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
之
ニ
準
ス

第
四
条
総
長
ノ
選
挙
ハ
各
学
部
長
ノ
監
督
ノ
下
ニ
事
務
官
ヲ
シ
テ

之
ヲ
行
ハ
シ
ム

第
五
条
総
長
ノ
選
挙
ハ
成
可
ク
総
長
改
選
ノ
年
ノ
三
月
中
ニ
結
了

セ
シ
ム
へ
シ

第
六
条
第
一
条
ノ
総
長
候
補
者
ノ
選
挙
ヲ
行
フ
ニ
ハ
選
挙
期
日
二

週
間
前
ニ
投
票
用
紙
ヲ
配
付
ス
へ
シ
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
内
地
旅

行
者
ニ
モ
亦
之
ヲ
配
付
ス
ル
ヲ
要
ス

其
他
ノ
選
挙
ニ
関
シ
テ
ハ
投
票
用
紙
ハ
任
地
ニ
在
ル
者
ノ
ミ
ニ
限

リ
之
ヲ
配
付
ス

投
票
ハ
各
学
部
長
立
会
ノ
上
事
務
官
之
ヲ
開
封
ス

第
七
条
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改
正

昭
三
・
六
・
二
八

法令・規則

〔注〕

一
九
二
八
・
六
・
二
八
総
長
候
補
者
選
挙
手
続
に
改
称
。

第 1編

総
長
候
補
者
鐙
衡
手
続
内
規

ー，、

[
一
五
]

評
議
会
決
定

一
九
三
八
(
昭
和
一
三
)
年
一
一
月
一

O
日

総
長
候
補
者
鐙
衡
手
続
内
規

第
一
条
総
長
辞
職
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
以
下
定
ム
ル
ト
コ
ロ
ニ
従

ヒ
後
任
候
補
者
ヲ
鐙
衡
ス
総
長
死
亡
シ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
鐙
衡
ノ
手

続
ヲ
行
ハ
ス
シ
テ
退
職
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
総
長
代
理
者
之
ヲ
行
フ

第
二
条
総
長
又
ハ
総
長
代
理
者
ハ
各
学
部
長
ニ
対
シ
総
長
候
補
者

ノ
鐙
衡
ヲ
行
フ
旨
ヲ
通
告
シ
且
全
教
授
ニ
対
シ
期
日
ヲ
定
メ
各
総

長
候
補
者
ヲ
答
申
ス
ヘ
キ
旨
ヲ
命
ス

第
三
条
総
長
又
ハ
総
長
代
理
者
ハ
各
学
部
長
ニ
対
シ
学
部
教
授
中

ヨ
リ
各
三
名
ノ
協
議
員
ヲ
推
薦
セ
シ
メ
前
条
答
申
ノ
期
日
ニ
協
議

員
会
ヲ
召
集
ス

第
四
条
教
授
ハ
各
答
申
番
号
ヲ
記
シ
タ
ル
用
紙
ヲ
以
テ
現
総
長
並

ニ
教
授
中
ヨ
リ
候
補
者
二
名
ヲ
速
記
シ
答
申
ヲ
為
ス
へ
シ

各
学
部
長
ハ
各
学
部
教
授
ノ
答
申
ヲ
取
纏
メ
協
議
員
会
ノ
期
日
ニ

之
ヲ
総
長
ニ
提
出
ス

第
五
条
第
二
条
ノ
通
告
ア
リ
タ
ル
日
ヨ
リ
三
十
日
後
ノ
日
迄
ニ
満

六
十
歳
ニ
達
ス
ル
教
授
ハ
総
長
候
補
者
タ
ル
資
格
ヲ
有
セ
ス
現
任

総
長
ニ
ツ
キ
亦
同
シ

前
項
ノ
日
迄
ニ
満
六
十
歳
ニ
達
セ
サ
ル
者
ト
難
モ
協
議
員
会
ノ
日

迄
ニ
満
六
十
歳
ニ
達
シ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
其
ノ
資
格
ヲ
失
フ

第
六
条
総
長
又
ハ
総
長
代
理
者
ハ
協
議
員
会
ヲ
開
キ
書
記
官
及
庶

務
課
長
ヲ
シ
テ
教
授
ノ
答
申
ヲ
取
調
へ
シ
ム

前
項
ノ
答
申
ノ
取
調
ハ
年
長
協
議
員
二
名
ノ
立
会
ア
ル
コ
ト
ヲ
要
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ス
第
七
条
総
長
又
ハ
総
長
代
理
者
ハ
教
授
ノ
答
申
多
数
ヲ
得
タ
ル
者

十
名
ニ
ツ
キ
協
議
員
会
ニ
諮
詞
ス

答
申
多
数
者
ノ
順
位
ハ
答
申
数
ノ
順
序
ニ
依
リ
答
申
数
同
数
ナ
ル

者
ハ
年
齢
順
ニ
依
ル
但
シ
第
十
位
ノ
者
ト
答
申
同
数
ナ
ル
者
数
名

ア
ル
ト
キ
ハ
総
テ
之
ヲ
十
名
ニ
加
フ

第
八
粂
協
議
員
ハ
協
議
員
会
ニ
於
テ
各
答
申
番
号
ヲ
記
シ
タ
ル
用

紙
ヲ
以
テ
候
補
者
二
名
ヲ
速
記
シ
答
申
ヲ
為
ス
へ
シ

第
九
条
総
長
又
ハ
総
長
代
理
者
ハ
書
記
官
並
ニ
庶
務
課
長
ヲ
シ
テ

前
条
ノ
答
申
ヲ
取
調
へ
シ
ム
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
第
六
条
第
二
項
ノ

規
定
ヲ
準
用
ス

第
十
条
総
長
又
ハ
総
長
代
理
者
ハ
協
議
員
ノ
答
申
多
数
ヲ
得
タ
ル

者
三
名
ニ
ツ
キ
更
ニ
協
議
員
会
ニ
諮
拘
ス



第
七
条
第
二
項
ハ
前
項
ノ
場
合
ニ
之
ヲ
準
用
ス

第
十
一
条
協
議
員
前
条
ノ
答
申
ヲ
為
ス
ニ
ハ
協
議
員
会
ニ
於
テ
各

答
申
番
号
ヲ
記
シ
タ
ル
用
紙
ヲ
以
テ
候
補
者
一
名
ヲ
記
シ
之
ヲ
為

ス
へ

、ン

前
項
答
申
ノ
取
調
ニ
付
テ
ハ
第
九
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
十
二
条
前
条
答
申
ノ
結
果
過
半
数
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ナ
キ
ト
キ
ハ

答
申
多
数
ナ
ル
者
二
名
ニ
ツ
キ
更
ニ
答
申
ヲ
為
サ
シ
ム
但
シ
答
申

数
最
モ
多
キ
者
三
名
以
上
同
数
ナ
ル
ト
キ
ハ
先
ツ
同
数
ナ
ル
者
ノ

全
員
ニ
ツ
キ
又
答
申
多
数
ヲ
得
タ
ル
者
ノ
第
二
位
ノ
者
ト
同
数
ノ

者
二
名
以
上
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
先
ツ
同
数
ナ
ル
者
ニ
ツ
キ
答
申
ヲ

為
サ
シ
メ
第
七
条
第
二
項
本
文
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
答
申
数
最
モ
少
キ

者
又
ハ
年
少
者
ヲ
除
キ
答
申
多
数
ナ
ル
者
二
名
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
迄

之
ヲ
繰
返
ス
モ
ノ
ト
ス

前
項
本
文
ノ
場
合
ニ
於
テ
答
申
多
数
ナ
ル
者
ニ
該
当
ス
ル
協
議
員

ハ
答
申
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
一
条
ノ
規
定
ハ
第
一
項
ノ
答
申
並
ニ
答
申
ノ
取
調
ニ
之
ヲ
準

事

用
ス

人

第
十
三
条
前
条
ノ
答
申
ノ
結
果
答
申
過
半
数
ニ
達
ス
ル
者
ナ
キ
ト

キ
ハ
第
七
条
第
二
項
本
文
ノ
規
定
ニ
従
ヒ
其
ノ
順
位
ヲ
定
ム

附

第 5~

同
貝

総
長
代
理
者
ヲ
置
ク
ヘ
キ
場
合
ニ
於
テ
ハ
学
部
長
中
ノ
年

第

条

長
者
ヲ
文
部
大
臣
ニ
推
薦
ス

第
二
条
本
内
規
ノ
解
釈
ニ
ツ
キ
疑
義
ア
ル
場
合
ニ
ハ
評
議
会
之
ヲ

決
ス

補

則

一
、
総
長
慣
行
ニ
依
リ
辞
職
セ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
本
内
規
第
二
条

ノ
通
告
ハ
更
迭
時
期
ヨ
リ
三
十
日
前
ニ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
要

ス

二
、
答
申
番
号
ハ
其
ノ
都
度
之
ヲ
定
ム

三
、
候
補
者
資
格
者
名
簿
ハ
各
学
部
別
官
等
順
ニ
依
リ
官
等
同
シ

キ
者
ハ
其
ノ
発
令
順
ニ
依
ル

四
、
協
議
員
ニ
配
布
ス
ヘ
キ
答
申
多
数
者
ノ
名
簿
ハ
答
申
数
ノ
順

序
ニ
依
リ
同
数
ナ
ル
者
ハ
年
齢
順
ニ
依
ル

五
、
兼
任
教
授
ハ
総
長
候
補
者
資
格
並
ニ
答
申
資
格
ヲ
有
セ
ス

六
、
本
規
定
第
五
条
ニ
依
ル
日
数
ノ
計
算

ハ
通
告
ア
リ
タ
ル
日
ノ

翌
日
ヨ
リ
起
算
シ
三
十
日
目
迄
ヲ
合
ム

七
、
協
議
員
会
ノ
期
日
迄
ニ
新
ニ
教
授
ニ
任
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
対

シ
テ
モ
出
来
得
ル
限
リ
答
申
用
紙
ヲ
配
布
ス

八
、
氏
名
ノ
文
字
ニ
誤
ア
ル
モ
或
候
補
者
ヲ
指
示
シ
タ
ル
コ
ト
明

ナ
ル
答
申
ハ
之
ヲ
有
効
ト
ス

九
、
無
資
格
者
又
ハ
不
明
ナ
ル
氏
名
ヲ
記
載
シ
タ
ル
答
申
ハ
之
ヲ

無
効
ト
ス
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十
、
二
名
速
記
答
申
ノ
場
合
ニ
二
名
ヲ
記
載
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
之
ヲ

無
効
ト
ス

十
一
、
本
手
続
中
総
長
代
理
者
ト
謂
フ
ハ
総
長
在
職
中
ノ
総
長
代
理

者
ヲ
包
含
セ
ス

申

合

本
内
規
ハ
新
総
長
就
任
ノ
上
改
メ
テ
委
員
会
ヲ
設
ケ
之
ヲ
検
討
ス
ル

第 l編

モ
ノ
ト
ス

七

学
長
選
考
基
準

[
六
]

達
示
第
二
ハ
号

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
九
月
一
五
日

京
都
大
学
学
長
選
考
基
準

第
一
条
学
長
採
用
の
選
考
は
評
議
員
及
ぴ
部
局
長
で
組
織
す
る
協

議
会
が
こ
の
基
準
に
よ
り
行
う
。

第
二
条
協
議
会
は
左
の
場
合
晶
子
長
候
補
者
を
選
考
す
る
。

一
学
長
任
期
満
了
の
と
き

二
学
長
が
辞
任
を
申
出
た
と
き

三
学
長
欠
員
と
な
っ
た
と
き

第
三
条
学
長
候
補
者
は
本
学
の
学
長
及
ぴ
専
任
教
授
中
か
ら
選
考

す
る
。

協
議
会
は
学
長
候
補
者
を
選
考
す
る
た
め
本
学
専
任
教
授

全
員
を
し
て
無
記
名
投
票
に
よ
り
選
挙
を
行
わ
せ
る
。

第
五
条
選
挙
資
格
及
ぴ
被
選
挙
資
格
を
有
す
る
者
は
選
挙
通
告
の

日
に
現
に
教
授
で
あ
る
者
に
限
る
。
但
し
選
挙
の
日
ま
で
に
退
官

し
た
教
授
は
資
格
を
有
し
な
い
。

第
六
条
学
長
候
補
者
の
選
挙
事
務
は
協
議
会
が
管
理
す
る
。

第
七
条
協
議
員
が
学
長
候
補
者
と
な
っ
た
と
き
は
選
挙
管
理
の
事

務
か
ら
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
協
議
会
は
選
挙
を
行
う
旨
及
び
選
挙
の
期
日
を
学
長
辞
職

予
定
日
三
十
日
以
前
に
教
授
に
通
告
す
る
。

投
票
用
紙
は
選
挙
当
日
協
議
会
か
ら
学
部
長
、
分
校
主
事
、
研

究
所
長
に
当
該
部
局
の
所
要
枚
数
を
交
付
す
る
。

不
在
投
票
及
ぴ
代
理
投
票
は
認
め
な
い
。

投
票
は
一
人
一
票
と
す
る
。

選
挙
は
一
日
中
に
完
了
す
る
。

第
九
条
開
票
の
立
会
は
協
議
会
で
選
出
し
た
協
議
員
五
名
を
も
っ

て「汀、ヮ。

第
十
条
学
部
長
、
分
校
主
事
、
研
究
所
長
は
そ
の
部
局
の
投
票
を

取
纏
め
て
協
議
会
に
提
出
す
る
。

第
十
一
条
学
長
及
ぴ
専
任
教
授
中
二
名
連
記
の
投
票
に
よ
り
得
票

多
数
の
十
名
を
第
一
次
学
長
候
補
者
と
す
る
。
但
し
末
位
に
得
票

第
四
条
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同
数
の
者
が
あ
る
と
き
は
第
一
次
学
長
候
補
者
に
加
え
る
。

第
十
二
条
第
一
次
候
補
者
中
単
記
投
票
に
よ
り
得
票
多
数
の
三
名

を
第
二
次
学
長
候
補
者
と
す
る
。
但
し
末
位
に
得
票
同
数
の
者
が

あ
る
と
き
は
第
二
次
候
補
者
に
加
え
る
。

第
十
三
条
第
二
次
候
補
者
中
単
記
投
票
に
よ
り
得
票
過
半
数
の
者

を
学
長
候
補
当
選
者
と
す
る
。

得
票
過
半
数
の
者
が
な
い
と
き
は
得
票
多
数
の
二
名
に
つ
き
投

票
し
、
得
票
多
数
の
者
を
当
選
者
と
す
る
。

得
票
同
数
の
者
が
あ
る
と
き
は
年
長
者
を
先
順
位
と
す
る
二
名

に
つ
き
投
票
し
、
得
票
多
数
の
者
を
当
選
者
と
す
る
。
こ
の
場
合

得
票
同
数
の
と
き
は
年
長
者
を
当
選
者
と
す
る
。

第
十
四
条
学
長
候
補
当
選
者
は
当
選
を
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
な

ぃ
。
但
し
己
む
を
得
な
い
事
情
の
あ
る
と
き
は
協
議
会
の
承
認
を

得
て
辞
退
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
場
合
協
議
会
が
辞
退
を
承
認
し
た
と
き
は
次
位
者
を
当

選
者
と
す
る
。

第
十
五
条
協
議
会
は
選
挙
の
結
果
に
基
き
学
長
候
補
者
を
選
考
し

て
学
長
に
報
告
す
る
。

第
十
六
条
学
長
の
任
期
は
四
年
と
し
再
選
を
妨
げ
な
い
。
但
し
任

期
通
算
六
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
十
七
条
学
長
代
理
者
を
置
く
必
要
の
あ
る
と
き
は
年
長
の
学
部

人第 5章

長
を
充
て
る
。

第
十
八
条
こ
の
基
準
の
実
施
又
は
解
釈
に
つ
き
疑
義
の
あ
る
と
き

は
協
議
会
が
こ
れ
を
決
す
る
。

附

闘
員

こ
の
基
準
は
昭
和
二
十
四
年
九
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
十
六
条
の
規
定
は
こ
の
基
準
施
行
の
日
に
現
に
学
長
で
あ
る
も
の

に
適
用
す
る
。

補

則

選
挙
投
票
者
名
簿
は
協
議
会
が
部
局
別
に
作
成
し
て
保
存
す
る
。

選
挙
当
日
の
投
票
者
に
異
動
の
あ
っ
た
と
き
協
議
会
は
そ
の
都

度
投
票
者
名
簿
を
訂
正
す
る
。

三
投
票
用
紙
は
協
議
会
か
ら
交
付
し
た
も
の
に
限
る
。

四
候
補
者
名
簿
は
得
票
順
に
記
載
す
る
。
但
し
得
票
同
数
の
と
き

は
年
長
順
に
よ
る
。

五
候
補
者
の
氏
名
が
明
か
で
な
い
投
票
は
無
効
と
す
る
。
但
し
氏

名
の
文
字
に
誤
り
が
あ
っ
て
も
特
定
の
候
補
者
を
指
示
し
た
こ
と

が
明
か
で
あ
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

改
正

昭
二
九
・
五
・
一
一
学
長
裁
定

〔注〕

一
九
六
六
・
六
・
二
一
達
示
第
一
一
号
で
全
部
改
正
。
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学
長
を
総
長
に
改
称
.

[一

五
]

一
九
五
四
(
昭
和
二
九
)
年
六
月
八
日

法令・規則

要
望
事
項

「
学
長
」
を
「
総
長
」
に
名
称
改
正
方
に
つ
い
て
西
原
評
議
員
よ
り

発
言
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
一
同
賛
意
を
表
せ
り

第 1編

九

総
長
選
考
基
準

{
六
]

達
示
第
一
一
号

一
九
六
六
(
昭
和
四
二
年
六
月
一
一
一
日

京
都
大
学
総
長
選
考
基
準

第
一
条
総
長
の
選
考
は
、
こ
の
基
準
に
よ
り
行
な
う
。

第
二
条
協
議
会
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
、
総
長

候
補
者
を
選
考
す
る
。

一
総
長
の
任
期
が
満
了
す
る
と
き
。

二
総
長
が
辞
任
を
申
し
出
た
と
き
。

三
総
長
が
欠
け
た
と
き
。

第
三
条
総
長
候
補
者
は
、
総
長
お
よ
び
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら

選
考
す
る
。

第
四
条
協
議
会
は
、
総
長
候
補
者
を
選
考
す
る
た
め
、
選
挙
資
格

を
有
す
る
者
に
選
挙
を
行
な
わ
せ
る
。

第
五
条
選
挙
資
格
を
有
す
る
者
は
、
選
挙
通
告
の
日
に
現
に
専
任

の
教
授
、
助
教
授
ま
た
は
講
師
で
あ
る
者
と
す
る
。

第
六
条
被
選
挙
資
格
を
有
す
る
者
は
、
選
挙
通
告
の
日
に
現
に
総

長
ま
た
は
専
任
の
教
授
で
あ
る
者
と
す
る
。

第
七
条
前
二
条
に
規
定
す
る
者
が
選
挙
施
行
の
日
ま
で
に
退
職
し

た
と
き
は
、
選
挙
資
格
ま
た
は
被
選
挙
資
格
を
失
な
う
。

第
八
条
選
挙
に
関
す
る
事
務
は
、
協
議
会
が
管
理
す
る
。

第
九
条
協
議
会
は
、
選
挙
施
行
の
期
日
を
定
め
、
選
挙
資
格
を
有

す
る
者
に
通
告
す
る
。

2

前
項
の
通
告
は
、
第
二
条
第
一
号
に
よ
る
場
合
に
は
総
長
の
任

期
が
満
了
す
る
日
の
三
十
日
以
前
に
、
同
条
第
二
号
お
よ
び
第
三

号
に
よ
る
場
合
に
は
で
き
る
だ
け
す
み
や
か
に
行
な
う
。

第
十
条
選
挙
は
、
無
記
名
の
投
票
に
よ
り
行
な
い
、

了
す
る
。

262 

一
日
中
に
完

投
票
は
、
一
人
一
十
四
示
と
す
る
。

不
在
投
票
お
よ
び
代
理
投
票
は
認
め
な
い
。

第
十
一
条
開
票
の
立
会
は
、
協
議
会
が
選
出
す
る
協
議
員
八
名
を

も
っ
て
行
な
う
。

第
十
二
条
協
議
会
は
、
第
一
次
総
長
候
補
者
を
定
め
る
た
め
、
二

名
連
記
に
よ
る
選
挙
を
行
な
わ
せ
る
。

第
一
次
総
長
候
補
者
は
、
前
項
の
選
挙
に
お
い
て
得
票
多
数
の

2 3 2 



事

者
十
五
名
と
す
る
。

第
十
三
条
協
議
会
は
、
第
二
次
総
長
候
補
者
を
定
め
る
た
め
、
単

記
に
よ
る
選
挙
を
行
な
わ
せ
る
。

2

第
二
次
総
長
候
補
者
は
、
前
項
の
選
挙
に
お
い
て
得
票
多
数
の

者
三
名
と
す
る
。

第
十
四
条
前
二
条
の
選
挙
に
お
い
て
末
位
に
得
票
同
数
の
者
が
あ

る
と
き
は
、
当
該
候
補
者
に
加
え
る
。

第
十
五
条
協
議
会
は
、
第
三
次
総
長
候
補
者
を
定
め
る
た
め
、
単

記
に
よ
る
選
挙
を
行
な
わ
せ
る
。

2

第
三
次
総
長
候
補
者
は
、
前
項
の
選
挙
に
お
い
て
得
票
過
半
数

の
者
と
す
る
。

3

第
一
項
の
選
挙
に
お
い
て
、
得
票
過
半
数
の
者
が
な
い
と
き
は
、

得
票
多
数
の
者
二
名
に
つ
い
て
、
決
選
投
票
を
行
な
わ
せ
る
。
第

一
項
の
選
挙
に
お
い
て
、
得
票
同
数
の
者
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
決

選
投
票
を
行
な
う
べ
き
者
が
二
名
を
こ
え
る
と
き
は
、
年
長
者
を

先
順
位
と
す
る
。

4

前
項
の
決
選
投
票
に
お
い
て
、
得
票
多
数
の
者
を
第
三
次
総
長

候
補
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
得
票
同
数
の
と
き
は
、
年
長
者
を
第

三
次
総
長
候
補
者
と
す
る
。

第
十
六
条
協
議
会
は
、
第
十
三
条
お
よ
び
前
条
の
選
挙
に
さ
い
し
、

あ
ら
か
じ
め
候
補
者
の
名
簿
を
選
挙
資
格
を
有
す
る
者
に
送
付
す

人第 5章

る
第
一
次
総
長
候
補
者
の
名
簿
は
、
五
十
音
順
に
、
そ
の
他
の
名

簿
は
、
得
票
順
に
記
載
す
る
。

第
十
七
条
協
議
員
が
候
補
者
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
選
挙
の
事

務
か
ら
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
協
議
会
は
、
選
挙
の
結
果
に
基
づ
き
、
総
長
候
補
者
を

選
考
す
る
。

2

第
三
次
総
長
候
補
者
は
、
前
項
の
選
考
を
辞
退
す
る
こ
と
が
で

主
、
介
。
ぃ
。

第
十
九
条
第
三
次
総
長
候
補
者
が
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
協

議
会
の
承
認
を
得
て
選
考
を
辞
退
し
た
と
き
は
、
第
二
次
総
長
候

補
者
中
そ
の
者
を
除
い
た
候
補
者
に
つ
い
て
選
挙
を
行
な
い
、
得

票
多
数
の
者
を
第
三
次
総
長
候
補
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
決
選
投

票
に
よ
る
第
三
次
総
長
候
補
者
が
辞
退
し
た
と
き
は
、
次
位
者
を

第
三
次
総
長
候
補
者
と
す
る
。

第
二
十
条
総
長
の
任
期
は
、
四
年
と
し
、
再
任
を
さ
ま
た
げ
な
い
。

た
だ
し
、
通
算
六
年
を
こ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
二
十
一
粂
こ
の
基
準
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
基
準
の
実

施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
が
定
め
る
。

酎
円

2 

同貝

こ
の
規
程
は
、
昭
和
四
十

一
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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改
正

昭
四
八
・
一

0
・
一
六
達
示
二
八
号

法令・規則

総
長
特
別
補
佐

第 1編

総
長
特
別
補
佐
に
関
す
る
規
程

{六
]

達
示
第
五
号

一
九
九
五
(
平
成
七
)
年
二
月
七
日

京
都
大
学
総
長
特
別
補
佐
に
関
す
る
規
程

第
一
条
総
長
の
職
務
を
補
佐
す
る
た
め
、
総
長
特
別
補
佐
(
以
下
「
特

別
補
佐
」
と
い
う
。
)
若
干
名
を
置
く
。

第
二
条
特
別
補
佐
は
、
総
長
の
指
示
す
る
任
務
を
行
う
。

第
三
条
特
別
補
佐
は
、
専
任
の
教
授
の
う
ち
か
ら
、
総
長
が
評
議

会
の
承
認
を
得
て
、
委
嘱
す
る
。

第
四
条
特
別
補
佐
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
委
嘱
す

る
総
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2

特
別
補
佐
が
欠
け
た
場
合
、
補
欠
の
特
別
補
佐
の
任
期
は
、
前

任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
五
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
特
別
補
佐
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

附

則

』
の
規
程
は
、
平
成
七
年
二
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。
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〔
注
〕
一
九
九
八
・
四
・
九
達
示
第
-
入
号
で
廃
止
。

面リ

~ 
寸

長

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
副
学
長
設
置
〕[

一

]

文
部
省
令
第
二
一
号

一
九
九
八
(
平
成
一

O
}
年
四
月
九
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

別
表
第
一
滋
賀
医
科
大
学
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

京
都
大
学

〔
中
略
〕

別
表
第
一
の
二
三
重
大
学
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

京
都
大
学

〔
中
略
〕



附

1 

〔の
以省
下令則
略は

γ¥. 
J->、

布
の
日
か
ら
施
行
す
る

〔
注
〕
別
表
第
一
は
副
学
長
の
設
置
大
学
名
と
数
を
定
め
た
第
二
条
関
係
。

別
表
第
一
の
こ
は
副
学
長
に
そ
の
大
学
の
教
授
を
も
っ
て
充
て
る
こ

と
を
定
め
た
第
二
条
第
二
項
関
係
。

副
学
長
選
考
規
程

[六
]

途
示
第
一
八
号

一
九
九
八
(
平
成
一

O
)
年
四
月
九
日

京
都
大
学
副
学
長
選
考
規
程

第
一
条
京
都
大
学
一副
学
長
(
以
下
「
副
学
長
」
と
い
う
。
)
の
候
補
者

の
選
考
及
ぴ
任
期
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

レ
品
ヲ
匂
。

事

第
二
条
副
学
長
候
補
者
は
、
京
都
大
学
の
専
任
の
教
授
を
も
っ
て

充
て
、
総
長
が
評
議
会
の
承
認
を
得
て
、
選
考
す
る
。

第
三
条
副
学
長
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
選
考
す
る

総
長
の
任
期
の
終
期
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2

副
学
長
が
欠
け
た
場
合
、
補
欠
の
一
副
学
長
の
任
期
は
、
前
任
者

の
残
任
期
間
と
す
る
。

人第 5章

1 

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
年
四
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
施
行
後
、
初
め
て
任
命
さ
れ
る
副
学
長
候
補
者
は
、

こ
の
規
程
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
か
じ
め
総
長
が
評
議
会
の
承
認

を
得
て
、
選
考
し
た
者
と
す
る
。

京
都
大
学
総
長
特
別
補
佐
に
関
す
る
規
程
(
平
成
七
年
達
示
第

五
号
)
は
、
廃
止
す
る
。

2 3 

厚
生
補
導
担
当
の
副
学
長
の
職
務
を
定
め
る
規
程
[
六
]

達
示
第
一
九
号

一
九
九
八
(
平
成
一

O
)
年
四
月
九
日

厚
生
補
導
担
当
の
副
学
長
の
職
務
を
定
め
る
規
程

第
一
条
総
長
は
、
副
学
長
の
う
ち
一
名
に
、
厚
生
補
導
担
当
を
命

ず
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
厚
生
補
導
担
当
を
命
ぜ
ら
れ
た
副
学
長
は
、
学
生
の
厚
生

補
導
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
当
該
事
務
に
関
し
事
務
局
職
員

を
指
揮
監
督
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
補
導
担
当
の
剥

学
長
の
職
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
総
長
が
定
め
る
。

附

則
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法令・規則

』
の
規
程
は
、
平
成
十
年
四
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

教

職

四

員

第 1編

"..崎、

一
、、-"

服
務
・
懲
戒

文
官
分
限
令

[

一

]

勅
令
第
六
二
号

一
八
九
九
(
明
治
三
二
)
年
三
月
二
七
日
(
官
報
三
月
一
一
八
日
)

朕
枢
密
顧
問
ノ
誇
詞
ヲ
経
テ
文
官
分
限
令
ヲ
裁
可
シ
滋
ニ
之
ヲ
公
布

セ
シ
ム御

名

御

璽

明
治
三
十
二
年
三
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣
侯
爵
山
賑
有
朋

勅
令
第
六
十
二
号

文
官
分
限
令

第
一
条
本
令
ハ
親
任
式
ヲ
以
テ
叙
任
ス
ル
官
、
公
使
、
秘
書
官
及

法
令
ニ
別
段
ノ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
一
般
ノ
文
官
ニ
適
用

ス

第
二
条
官
吏
ハ
刑
法
ノ
宣
告
、
懲
戒
ノ
処
分
又
ハ
本
令
ニ
依
ル
ニ

非
サ
レ
ハ
其
ノ
官
ヲ
免
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

第
三
条
官
吏
左
ノ
各
号
ノ
一
二
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
官
ヲ
免
ス

ル
コ
ト
ヲ
得

一
不
具
、
廃
疾
ニ
因
リ
又
ハ
身
体
若
ハ
精
神
ノ
衰
弱
ニ
因
リ
職

務
ヲ
執
ル
ニ
堪
へ
サ
ル
ト
キ

二
傷
疾
ヲ
受
ケ
若
ハ
疾
病
ニ
穣
リ
其
ノ
職
ニ
堪
へ
サ
ル
ニ
因
リ

又
ハ
自
己
ノ
便
宜
ニ
因
リ
免
官
ヲ
願
出
タ
ル
ト
キ

三
官
制
又
ハ
定
員
ノ
改
正
ニ
因
リ
過
員
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ

前
項
第
一
号
ニ
依
リ
其
ノ
官
ヲ
免
ス
ル
ト
キ
ハ
高
等
官
ニ
在
テ
ハ

文
官
高
等
懲
戒
委
員
会
、
判
任
官
ニ
在
テ
ハ
文
官
普
通
懲
戒
委
員

会
ノ
審
査
ニ
付
ス

官
吏
ハ
廃
官
若
ハ
廃
庁
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
当
然
、
退
官
者
ト

266 

第
四
条

ス
第
五
条

第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
及
第
四
号
ニ
依
リ
休
職
ヲ
命
セ

ラ
レ
満
期
ニ
至
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
当
然
退
官
者
ト
ス

官
吏
ハ
其
ノ
意
ニ
反
シ
テ
同
等
官
以
下
ニ
転
官
セ
ラ
ル
ル

第
六
条

コ
ト
ナ
シ

第
七
条
文
官
高
等
懲
戒
委
員
会
ニ
顧
問
医
二
人
ヲ
置
ク

審
査
上
必
要
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
臨
時
顧
問
医
ヲ
加
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
八
条
文
官
普
通
懲
戒
委
貝
会
ニ
臨
時
顧
問
医
ヲ
置
ク



事

第
九
条
懲
戒
委
員
会
ハ
本
令
ニ
依
ル
審
査
ヲ
為
ス
前
予
メ
顧
問
医

ノ
意
見
ヲ
徴
ス
ヘ
シ

第
十
条
第
三
条
第
二
項
ニ
依
ル
懲
戒
委
員
会
ノ
審
査
ニ
関
シ
テ
ハ

文
官
懲
戒
令
第
十
二
条
第
十
三
条
第
二
十
四
条
第
二
十
五
条
第
二

十
九
条
乃
至
第
三
十
四
条
ノ
規
定
ヲ
準
用
ス

第
十
一
条
官
吏
左
ノ
各
号
ノ
一
ニ
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
休
職
ヲ
命
ス

ル
コ
ト
ヲ
得

一
懲
戒
令
ノ
規
定
ニ
依
リ
懲
戒
委
員
会
ノ
審
査
ニ
付
セ
ラ
レ
タ

ル
ト
キ

二
刑
事
事
件
ニ
関
シ
告
訴
若
ハ
告
発
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ

三
官
制
又
ハ
定
員
ノ
改
正
ニ
因
リ
過
員
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ

四
官
庁
事
務
ノ
都
合
ニ
依
リ
必
要
ナ
ル
ト
キ

前
項
休
職
ノ
期
間
ハ
第
一
号
及
第
二
号
ノ
場
合
ニ
在
テ
ハ
其
ノ
事

件
ノ
懲
戒
委
員
会
又
ハ
裁
判
所
ニ
繋
属
中
ト
シ
第
三
号
及
第
四
号

ノ
場
合
ニ
在
テ
ハ
満
三
年
ト
ス

第
十
二
条
休
職
者
ハ
其
ノ
本
官
ヲ
奉
シ
テ
職
務
ニ
従
事
セ
ス
其
ノ

他
総
テ
在
職
官
吏
ト
異
ナ
ル
コ
卜
ナ
シ

前
条
第
一
項
第
三
号
及
第
四
号
ニ
依
リ
休
職
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
者

ニ
ハ
本
属
長
官
ハ
事
務
ノ
都
合
ニ
依
リ
何
時
ニ
テ
モ
復
職
ヲ
命
ス

ル
コ
ト
ヲ
得

第
十
三
条
第
十
一
条
ニ
依
リ
休
職
ヲ
命
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
ハ
其
ノ

人第 5章

休
職
中
俸
給
ノ
三
分
ノ
一
ヲ
給
ス

第
十
四
条
免
官
ハ
勅
任
官
ニ
在
テ
ハ
内
閣
総
理
大
臣
、
奏
任
官
ニ

在
テ
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ヲ
経
テ
本
属
長
官
奏
請
シ
裁
可
ニ
依
リ
之

ヲ
行
フ

休
職
ハ
勅
任
宮
ニ
在
テ
ハ
内
閣
総
理
大
臣
奏
請
シ
裁
可
ニ
依
リ
之

ヲ
行
ヒ
奏
任
官
ニ
在
テ
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ノ
認
可
ヲ
経
テ
本
属
長

官
之
ヲ
命
ス
其
ノ
復
職
ヲ
命
ス
ル
ト
キ
亦
同
シ

附

則

第
十
五
条
本
令
ハ
明
治
三
十
二
年
四
月
十
日
ヨ
リ
施
行
ス

官
吏
非
職
条
例
、
明
治
二
十
三
年
勅
令
第
二
百
八
十
六
号
其
ノ
他

従
前
ノ
命
令
ニ
シ
テ
本
令
ノ
規
定
ニ
抵
触
ス
ル
モ
ノ
ハ
本
令
施
行

ノ
日
ヨ
リ
廃
止
ス

第

十

六

条

本
A
布
施
行
前
官
吏
非
職
条
例
又
ハ
明
治
二
十
三
年
勅
令

第
二
百
八
十
六
号
ニ
依
リ
非
職
又
ハ
休
職
ヲ
命
セ
ラ
レ
未
タ
満
期

ニ
至
ラ
サ
ル
者
ハ
本
令
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
ノ
休
職
者
ニ
関

ス
ル
規
定
ヲ
適
用
ス
但
シ
本
令
第
十
三
条
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

第
十
七
条
本
令
中
休
職
卜
ア
ル
ハ
他
ノ
法
令
ニ
於
テ
規
定
ス
ル
非

職
ト
看
倣
ス

明
三
六
勅
令
一
五
六
、
昭
七
勅
令
二
五
三
、
昭
一
六
勅
令
九
、
昭
二
一

勅
令
一
九
三
、
昭
二
二
政
令
一

O
、
法
律
一
九
五
、
昭
二
三
法
律
二
六

〔
注
〕
一
九
四
六
・
四
・
一
勅
令
第
一
九
三
号
で
官
吏
分
限
令
に
改
称
。

改
正
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法令・規則

一
九
四
七
・
四
・
一
八
法
律
第
七
二
号
で
失
効
。

二
一
法
律
第
二
ご
号
で
効
力
持
続
。

一
九
四
七
・
一

0
・

第 I編

文
官
懲
戒
令

[

一

]

勅
令
第
六
三
号

一
八
九
九
(
明
治
三
二
)
年
三
月
二
七
日
(
官
報
三
月
二
八
日
)

朕
枢
密
顧
問
ノ
諮
絢
ヲ
経
テ
文
官
懲
戒
令
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布

セ
シ
ム御

名

御

璽

明
治
三
十
二
年
三
月
二
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣
侯
爵
山
際
有
朋

勅
令
第
六
十
三
号

文
官
懲
戒
令

第

一

章

総

則

第
一
条
親
任
式
ヲ
以
テ
叙
任
ス
ル
官
及
法
令
ニ
別
段
ノ
規
定
ア
ル

モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
官
吏
ハ
本
令
ニ
依
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
懲
戒
ヲ
受
ク

ル
コ
ト
ナ
シ

第
二
条
官
吏
ノ
懲
戒
ヲ
受
ク
ヘ
キ
場
合
左
ノ
如
シ

職
務
上
ノ
義
務
一
一
違
背
シ
又
ハ
職
務
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ

職
務
ノ
内
外
ヲ
問
ハ
ス
官
職
上
ノ
威
厳
又
ハ
信
用
ヲ
失
フ
へ

キ
所
為
ア
リ
タ
ル
ト
キ

第
三
条
懲
戒
ハ
左
ノ
如
シ

一

免

官

二

減

俸

三

謎

責

第
四
条
免
官
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
官
職
ヲ
失
ヒ
タ
ル
日

ヨ
リ
二
年
間
官
職
ニ
就
ク
コ
ト
ヲ
得
ス

免
官
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
其
ノ
情
重
キ
者
ハ
位
記
ヲ
返
上
セ
シ
ム

第
五
条
減
俸
ハ
一
月
以
上
一
年
以
下
年
俸
月
割
額
若
ハ
月
俸
ノ
三

分
一
以
下
ヲ
減
ス

第
六
条
勅
任
官
ノ
免
官
及
減
俸
ハ
懲
戒
委
員
会
ノ
議
決
ヲ
具
シ
内

閣
総
理
大
臣
之
ヲ
奏
請
シ
奏
任
官
ノ
免
官
ハ
懲
戒
委
員
会
ノ
議
決

ヲ
具
シ
内
閣
総
理
大
臣
ヲ
経
テ
本
属
長
官
之
ヲ
奏
請
シ
裁
可
ニ
依

リ
之
ヲ
行
フ

奏
任
官
ノ
減
俸
及
判
任
官
ノ
免
官
及
減
俸
ハ
懲
戒
委
員
会
ノ
議
決

ニ
依
リ
本
属
長
官
之
ヲ
行
フ

謎
責
ハ
本
属
長
官
之
ヲ
行
フ

第
七
条
懲
戒
ニ
付
セ
ラ
ル
ヘ
キ
事
件
刑
事
裁
判
所
ニ
繋
属
ス
ル
間

ハ
同
一
事
件
ニ
対
シ
懲
戒
委
員
会
ヲ
関
ク
コ
ト
ヲ
得
ス

懲
戒
委
員
会
ノ
議
決
前
懲
戒
ニ
付
ス
ヘ
キ
者
二
対
シ
刑
事
訴
追
ノ

始
マ
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
事
件
ノ
判
決
ヲ
終
ハ
ル
マ
テ
懲
戒
委
員
会
ノ
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開
会
ヲ
停
止
ス

第
二
章
懲
戒
委
員
会

第

一

款

総

則

第
八
条
懲
戒
委
員
会
ヲ
分
テ
文
官
官
同
等
懲
戒
委
員
会
及
文
官
普
通

懲
戒
委
員
会
ト
ス

第
九
条
文
官
高
等
懲
戒
委
員
会
ハ
高
等
官
ノ
懲
戒
ヲ
議
決
シ
文
官

普
通
懲
戒
委
員
会
ハ
判
任
官
ノ
懲
戒
ヲ
議
決
ス

第
二
款
文
官
高
等
懲
戒
委
員
会

文
官
官
向
等
懲
戒
委
員
会
ハ
委
員
長
一
人
委
員
六
人
ヲ
以
テ

事

第
十
条

組
織
ス

第
十
一
条
委
員
長
ハ
枢
密
顧
問
官
ノ
中
ヨ
リ
委
員

ハ
行
政
裁
判
所

長
官
、
勅
任
行
政
裁
判
所
評
定
官
、
勅
任
判
事
及
其
ノ
他
ノ
勅
任

文
官
ノ
中
ヨ
リ
内
閣
総
理
大
臣
ノ
奏
請
ニ
依
リ
之
ヲ
命
ス

委
員
会
ニ
予
備
委
員
六
人
ヲ
置
キ
前
項
ノ
例
ニ
依
リ
之
ヲ
命
ス

第
十
二
条
委
員
会
ハ
委
員
長
及
委
員
ヲ
併
セ
五
人
以
上
出
席
ス
ル

ニ
非
サ
レ
ハ
会
議
ヲ
開
ク
コ
ト
ヲ
得
ス

委
員
会
ノ
議
事
ハ
多
数
ニ
依
リ
之
ヲ
決
ス
可
否
同
数
ナ
ル
ト
キ
ハ

委
員
長
之
ヲ
決
ス

第
十
三
条
委
員
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
上
席
ノ
委
員
之
ヲ
代
理
ス

委
員
中
事
故
ア
ル
ト
キ
又
ハ
闘
員
ア
ル
ト
キ
ハ
委
員
長
ハ
予
備
委

員
ノ
中
ヨ
リ
代
理
ヲ
命
ス

人第 5章

第
十
四
条
委
員
及
予
備
委
員
ノ
任
期
ハ
三
年
ト
ス

委
員
及
予
備
委
員
中
闘
員
ア
リ
テ
補
闘
ノ
為
任
命
セ
ラ
レ
タ
ル
者

ハ
前
任
者
ノ
残
任
期
間
在
任
ス

第
十
五
条
委
員
長
及
委
員
ハ
左
ノ
事
項
ニ
該
当
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ

免
ス

其
ノ
官
職
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ト
キ

二
委
員
会
所
在
地
以
外
ニ
任
所
ヲ
転
シ
タ
ル
ト
キ

第
十
六
条
委
員
会
ニ
幹
事
一
人
ヲ
置
ク

第
十
七
条
幹
事
ハ
高
等
官
ノ
中
ヨ
リ
内
閣
総
理
大
臣
ノ
奏
請
ニ
依

リ
之
ヲ
命
ス

第
十
八
条
幹
事
ハ
委
員
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
委
員
会
ノ
議
事
ヲ
準
備
シ

庶
務
ヲ
統
理
ス

第
十
九
条
委
員
会
ニ
書
記
三
人
ヲ
置
ク

第
二
十
条
書
記
ハ
判
任
官
ノ
中
ヨ
リ
委
員
長
之
ヲ
命
ス

第
二
十
一
条
書
記
ハ
幹
事
ノ
命
ヲ
承
ケ
庶
務
ニ
従
事
ス

第
三
款
文
官
普
通
懲
戒
委
員
会

第
二
十
二
条
文
官
普
通
懲
戒
委
員
会
ハ
左
ノ
各
官
庁
ニ
之
ヲ
置
ク

一
内
閣

一
枢
密
院

一
各
省

一
台
湾
総
督
府
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一
会
計
検
査
院

一
行
政
裁
判
所

一
警
視
庁

一
北
海
道
庁

一
府
県

一
台
湾
ノ
県
及
庁

一
貴
族
院
事
務
局

一
衆
議
院
事
務
局

前
項
ノ
外
各
省
大
臣
二
於
テ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
所

轄
官
庁
ニ
文
官
普
通
懲
戒
委
員
会
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

第
二
十
三
条
委
員
長
ハ
各
官
庁
ノ
長
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
但
シ
内

閣
ニ
在
テ
ハ
法
制
局
長
官
、
枢
密
院
ニ
在
テ
ハ
書
記
官
長
、
各
省

ニ
在
テ
ハ
次
官
ヲ
以
テ
之
-
一
充
ツ

委
員
ハ
二
人
乃
至
六
人
ト
シ
当
該
官
庁
高
等
官
ノ
中
ヨ
リ
本
属
長

官
之
ヲ
命
ス
但
シ
内
閣
ニ
在
テ
ハ
賞
勲
局
、
法
制
局
及
内
閣
所
属

高
等
官
ノ
中
ヨ
リ
之
ヲ
命
ス

第
二
十
四
条
委
員
会
ハ
委
員
長
及
委
員
二
人
以
上
出
席
ス
ル
ニ
非

サ
レ
ハ
会
議
ヲ
開
ク
コ
ト
ヲ
得
ス

第
二
十
五
条
委
員
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
上
席
ノ
委
員
之
ヲ
代
理
ス

第
二
十
六
条
委
員
会
ニ
書
記
二
人
ヲ
置
ク

第
二
十
七
条
書
記
ハ
委
員
長
所
属
官
庁
ノ
判
任
官
ノ
中
ヨ
リ
委
員

第 I編

長
之
ヲ
命
ス

第
二
十
八
条
書
記
ハ
委
員
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
庶
務
ニ
従
事
ス

第
三
章
懲
戒
手
続

第
二
十
九
条
本
属
長
官
ハ
所
部
ノ
官
吏
ニ
シ
テ
懲
戒
ニ
当
ル
ヘ
キ

所
為
ア
リ
ト
思
料
ス
ル
ト
キ
ハ
証
滋
ヲ
具
へ
書
面
ヲ
以
テ
懲
戒
委

員
会
ノ
審
査
ヲ
要
求
ス
へ
シ

第
三
十
条
前
条
ノ
要
求
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
委
員
長
ハ
期
日
ヲ
定
メ

テ
委
員
会
ヲ
招
集
ス
へ
シ

委
員
会
ハ
必
要
ト
認
ム
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
本
人
ノ
出
頭
ヲ
命
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
本
人
所
属
官
庁
ヨ
リ
内
国
旅
費
規
則
ニ
依

リ
本
官
相
当
ノ
旅
費
ヲ
給
ス
へ
シ

第
三
十
一
条
委
員
会
ニ
於
テ
議
決
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
理
由

ヲ
具
シ
本
属
長
官
ニ
覆
申
ス
へ
シ

第
三
十
二
条
委
員
長
及
委
員
ハ
自
己
又
ハ
其
ノ
親
族
ニ
関
ス
ル
事

件
ノ
会
議
ニ
参
与
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
三
十
三
条
委
員
会
ノ
審
査
手
続
ハ
委
員
会
之
ヲ
定
ム

比
川
川

duu

眠
町

r

ロH
只

第
三
十
四
条
高
等
官
試
補
ハ
高
等
官
ニ
準
シ
判
任
官
見
習
ハ
判
任

{
呂
ニ
準
シ
本
令
ヲ
適
用
ス

第
三
十
五
条
本
令
ハ
明
治
三
十
二
年
四
月
十
日
ヨ
リ
施
行
ス
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官
吏
懲
戒
例
ハ
本
令
施
行
ノ
日
ヨ
リ
廃
止
ス

改
正

明
三
三
勅
A
E
二
一
、
明
三
四
勅
令
二
二
ハ
、
明
三
八
勅
令
二
七
九
、

明
四
O
勅
令
一

O
七
、
明
四
ニ
勅
令
五
、
明
四
三
勅
令
四
O
四
、
大
一

一
勅
令
二
一
O
、
大
一
一
二
勅
令
四
六
四
、
昭
九
勅
令
三
八
八
、
昭
一
八

勅
令
五
O
五
、
昭
一
一
一
勅
令
一
九
三
、
昭
二
二
政
令
一
三
、
政
令
一
九

二
、
法
律
一
九
五

〔
注
〕
一
九
四
六
・
四
・
一
勅
令
第
一
九
三
号
で
官
吏
懲
戒
令
に
改
称
。

一
九
四
七
・
四
・
一
八
法
律
第
七
二
号
で
失
効
。
一
九
四
七
・
一

0
・

二
一
法
律
第
二
二
号
で
効
力
持
続
。
一
九
四
八
・
一
一
了
三
法
律

第
二
二
二
号
で
廃
止
。

東
京
、
京
都
両
帝
国
大
学
に
文
官
普
通
懲
戒
委
員
会
設
置
.[

一
一
]

一
八
九
九
(
明
治
三
二
)
年
七
月
二
四
日

事

京
都
帝
国
大
学
総
長

文
官
懲
戒
令
第
二
十
二
条
二
項
ニ
依
リ
其
学
ニ
文
官
普
通
懲
戒
委
員

会
ヲ
置
ク

人

委
員
ノ
命
免
ハ
其
学
ニ
於
テ
取
扱
当
省
へ
報
告
ス
へ
シ

明
治
三
十
二
年
七
月
二
十
四
日

第 5主主

文
部
大
臣
伯
爵
樺
山
資
紀
固

四

[

一

]

勅
令
第
二
五
三
号

一
九
一
ニ
二
(
昭
和
七
)
年
九
月
一
一
一
一
日
(
官
報
九
月
二
四
日
)

文
官
分
限
令
一
部
改
正
〔
抄
〕

文
官
分
限
令
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
中
「
告
訴
若
ハ
告
発
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
」

ヲ
「
起
訴
セ
ラ
レ
タ
ル
ト
キ
」
ニ
改
メ
同
条
ニ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

第
一
項
第
四
号
ニ
依
リ
休
職
ヲ
命
ズ
ル
ト
キ
ハ
高
等
官
ニ
在
リ
テ

ハ
文
官
高
等
分
限
委
員
会
、
判
任
官
ニ
在
リ
テ
ハ
文
官
普
通
分
限

委
員
会
ノ
諮
問
ヲ
経
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
シ
其
ノ
諮
問
ヲ
経
ザ
ル
コ

ト
ニ
付
本
人
ノ
問
意
ア
リ
タ
ル
場
合
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ズ

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕

五

国
家
公
務
員
法
〔
抄
〕

[

一

]

法
律
第
一
二

O
号

一
九
四
七
(
昭
和
二
一
一
)
年
一

O
月
一
一
一
日

国
家
公
務
員
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

昭
和
二
十
二
年
十
月
二
十
一
日
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法
律
第
百
二
十
号

国
家
公
務
員
法
目
次

第

一

章

総

則

第
二
章
人
事
委
員
会

第
三
章
官
職
の
基
準

第

一

節

通

則

第

二

節

職

階

制

第
三
節
試
験
及
ぴ
任
免

第

一

款

通

則

第

二

款

試

験

第
三
款
任
用
候
補
者
名
簿

第

四

款

任

用

第
五
款
休
職
、
復
職
、
退
職
及
び
免
職

第

四

節

給

与

第
一
款
給
与
準
則

第
二
款
給
与
の
支
払

第

五

節

能

率

第
六
節
分
限
、
懲
戒
及
ぴ
保
障

第

一

款

分

限

第

二

款

懲

戒

第 1編

片
IlJ 

哲

第
三
款

第
一
目

第
二
目

272 

第

目
保
障勤

務
条
件
に
関
す
る
行
政
措
置
の
要
求

職
員
の
意
に
反
す
る
不
利
益
な
処
分
に
関
す
る

審
査

公
務
傷
病
に
対
す
る
補
償

第

七

節

服

務

第
八
節
退
職
者
に
対
す
る
恩
給

第

四

章

罰

則

附
則

国
家
公
務
員
法

第

一

章

総

則

(
こ
の
法
律
の
目
的
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
国
家
公
務
員
(
こ
の
法
律
で
国
家
公
務
員
に

は
、
国
会
議
員
を
含
ま
な
い
。
)
た
る
職
員
に
つ
い
て
適
用
す
べ
き

各
般
の
根
本
基
準
を
確
立
し
、
職
員
が
そ
の
職
務
の
遂
行
に
当
り
、

最
大
の
能
率
を
発
揮
し
得
る
よ
う
に
、
民
主
的
な
方
法
で
、
選
択

さ
れ
、
且
つ
、
指
導
さ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
、
以
て
国
民
に
対
し
、

公
務
の
民
主
的
且
つ
能
率
的
な
運
営
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

(
一
般
職
及
ぴ
特
別
職
)

第
二
条
国
家
公
務
員
の
職
は
、
こ
れ
を
一
般
職
と
特
別
職
と
に
分



つ。

十
四
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者

十
五
宮
内
府
長
官
、
侍
従
長
及
び
侍
従
並
び
に
法
律
又
は
人
事

委
員
会
規
則
で
指
定
す
る
宮
内
府
の
そ
の
他
の
職
員

十
六
大
使
及
ぴ
公
使

十
七
裁
判
官
並
ぴ
に
最
高
裁
判
所
長
官
秘
書
官
(
一
人
)
及
び
裁

判
所
調
査
官

十
八
国
会
職
員

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
一
般
職
に
属
す
る
す
べ
て
の
職
(
以
下
そ

の
職
を
官
職
と
い
い
、
そ
の
職
を
占
め
る
者
を
職
員
と
い
う
。
)
に
、

こ
れ
を
適
用
す
る
。

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
改
正
法
律
に
よ
り
、
別
段

の
定
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
特
別
職
に
属
す
る
職
に
は
、
こ
れ
を

適
用
し
な
い
。

〔
中
略
〕

第
三
章
官
職
の
基
準

第

一

節

通

則

(
平
等
取
扱
の
原
則
)

第
二
十
七
条
す
べ
て
国
民
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
、
平

等
に
取
り
扱
わ
れ
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又
は
門

地
に
よ
っ
て
、
差
別
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

(
情
勢
適
応
の
原
則
)
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事

一
般
職
は
、
特
別
職
に
属
す
る
職
以
外
の
国
家
公
務
員
の
一
切

の
職
を
包
含
す
る
。

特
別
職
は
、
左
に
掲
げ
る
職
員
の
職
と
す
る
。

一
内
閣
総
理
大
臣

二
国
務
大
臣

三
内
閣
官
房
長
官

四
内
閣
官
房
次
長

五
法
制
局
長
官

六
各
省
政
務
次
官

七

各

省

次

官

八
各
省
参
与
官

九
建
設
院
の
長
及
ぴ
終
戦
連
絡
中
央
事
務
局
の
長

十
内
閣
総
理
大
臣
秘
書
官
(
三
人
以
内
)
及
ぴ
そ
の
他
の
秘
書
官

(
国
務
大
臣
又
は
特
別
職
た
る
機
関
の
長
の
各
E
に
つ
き
一
人
)

十
一
任
命
に
つ
い
て
国
会
又
は
そ
の
両
院
若
し
く
は
一
院
の
選

挙
、
議
決
又
は
同
意
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
職
員

十
二
現
業
庁
、
公
団
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
職
員
で
、

法
律
又
は
人
事
委
員
会
規
則
で
指
定
す
る
も
の

十
三
顧
問
、
参
与
、
委
員
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
職
員
で
、

法
律
又
は
人
事
委
員
会
規
則
で
指
定
す
る
も
の

人第 5章
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第
二
十
八
条
こ
の
法
律
に
基
い
て
定
め
ら
る
べ
き
給
与
、
勤
務
時

閉
そ
の
他
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
礎
事
項
は
、
社
会
一
般
の
情
勢

の
変
化
に
適
応
す
る
よ
う
に
、
国
会
の
定
め
る
手
続
に
従
い
、
随

時
変
更
せ
ら
れ
う
る
も
の
と
す
る
。

〔
中
略
〕第

五
款
休
職
、
復
職
、
退
職
及
ぴ
免
職

(
休
職
、
復
職
、
退
職
及
ぴ
免
職
)

第
六
十
一
条
職
員
の
休
職
、
復
職
、
退
職
及
び
免
職
は
任
命
権
者

が
、
こ
れ
を
行
う
。

〔
中
略
〕

第
六
節
分
限
、
懲
戒
及
ぴ
保
障

(
分
限
、
懲
戒
及
ぴ
保
障
の
根
本
基
準
)

第
七
十
四
条
す
べ
て
職
員
の
分
限
、
懲
戒
及
ぴ
保
障
に
つ
い
て
は
、

公
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
に
規
定
す
る
根
本
基
準
の
実
施
に
つ
き
必
要
な
事
項
は
、

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
こ

れ
を
定
め
る
。

第 1編

第
一
款

(
身
分
保
障
)

第
七
十
五
条
職
員
は
、
法
律
に
定
め
る
事
由
に
よ
る
場
合
で
な
け

れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
降
任
さ
れ
、
休
職
さ
れ
、
又
は
免
職

分
限

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

職
員
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
事
由
に
該
当
す
る
と
き

は
、
降
給
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

(
欠
格
に
よ
る
失
職
)

第
七
十
六
条
職
員
が
第
三
十
八
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
つ

た
と
き
は
、
人
事
委
員
会
規
則
に
定
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、
当

然
失
職
す
る
。

(
弾
劾
に
よ
る
罷
免
)

第
七
十
七
条
職
員
の
弾
劾
に
関
す
る
規
程
は
、
別
に
法
律
で
こ
れ

を
定
め
る
。

(
本
人
の
意
に
反
す
る
降
任
及
ぴ
免
職
の
場
合
)

第
七
十
八
条
職
員
が
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
意
に

反
し
て
、
こ
れ
を
降
任
し
、
又
は
免
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
勤
務
実
績
が
挙
が
ら
な
い
場
合

二
心
身
の
故
障
の
た
め
、
職
務
の
遂
行
に
支
障
が
あ
り
、
又
は

こ
れ
に
堪
え
な
い
場
合

三
そ
の
他
そ
の
職
種
又
は
等
級
の
官
職
に
必
要
な
適
格
性
を
欠

く
場
合

(
本
人
の
意
に
反
す
る
休
職
の
場
合
)

第
七
十
九
条
職
員
が
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
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て
は
、
そ
の
意
に
反
し
て
、
こ
れ
を
休
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
心
身
の
故
障
の
た
め
、
長
期
の
休
養
を
要
す
る
場
合

二
刑
事
事
件
に
関
し
起
訴
さ
れ
た
場
合

(
休
職
の
効
果
)

第
八
十
条
前
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
期
間
は
、
満
一
年

と
し
、
休
職
期
間
中
そ
の
故
障
の
消
滅
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に

こ
れ
に
復
職
を
命
ず
る
も
の
と
し
、
休
職
の
ま
ま
満
期
に
至
っ
た

と
き
は
、
当
然
退
職
者
と
す
る
。

前
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
期
間
は
、
そ
の
事
件
が
裁

判
所
に
係
属
す
る
聞
と
す
る
。

休
職
者
は
、
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
す
る
が
、
職
務
に
従

事
し
な
い
。
休
職
者
は
、
そ
の
休
職
の
期
間
中
俸
給
の
三
分
の
一

を
受
け
る
。

(
適
用
除
外
)

第
八
十
一
条
左
に
掲
げ
る
職
員
の
分
限
に
つ
い
て
は
、
第
七
十
五

条
、
第
七
十
八
条
乃
至
前
条
及
ぴ
第
八
十
九
条
乃
至
第
九
十
二
条

の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

一
臨
時
的
職
員

二
条
件
附
採
用
期
間
中
の
職
員

三
官
制
若
し
く
は
定
員
の
改
廃
又
は
予
算
の
減
少
に
因
り
廃
職

又
は
過
員
と
な
っ
た
職
員

人第 5宣言

職
階
制
に
よ
る
官
職
の
格
付
の
改
正
の
結
果
、
降
給
又
は
降

任
と
同
一
の
結
果
と
な
っ
た
職
員

前
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
分
限
に
つ
い
て
は
、
人
事
委
員
会

規
則
で
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
を
降
任
し
、
休
職
し
、

又
は
免
職
す
べ
き
か
は
、
勤
務
成
績
そ
の
他
の
能
力
の
実
証
に
基

い
て
、
こ
れ
を
定
め
る
。

四

第
二
款

(
懲
戒
の
場
合
)

第
八
十
二
条
職
員
が
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
こ
れ
に
対
し
懲
戒
処
分
と
し
て
、
免
職
、
停
職
、
減
給
又

は
戒
告
の
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
こ
の
法
律
又
は
人
事
委
員
会
規
則
に
違
反
し
た
場
合

二
職
務
上
の
義
務
に
違
反
し
、
又
は
職
務
を
怠
っ
た
場
合

コ
一
国
民
全
体
の
奉
仕
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
の
あ
っ

た
場
合

(
懲
戒
の
効
果
)

第
八
十
三
条
停
職
の
期
間
は
、
一
月
以
上
一
年
以
下
と
す
る
。

停
職
者
は
、
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
す
る
が
、
そ
の
職
務

に
従
事
し
な
い
。
停
職
者
は
、
そ
の
停
職
の
期
間
中
俸
給
の
三
分

の
一
を
受
け
る
。

懲
戒
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減
給
は

ヲ
匂
。

一
月
以
上
一
年
以
下
俸
給
の
三
分
の
一
以
下
を
減
ず

第 I編

(
懲
戒
権
者
)

第
八
十
四
条
懲
戒
処
分
は
、
任
命
権
者
が
、

(
刑
事
裁
判
と
の
関
係
)

第
八
十
五
条
懲
戒
に
付
せ
ら
る
べ
き
事
件
が
、
刑
事
裁
判
所
に
係

属
す
る
聞
は
、
同
一
事
件
に
関
し
懲
戒
の
子
続
を
進
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

〔
中
略
〕

第

七

節

服

務

(
服
務
の
根
本
基
準
)

第
九
十
六
条
す
べ
て
職
員
は
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
、
公

共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
し
、
且
つ
、
職
務
の
遂
行
に
当
つ
て
は
、

全
力
を
挙
げ
て
こ
れ
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
に
規
定
す
る
根
本
基
準
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
こ

れ
を
定
め
る
。

(
服
務
の
宣
誓
)

第
九
十
七
条
職
員
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

リ
、
服
務
の
宣
誓
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
法
令
及
ぴ
上
司
の
命
令
に
従
う
義
務
)

こ
れ
を
行
う
。

第
九
十
八
条
職
員
は
、
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
つ
い
て
、
誠
実

に
、
法
令
に
従
い
、
且
つ
、
上
司
の
職
務
上
の
命
令
に
従
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
上
司
の
職
務
上
の
命
令
に
対
し
て
は
、

意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
信
用
失
墜
行
為
の
禁
止
)

第
九
十
九
条
職
員
は
、
そ
の
官
職
の
信
用
を
傷
つ
け
、
又
は
官
職

全
体
の
不
名
誉
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

(
秘
密
を
守
る
義
務
)

第
百
条
職
員
は
、
職
務
上
知
る
こ
と
の
で
き
る
秘
密
を
漏
ら
し
て

は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
と
い
え
ど
も
同
様
と
す
る
。

法
令
に
よ
る
証
人
、
鑑
定
人
等
と
な
り
、
職
務
上
の
秘
密
に
属

す
る
事
項
を
発
表
す
る
に
は
、
所
轄
庁
の
長
(
退
職
者
に
つ
い
て
は
、

そ
の
退
職
し
た
官
職
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
官
職
の
所
轄
庁
の
長
)

の
許
可
を
要
す
る
。

前
項
の
許
可
は
、
法
律
又
は
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
条
件

及
ぴ
手
続
に
係
る
場
合
を
除
い
て
は
、
こ
れ
を
拒
む
こ
と
が
で
き

な
い
。

(
職
務
に
専
念
す
る
義
務
)

第
百
一
条
職
員
は
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
所
轄
庁
の
長
の
承
認
を

受
け
た
場
合
を
除
い
て
は
、
そ
の
勤
務
時
間
及
ぴ
職
務
上
の
注
意

力
の
す
べ
て
を
そ
の
職
責
遂
行
の
た
め
に
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
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(
政
治
的
行
為
の
制
限
)

第
百
二
条
職
員
は
、
政
党
又
は
政
治
的
目
的
の
た
め
に
、
寄
附
金

そ
の
他
の
利
益
を
求
め
、
若
し
く
は
受
領
し
、
又
は
何
ら
の
方
法

を
以
て
す
る
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ら
の
行
為
に
関
与
し
て
は
な
ら
な

職
員
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
別
段
の
定
を
し
た
場
合
は
、
公

選
に
よ
る
公
職
の
候
補
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

法
律
又
は
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
た
職
員
は
、
政
党
そ
の
他

の
政
治
的
団
体
の
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

(
私
企
業
か
ら
の
隔
離
)

第
百
三
条
職
員
は
、
商
業
、
工
業
又
は
金
融
業
そ
の
他
営
利
を
目

的
と
す
る
私
企
業
(
以
下
営
利
企
業
と
い
う
。
)
を
営
む
こ
と
を
目
的

と
す
る
会
社
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
、
顧
問
若
し
く
は
評
議
員
の

職
を
兼
ね
、
又
は
自
ら
営
利
企
業
を
営
ん
で
は
な
ら
な
い
。

職
員
で
あ
っ
た
者
は
、
そ
の
退
職
後
二
年
間
は
、
そ
の
退
職
前

二
年
間
に
在
職
し
て
い
た
官
職
と
職
務
上
密
接
な
関
係
に
あ
る
営

利
企
業
を
代
表
す
る
地
位
に
就
い
て
は
な
ら
な
い
。

前
二
項
の
規
定
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
所
轄
庁
の
長
の
申
出
に
よ
り
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
た
場

合
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

人第 5章

営
利
企
業
に
つ
い
て
、
株
式
所
有
の
関
係
そ
の
他
の
関
係
に
よ

り
、
当
該
企
業
の
経
営
に
参
加
し
得
る
地
位
に
あ
る
職
員
に
対
し
、

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

株
式
所
有
の
関
係
そ
の
他
の
関
係
に
つ
い
て
報
告
を
徴
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

人
事
委
員
会
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

前
項
の
報
告
に
基
き
、
企
業
に
対
す
る
関
係
の
全
部
又
は
一
部
の

存
続
が
、
そ
の
職
員
の
職
務
遂
行
上
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
そ
の
旨
を
当
該
職
員
に
通
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
通
知
を
受
け
た
職
員
は
、
そ
の
通
知
の
内
容
に
つ
い
て

異
議
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
通
知
を
受
領
し
た
後
三
十
日
以
内
に
、

人
事
委
員
会
に
異
議
の
申
立
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
異
議
の

申
立
の
あ
っ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
六
項
の
異
議
の
申
立
を
し
な
か
っ
た
職
員
及
ぴ
人
事
委
員
会

が
異
議
の
申
立
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
、
通
知
の
内
容
が
正
当

で
あ
る
と
決
定
せ
ら
れ
た
職
員
は
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
期
間
内
に
、
そ
の

企
業
に
対
す
る
関
係
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
絶
っ
か
、
又
は
そ

の
官
職
を
退
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
他
の
事
業
又
は
事
務
の
関
与
制
限
)
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第
百
四
条
職
員
が
報
酬
を
得
て
、
営
利
企
業
以
外
の
事
業
の
団
体

の
役
員
、
顧
問
若
し
く
は
評
議
員
の
職
を
兼
ね
、
そ
の
他
他
の
事

業
に
従
事
し
、
若
し
く
は
事
務
を
行
う
に
は
、
そ
の
所
轄
庁
の
長

の
許
可
を
要
す
る
。

(
職
員
の
職
務
の
範
囲
)

第
百
五
条
職
員
は
、
職
員
と
し
て
は
法
令
に
よ
る
職
務
を
担
当
す

る
以
外
の
義
務
を
負
わ
な
い
。

(
勤
務
条
件
)

第
百
六
条
職
員
の
勤
務
条
件
そ
の
他
職
員
の
服
務
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
人
事
委
員
会
規
則
で
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
の
趣
旨
に
沿

う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第 1編

〔
中
略
〕

附

則

第
一
条
こ
の
法
律
中
附
則
第
二
条
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
二
年
十

一
月
一
日
か
ら
、
そ
の
他
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
一
日

か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
は
、
遅
く
と
も
昭
和
二
十
四
年
一
月
一
日
に
は
設

置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
法
律
中
人
事
委
員
会
及
ぴ
服
務
に
関
す
る
規
定
(
こ
れ
ら
に

関
す
る
附
則
の
規
定
を
含
む
。
)
以
外
の
規
定
は
、
法
律
又
は
人
事

委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
行
の
可
能
な
限
度
に

お
い
て
、
逐
次
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
中
略
〕

第
十
三
条
外
交
官
、
領
事
官
そ
の
他
の
在
外
職
員
、
学
校
教
員
、

裁
判
所
の
職
員
、
検
察
官
そ
の
他
の
一
般
職
に
属
す
る
職
員
に
関

し
、
そ
の
職
務
と
責
任
の
特
殊
性
に
基
い
て
、
こ
の
法
律
の
特
例

を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
に
法
律
又
は
人
事
委
員
会
規
則

を
以
て
、
こ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
の
特
例

は
、
こ
の
法
律
第
一
条
の
精
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら

t

、。
六
fLV

〔
中
略
〕

内
閲
総
理
大
臣

外

務

大

臣

内

務

大

巨

大

蔵

大

臣

司

法

大

臣

文

部

大

臣

厚

生

大

臣

、

農

林

大

臣

商

工

大

臣

運

輸

大

臣
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逓

信

大

臣

労

働

大

臣

米三
窪木

j荷武
亮夫

改
正

昭
二
二
法
律
一
九
五
、
昭
二
三
法
律
二
二
二
、
法
律
二
五
八
、
法
律
二

六
五
、
昭
二
四
法
律
二
、
法
律
一
一
一
五
、
法
律
一
七
四
、
昭
二
五
法
律

四
九
、
法
律
九
五
、
昭
二
六
法
律
五
九
、
法
律
三
一
四
、
昭
二
七
法
律

四
一
、
法
律
九
七
、
法
律
一
七
四
、
法
律
二
O
七
、
法
律
二
五
二
、
法

律
二
五
八
、
法
律
二
六
五
、
法
律
二
六
八
、
昭
二
九
法
律
二
ハ
四
、
昭

三
一
法
律
一
二
、
法
律
二
七
、
法
律
一
四
O
、
法
律
二
ハ
て
昭
三
二

法
律
一
五
八
、
昭
三
三
法
律
七
八
、
法
律
八
六
、
昭
三
四
法
律
一
三
七
、

法
律
二
ハ
三
、
昭
三
五
法
律
三
O
、
法
律
一
一
三
、
昭
三
七
法
律
七
七
、

法
律
二
三
一
、
法
律
二
二
一
一
、
法
律
一
四
O
、
法
律
二
ハ
一
、
昭
三
八

法
律
一
一
一
、
昭
三
九
法
律
一
一
八
、
昭
四
O
法
律
六
九
、
法
律
一
一

六
、
昭
四
二
涼
律
八
九
、
昭
四
二
法
律
六
一
、
昭
四
五
法
律
九
七
、
昭

四
六
法
律
一
一
七
、
昭
四
七
法
律
五
七
、
昭
四
八
法
律
一
一
六
、
昭
五

三
法
律
七
九
、
昭
五
四
法
律
六
八
、
昭
五
六
法
律
七
七
、
昭
五
七
法
律

四
O
、
昭
五
八
法
律
六
五
、
法
律
七
八
、
法
律
八
O
、
昭
六
O
法
律
九

七
、
昭
六
一
法
律
九
三
、
平
元
法
律
て
平
三
法
律
七
九
、
平
五
法
律

八
九
、
平
六
法
律
三
三
、
平
七
法
律
五
四
、
平
八
法
律
一

O
三
、
平
九

法
律
三

....... ，、

教
育
公
務
員
特
例
法
〔
抄
〕

[

一

]

ほ
律
第
一
号

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
一
月
一
一
一
日

教
育
公
務
員
特
例
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

昭
和
二
十
四
年
一
月
十
二
日内

閣
総
理
大
臣

土
口
回

茂

法
律
第
一
号

教
育
公
務
員
特
例
法

目
次

第
一
章
総
則
(
第
一
条
|
|
第
三
条
)

第
二
章
任
免
、
分
限
、
懲
戒
及
び
服
務
(
第
四
条
l
|
|
第
十
八
条
)

第
一
節
大
学
の
学
長
、
教
員
及
ぴ
部
局
長
(
第
四
条
|
|
第
十

二
条
)

第
二
節
大
学
以
外
の
学
校
の
校
長
及
ぴ
教
員
(
第
十
三
条
|

-
第
十
五
条
)

第
三
節
教
育
長
及
び
専
門
的
教
育
職
員
(
第
十
六
条
|
|
第

十
八
条
)

第
三
章
研
修
(
第
十
九
条
・
第
二
十
条
)

第
四
章
雑
則
(
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
)

附
則
(
第
二
十
三
条
|
|
第
三
十
四
条
)
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法令・規則

第
一
章
総
則

(
こ
の
法
律
の
趣
旨
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
教
育
を
通
じ
て
国
民
全
体
に
奉
仕
す
る
教

育
公
務
員
の
職
務
と
そ
の
責
任
の
特
殊
性
に
基
き
、
教
育
公
務
員

の
任
免
、
分
限
、
懲
戒
、
服
務
及
ぴ
研
修
に
つ
い
て
規
定
す
る
。

(
定
義
)

第
二
条

第 1編

こ
の
法
律
で
「
教
育
公
務
員
」
と
は
、
学
校
教
育
法
(
昭
和

二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第
一
条
に
定
め
る
学
校
で
、
同
法
第

二
条
に
定
め
る
国
立
学
校
及
ぴ
公
立
学
校
の
学
長
、
校
長
(
園
長
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
)
、
教
員
及
び
部
局
長
並
び
に
教
育
委
員
会
の

教
育
長
及
ぴ
専
門
的
教
育
職
員
を
い
う
。

2

こ
の
法
律
で
「
教
員
」
と
は
、
前
項
の
学
校
の
教
授
、
助
教
授
、

教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教
諭
及
ぴ
講
師
(
常
時
勤
務
の
者
に
限
る
。

以
下
同
じ
。
)
を
い
う
。

3

こ
の
法
律
で
「
部
局
長
」
と
は
、
大
学
の
学
部
長
そ
の
他
政
令

で
指
定
す
る
部
局
の
長
を
い
う
。

4
こ
の
法
律
で
「
専
門
的
教
育
職
員
」
と
は
、
教
育
委
員
会
の
職

員
の
う
ち
、
免
許
状
を
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
者
(
教
育
長
を

除
く
。
以
下
問
じ
。
)
を
い
う
。

(
身
分
)

第
三
条
国
立
学
校
の
学
長
、
校
長
、
教
員
及
ぴ
部
局
長
は
国
家
公

務
員
、
公
立
学
校
の
学
長
、
校
長
、
教
員
及
ぴ
部
局
長
並
び
に
教

育
長
及
ぴ
専
門
的
教
育
職
員
は
地
方
公
務
員
と
し
て
の
身
分
を
有

す
る
。
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第
二
章
任
免
、
分
限
、
懲
戒
及
び
服
務

第
一
節
大
学
の
学
長
、
教
員
及
び
部
局
長

(
採
用
及
ぴ
昇
任
の
方
法
)

第
四
条
学
長
及
ぴ
部
局
長
の
採
用
並
び
に
教
員
の
採
用
及
び
昇
任

は
、
選
考
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
選
考
は
、
大
学
管
理
機
関
が

「行、ヲ。

2

前
項
の
選
考
は
、
学
長
に
つ
い
て
は
、
人
格
が
高
潔
で
、
学
識

が
す
ぐ
れ
、
且
つ
、
教
育
行
政
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
に
つ
い

て
、
大
学
管
理
機
関
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、
学
部
長
に
つ
い
て

は
、
当
該
学
部
の
教
授
会
の
議
に
基
き
、
教
員
及
ぴ
学
部
長
以
外

の
部
局
長
に
つ
い
て
は
、
大
学
管
理
機
関
の
定
め
る
基
準
に
よ
り
、

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
転
任
)

第
五
条
学
長
、
教
員
及
び
部
局
長
は
、
大
学
管
理
機
関
の
審
査
の

結
果
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
て
転
任
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。

2

大
学
管
理
機
関
は
、
前
項
の
審
査
を
行
う
に
当
つ
て
は
、
そ
の

者
に
対
し
、
審
査
の
事
由
を
記
載
し
た
説
明
書
を
交
付
し
な
け
れ



ば
な
ら
な
い
。

3

審
査
を
受
け
る
者
か
ら
、
前
項
の
説
明
書
を
受
領
し
た
後
三
十

日
以
内
に
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
大
学
管
理
機
関
は
口
頭
審
理

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
口
頭
審
理
は
、
そ
の
者
か
ら
請
求

が
あ
っ
た
と
き
は
公
開
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

審
査
を
受
け
る
者
は
、
す
べ
て
の
口
頭
審
理
に
出
席
し
、
自
己

の
代
理
人
と
し
て
弁
護
人
を
選
任
し
、
陳
述
を
行
い
、
証
人
を
出

席
せ
し
め
並
ぴ
に
書
類
、
記
録
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
適
切
な
事
実

及
ぴ
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

前
項
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
は
、
当
該
事
案
に
関
し
、
大
学
管

理
機
関
に
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
事
実
及
び
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

事

(
降
任
及
ぴ
免
職
)

第
六
条
学
長
、
教
員
及
び
部
局
長
は
、
大
学
管
理
機
関
の
審
査
の

結
果
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
に
反
し
て
免
職
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
教
員
の
降
任
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
様
と
す
る
。

2

第
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
審
査
の

場
合
に
準
用
す
る
。

(
休
職
の
期
間
)

第
七
条
学
長
、
教
員
及
ぴ
部
局
長
の
休
職
の
期
聞
は
、
心
身
の
故

障
の
た
め
長
期
の
休
養
を
要
す
る
場
合
の
休
職
に
お
い
て
は
、
個
々

人第 5宣言

の
場
合
に
つ
い
て
、
大
学
管
理
機
関
が
定
め
る
。

(
任
期
及
ぴ
停
年
)

第
八
条
学
長
及
ぴ
部
局
長
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
大
学
管
理
機
関

が
定
め
る
。

教
員
の
停
年
に
つ
い
て
は
、
大
学
管
理
機
関
が
定
め
る
。

(
懲
戒
)

第
九
条
国
立
大
学
の
学
長
、
教
員
及
ぴ
部
局
長
は
、
大
学
管
理
機

関
の
審
査
の
結
果
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
懲
戒
処
分
を
受
け
る

こ
と
は
な
い
。

2

第
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
審
査
の

場
合
に
準
用
す
る
。

(
任
命
権
者
}

第
十
条
大
学
の
学
長
、
教
員
及
ぴ
部
局
長
の
任
用
、
免
職
、
休
職
、

復
職
、
退
職
及
ぴ
懲
戒
処
分
は
、
大
学
管
理
機
関
の
申
出
に
基
い

て
、
任
命
権
者
が
行
う
。

(
服
務
)

第
十
一
条
国
立
大
学
の
学
長
、
教
員
及
ぴ
部
局
長
の
服
務
に
つ
い

て
、
国
家
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
)
第
九
十

六
条
第
一
項
の
根
本
基
準
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
同
法

第
九
十
七
条
か
ら
第
百
五
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
は
、

大
学
管
理
機
関
が
定
め
る
。

2 
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(
勤
務
成
績
の
評
定
)

第
十
二
条
学
長
、
教
員
及
ぴ
部
局
長
の
勤
務
成
績
の
評
定
及
ぴ
評

定
の
結
果
に
応
じ
た
措
置
は
、
大
学
管
理
機
関
が
行
う
。

2

前
項
の
勤
務
成
績
の
評
定
は
、
大
学
管
理
機
関
が
定
め
る
基
準

に
よ
り
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
中
略
〕

第

三

章

研

修

第 l編

(
研
修
)

第
十
九
条
教
育
公
務
員
は
、
そ
の
職
責
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
絶

え
ず
研
究
と
修
養
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

大
学
及
ぴ
大
学
附
置
の
学
校
の
教
育
公
務
員
に
つ
い
て
は
大
学

管
理
機
関
、
大
学
及
び
大
学
附
置
の
学
校
以
外
の
国
立
学
校
の
教

育
公
務
員
に
つ
い
て
は
文
部
大
臣
、
大
学
及
ぴ
大
学
附
置
の
学
校

以
外
の
公
立
学
校
の
教
育
公
務
員
並
ぴ
に
教
育
長
及
ぴ
専
門
的
教

育
職
員
に
つ
い
て
は
当
該
教
育
委
員
会
(
所
轄
庁
と
い
う
。
以
下
閉

じ
。
)
は
、
教
育
公
務
員
の
研
修
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
要
す
る
施
設
、

研
修
を
奨
励
す
る
た
め
の
方
途
そ
の
他
研
修
に
関
す
る
計
画
を
樹

立
し
、
そ
の
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
研
修
の
機
会
)

第
二
十
条
教
育
公
務
員
に
は
、
研
修
を
受
け
る
機
会
が
与
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
員
は
、
授
業
に
支
障
の
な
い
限
り
、
本
属
長
の
承
認
を
受
け

て
、
勤
務
場
所
を
離
れ
て
研
修
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

3

教
育
公
務
員
は
、
所
轄
庁
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
現
職
の

ま
ま
で
、
長
期
に
わ
た
る
研
修
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
中
略
〕

附

則

(
施
行
期
日
)

第
二
十
三
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
法
律
中
の
規
定
が
、
国
家
公
務
員
法
の
規
定
に
矛
盾
し
、

又
は
て
い
触
す
る
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
国
家
公
務

員
法
の
規
定
が
優
先
す
る
。

(
旧
制
の
学
校
の
教
員
等
に
対
す
る
こ
の
法
律
の
準
用
)

第
二
十
四
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
国
立
又
は
公
立
の
大
学
の
学
長
、

教
員
及
ぴ
部
局
長
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
学
校
教
育
法
第

九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
又
は
公
立
の
大
学
の
学
長
(
数

個
の
学
部
を
置
く
大
学
に
あ
っ
て
は
総
長
。
以
下
同
じ
。
)
、
教
員

及
ぴ
政
令
で
指
定
す
る
者
に
準
用
す
る
。

〔
中
略
〕

(
大
学
管
理
機
関
等
の
読
替
)

第
二
十
五
条
こ
の
法
律
中
「
大
学
管
理
機
関
」
と
あ
る
の
は
、
当

分
の
問
、
次
の
各
号
の
区
別
に
従
っ
て
読
み
替
、
え
る
も
の
と
す
る
。

2 
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事

一
第
四
条
第
一
項
に
つ
い
て
は
、
学
長
に
あ
っ
て
は
「
評
議
員

二
個
の
学
部
を
置
く
大
学
に
あ
っ
て
は
教
授
会
の
構
成
員
。
以

下
同
じ
。
)
及
ぴ
部
局
長
で
構
成
す
る
会
議
(
協
議
会
と
い
う
。
以

下
同
じ
。
こ
、
部
局
長
に
あ
っ
て
は
「
学
長
」
、
教
員
に
あ
っ
て

は
「
教
授
会
の
議
に
基
き
学
長
」

二
第
四
条
第
二
項
中
学
長
の
選
考
に
関
す
る
部
分
、
第
七
条
、

第
八
条
第
一
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
第
二
項
に
つ
い
て

は
、
「
協
議
会
の
議
に
基
き
学
長
」

三
第
四
条
第
二
項
中
教
員
及
び
学
部
長
以
外
の
部
局
長
の
選
考

に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
教
員
に
あ
っ
て
は
「
評
議
会
ご

個
の
学
部
を
置
く
大
学
に
あ
っ
て
は
、
教
授
会
。
以
下
閉
じ
。
)

の
議
に
基
き
学
長
」
、
学
部
長
以
外
の
部
局
長
に
あ
っ
て
は
「
協

議
会
の
議
に
基
き
学
長
」

四
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
九
条
に
つ
い
て
は
、
学
長
に
あ
っ

て
は
「
協
議
会
」
、
教
員
に
あ
っ
て
は
「
評
議
会
」
、
部
局
長
に

あ
っ
て
は
「
学
長
」

五
第
八
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
「
評
議
会
の
議
に
基
き
学
長
」

六
第
十
条
に
つ

い
て
は
、
「
学
長」

七
第
十
二
条
第
一
項
に
つ
い
て
は
、
学
長
に
あ
っ
て
は
「
協
議

会」
、
教
員
及
び
学
部
長
に
あ
っ
て
は
「
教
授
会
の
議
に
基
き
学

長
」
、
学
部
長
以
外
の
部
局
長
に
あ
っ
て
は
「
学
長
」

人第 5章

第
十
九
条
第
二
項
に
つ
い
て
は
、
「
文
部
大
臣
」

第
十
条
中
「
任
命
権
者
」
と
あ
る
の
は
、
公
立
大
学
の
学
長
、

教
員
及
び
部
局
長
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
問
、
「
そ
の
大
学
を
設
置

す
る
地
方
公
共
団
体
の
長
」
と
読
み
答
え
る
も
の
と
す
る
。

(
従
前
の
規
定
に
よ
る
休
職
者
等
の
取
扱
)

第
二
十
六
条
大
学
の
学
長
、
教
員
及
び
部
局
長
で
、
従
前
の
規
定

に
よ
り
休
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
又
は
懲
戒
手
続
中
の
者
若
し
く
は

懲
戒
処
分
を
受
け
た
者
の
休
職
又
は
懲
戒
に
関
し
て
は
、
第
七
条

及
び
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

第
二
十
七
条
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
現
に
結
核
性
疾
患
の
た
め
休

職
中
の
者
は
、
第
十
四
条
第
一
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

従
前
の
休
職
期
間
を
通
算
す
る
。

〔
中
略
〕

八
2 

内
閣
総
理
大
臣

文

部

大

臣

土
口
田

茂

下
僚
康
麿

改
正

昭
二
四
法
律
一
四
八
、
昭
二
五
法
律
一
八
四
、
昭
二
六
法
律
二
四
て

法
律
三
一
八
、
昭
二
九
法
律
二
-
二
、
法
律
一
五
六
、
法
律
一
五
九
、

法
律
一
八
一
、
昭
三
O
法
律
一
=
五
、
昭
三
二
法
律

一
五
二
、
法
律
一

六三、

法
律
一
七
五
、
昭
三
二
法
律
一
四
七
、
昭
三
六
法
律
八
七
、
法

律
一
四
五
、
昭
四
O
法
律
二
ぺ
法
律
六
九
、
法
律
七
一
、
昭
四
三
法

律
九
九
、
昭
四
四
法
律
四
O
、
昭
四
六
法
律
二
三
、
昭
四
七
法
律
二
六・

昭
四
八
法
律
一

O
三
、
昭
四
九
法
律
七
O
、
法
律
八
一
‘
昭
五
O
法
律
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法令・規則

五
九
、
昭
五
一
法
律
二
五
、
昭
五
二
法
律
二
九
、
昭
五
五
法
律
一
四
、

昭
五
六
法
律
二
三
、
昭
五
八
法
律
七
八
、
昭
六
三
法
律
七
O
、
平
三
法

律
二
三
、
平
四
法
律
三
七
、
平
九
法
律
三
一

第 1編

七

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
〔
抄
〕

[

一

]

政
令
第
六
号

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
一
月
一
二
日

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

昭
和
二
十
四
年
一
月
十
二
日内

閣
総
理
大
臣

音
田

茂

政
令
第
六
号

教
育
公
務
員
特
例
法
施
行
令

内
閣
は
、
教
育
公
務
員
特
例
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
)
の

規
定
に
基
き
、
及
ぴ
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

ヲ

hv

。(
部
局
の
長
)

第
一
条
教
育
公
務
員
特
例
法
(
法
と
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
第
二
条
第

三
項
の
部
局
の
長
と
は
、
学
校
教
育
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
)
第
六
十
一
条
に
規
定
す
る
研
究
所
そ
の
他
の
研
究
施
設
の

長
を
い
う
。

(
教
育
公
務
員
以
外
の
者
)

第
二
条
大
学
の
常
時
勤
務
を
要
し
な
い
講
師
(
非
常
勤
の
講
師
と
い

ぅ
。
以
下
同
じ
。
)
及
ぴ
助
手
に
つ
い
て
は
、
法
及
び
こ
の
政
令
(
令

と
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
に
規
定
す
る
大
学
の
教
員
に
関
す
る
規
定

を
準
用
す
る
。
但
し
、
非
常
勤
の
講
師
に
つ
い
て
は
法
第
八
条
第

二
項
及
び
令
第
九
条
の
規
定
を
、
助
手
に
つ
い
て
は
法
第
八
条
第

二
項
の
規
定
を
準
用
せ
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
任
命
権
者
又
は
大
学
管
理
機
関
は
、

法
及
ぴ
令
に
規
定
す
る
権
限
の
全
部
又
は
一
部
を
、
任
命
権
者
に

あ
っ
て
は
大
学
管
理
機
関
又
は
大
学
内
の
他
の
機
関
に
、
大
学
管

理
機
関
に
あ
っ
て
は
大
学
内
の
他
の
機
関
に
委
任
す
る
こ
と
が
で

年
C
守
令
。
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〔
中
略
〕

第
六
条
法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
政
令
で
指
定
す
る
者
と
は
、
左

に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

一
大
学
の
学
部
長

二
大
晶
子
(
数
偲
の
学
部
を
置
く
大
学
に
あ
っ
て
は
学
部
を
含
む
。
)

附
置
又
は
附
属
の
研
究
所
そ
の
他
の
研
究
施
設
の
長

〔
中
略
〕

昨

則



第
十
二
条
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
中
略
〕

内
閣
総
理
大
臣

文

部

大

臣

下音
f~長田

康
麿茂

改
正

昭
二
四
政
令
二
三
四
、
政
令
三
三
八
、
昭
二
六
政
令
二
一
九
、
昭
二
八

政
令
八
八
、
昭
コ
二
政
令
二
二
二
、
昭
三
六
政
令
一
四
一
、
政
令
四
二

七
、
昭
三
八
政
令
九
七
、
昭
四
O
政
令
八
O
、
昭
四
三
政
令
一
七
O
、

昭
四
四
政
令
一
四
九
、
昭
四
六
政
令
七
七
、
昭
四
七
政
令
一

O
七
、
政

令
二
ハ
三
、
昭
四
八
政
令
二
八
四
、
昭
四
九
政
令
一
九
九
、
政
令
二
八

九
、
昭
五
O
政
令
七
四
、
政
令
三
八
一
、
昭
五
二
政
令
一
三
五
、
昭
五

五
政
令
四
七
、
昭
五
六
政
令
八
一
、
政
令
一
二
七
、
昭
五
九
政
令
一
一

二
、
政
令
二
二
九
、
平
元
政
令
五
四
、
平
二
政
令
三
A
、
平
三
政
令
四

六
、
政
令
二
二
四
、
平
四
政
令
三
六、

政
令
二
一

六
、
平
五
政
令
一
一

0
、
平
九
政
令
=
二
ハ
、
政
令
三
O
四

，.-、、

一、、J

任

用

事

帝
国
大
学
舎
監
特
別
任
用
ノ
件

[

一

]

勅
令
第
一
二
四
号

一
八
九
七
(
明
治
三

O
)
年
六
月
一
八
日
(
官
報
六
月
一
一
一
一
日
)

人第 5主主

朕
帝
国
大
学
会
監
特
別
任
用
ノ
件
ヲ
裁
可
シ
滋
ニ
之
ヲ
公
布
セ

シ
ム

御

名

御

璽

明
治
三
十
年
六
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
松
方
正
義

文

部

大

臣

侯

爵

蜂

須

賀

茂

詔

勅
令
第
二
百
十
四
号

文
部
省
直
轄
諸
学
校
舎
監
ノ
任
用
ニ
関
ス
ル
明
治
三
十
年
勅
令
第
百

十
三
号
ハ
帝
国
大
学
舎
監
ニ
モ
適
用
ス

〔
注
〕
実
効
性
喪
失
。

文
部
省
直
轄
諸
学
校
長
舎
監
特
別
任
用
令
(
一
八
九
七
年
四
月
二

七
日
勅
令
第
一
一
三
号
)
の
条
文
は
次
の
通
り
。

文
部
省
直
轄
諸
学
校
長
ハ
一
箇
年
以
上
奏
任
教
官
ノ
職
ニ
在
リ

タ
ル
者
ニ
限
リ
同
舎
監
ハ
左
ニ
掲
ク
ル
者
ニ
限
リ
試
験
ヲ
要
セ
ス

文
官
高
等
試
験
委
員
ノ
鐙
衡
ヲ
経
テ
任
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一
一
箇
年
以
上
奏
任
教
官
又
ハ
奏
任
官
待
遇
ノ
教
職
ニ
在

リ
タ
ル
者

三
箇
年
以
上
判
任
教
官
又
ハ
判
任
官
待
遇
ノ
教
職
ニ
在

リ
タ
ル
者

帝
国
大
学
学
生
監
特
別
任
用
ノ
件

[

一

]

勅
令
第
二
七
九
号

一
九

O
七
(
明
治
四

O
)
年
七
月
一
七
日
(
官
報
七
月
一
八
日
)

朕
枢
密
顧
問
ノ
諮
詞
ヲ
経
テ
帝
国
大
学
学
生
監
特
別
任
用
ノ
件
ヲ
裁
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可
シ
絃
ニ
之
ヲ
公
布
セ

シ
ム

御

名

御

璽

明
治
四
十
年
七
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣
侯
爵
西
園
寺
公
望

文

部

大

臣

牧

野

伸

穎

第 I編

勅
令
第
二
百
七
十
九
号

帝
国
大
学
学
生
監
ハ
一
年
以
上
奏
任
教
官
又
ハ
三
年
以
上
奏
任
官
待

遇
ノ
教
職
ニ
在
リ
タ
ル
者
ニ
限
リ
文
官
高
等
試
験
委
員
ノ
鐙
衡
ヲ
経

テ
之
ヲ
任
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔注〕

一
九
二
三
・
五
・
二
四
勅
令
第
二
六
八
号
で
失
効
。

帝
国
大
学
事
務
官
、
帝
国
大
学
司
書
官
及
帝
国
大
学
司
書
特
別

任

用

令

[

一

]

勅
令
第
一
五
四
号

一
九
O
八
(
明
治
四
二
年
六
月
一
五
日
(
官
報
六
月
二
ハ
日
)

朕
枢
密
顧
問
ノ
諮
拘
ヲ
経
テ
帝
国
大
学
事
務
官
、
帝
国
大
学
司
書
官

及
帝
国
大
学
司
書
特
別
任
用
令
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

明
治
四
十
一
年
六
月
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣
侯
爵
西
園
寺
公
望

文

部

大

臣

男

爵

牧

野

伸

額
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勅
令
第
百
五
十
四
号

帝
国
大
学
事
務
官
、
帝
国
大
学
司
書
官
及
帝
国
大
学
司
書
特

別
任
用
令

第
一
条
帝
国
大
学
事
務
官
ハ
左
ノ
資
格
ノ
一
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
限
リ

文
官
高
等
試
験
委
員
ノ
鐙
衡
ヲ
経
テ
之
ヲ
任
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

教
育
行
政
ニ
関
ス
ル
高
等
文
官
ノ
職
ニ
在
リ
タ
ル
者

三
年
以
上
教
育
行
政
ニ
関
ス
ル
奏
任
官
待
遇
ノ
職
ニ
在
リ
タ

一
ル
者

五
年
以
上
教
育
行
政
ニ
関
ス
ル
判
任
官
ノ
職
ニ
在
リ
現
ニ
二

級
俸
以
上
ノ
俸
給
ヲ
受
ク
ル
者

第
二
条
帝
国
大
学
司
書
官
ハ
左
ノ
資
格
ノ
一
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
限
リ

文
官
高
等
試
験
委
員
ノ
鐙
衡
ヲ
経
テ
之
ヲ
任
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

教
育
又
ハ
図
書
ニ
関
ス
ル
高
等
文
官
ノ
職
ニ
在
リ
タ
ル
者

三
年
以
上
教
育
又
ハ
図
書
ニ
関
ス
ル
奏
任
官
待
遇
ノ
職
ニ
在

リ
タ
ル
者

五
年
以
上
教
育
又
ハ
図
書
ニ
関
ス
ル
判
任
官
又
ハ
判
任
官
待

遇
ノ
職
ニ
在
リ
現
ニ
六
十
円
以
上
ノ
月
俸
ヲ
受
ク
ル
者



図
書
ニ
関
シ
特
別
ノ
学
芸
技
術
ヲ
有
ス
ル
者

第
三
条
帝
国
大
学
司
書
ハ
図
書
ニ
関
シ
学
術
経
験
ア
ル
者
ニ
限
リ

文
官
普
通
試
験
委
員
ノ
鐙
衡
ヲ
経
テ
之
ヲ
任
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

四
改
正

大
九
勅
令
一
一
五

〔
注
〕
一
九
四
六
・
四
・
一
勅
令
第
一
九
三
号
で
廃
止
。

，園、、

一一、、.〆

定

員

行
政
機
関
職
員
定
員
法
〔
抄
〕

[

一

}

法
律
第
一
二
六
号

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
五
月
三
一
日

事

行
政
機
関
職
員
定
員
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

昭
和
二
十
四
年
五
月
三
十
一
日

人第 5章

内
閣
総
理
大
臣

茂

吉
田

法
律
第
百
二
十
六
号

行
政
機
関
職
員
定
員
法

(
{
疋
晶
表
)

第
一
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
行
政
機
関
」
と
は
、
総
理
府
、
法

務
府
、
各
省
、
経
済
安
定
本
部
及
び
こ
れ
ら
の
外
局
を
い
い
、
「
職

員
」
と
は
、
附
則
第
四
項
及
ぴ
第
六
項
か
ら
第
十
項
ま
で
に
規
定

す
る
場
合
を
除
き
、
行
政
機
関
に
常
時
勤
務
す
る
国
家
公
務
員
で

一
般
職
に
属
す
る
者
(
二
箇
月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇
傭
さ
れ
る

者
を
除
く
。
)
を
い
う
。

(
各
行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
)

第
二
条
各
行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
は
、
左
に
掲
げ
る
通
り
と
す

る。

{ 

足三

員

備

考

う
ち
六
O
、
九
四
O
人
は
、

国
立
学
校
の
職
員
と
す
る
。

〔
文
部
省
関
係
の
み
〕

六
三、

O
九
O
人

〔
中
略
〕

l 

阿
見

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
中
略
〕

内
閣
総
理
大
臣

外

務

大

臣

大

蔵

大

臣

吉
田

勇
人茂茂
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吉
田

池
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法令・規則

法

務

総

裁

文

部

大

臣

厚

生

大

臣

農

林

大

臣

通
商
産
業
大
臣

運

輸

大

臣

逓

信

大

臣

労

働

大

臣

建

設

大

臣

第 1編

殖

田

俊

吉

高
橋
荘
太
郎

林

譲

治

森

幸

太

郎

稲
垣
卒
太
郎

大

屋

晋

三

小
調
停
佐
重
喜

鈴
木

盆
谷

秀 正
次文

昭
二
四
法
律
二
八
O
、
法
律
二
八
一
、
昭
二
五
法
律
一
四
O
、
法
律
一

九
三
、
法
律
二
一

O
、
法
律
二
一
四
、
法
律
二
一
九
、
法
律
二
三
一
、

政
令
二
六
三
、
政
令
二
九
五
、
政
令
三
一
八
、
法
律
二
五
五
、
法
律
二

六
O
、
法
律
一
一
六
一
一
、
法
律
二
六
四
、
法
律
二
六
九
、
昭
二
六
法
律
八

一
、
法
律
一
七
二
、
法
律
二
三
三
、
法
律
二
三
四
、
政
令
一
一
一
七
、
政

令
三
ニ
O
、
法
律
二
九
七
、
昭
二
七
政
令
三
、
法
律
一
一
五
、
法
律
一

四
九
、
法
律
二
ハ
八
、
法
律
二
三
一
、
政
令
一
一
四
一
、
法
律
二
五
四
、

昭
二
八
法
律
二
四
、
法
律
二
五
、
法
律
士
一
六
、
法
律
九
五
、
昭
二
九
法

律
二
ハ
四
、
法
律
一
八
六
、
法
律
二
O
五
、
昭
三
O
法
律
二
九
、
法
律

一
二
五
、
法
律
一
四
三
、
法
律
一
八
七
、
昭
三
二
法
律
四
八
、
法
律
八

三
、
法
律
一

O
八
、
法
律
一
四
て
昭
三
二
法
律
五
九
、
法
律
一

O
九、

法
律
一
四
二
、
法
律
一
五
四
、
法
律
一
五
八
、
昭
三
三
法
律
七
八
、
法

律
九
四
、
法
律
一
一
一
、
昭
三
四
法
律
二
ハ
四
、
法
律
二
ハ
七
、
法
律

一
七
二
、
昭
三
五
法
律
一
一
二
、
法
律
一
一
三
、
法
律
二
ハ
一
一

〔
注
〕
一
九
六
一
・
六
・
二
法
律
第
一
一
一
号
で
廃
止
。

改
正

国
立
学
校
設
置
法
施
行
令
〔
抄
〕

[

一

]

政
令
第
四
三
号

一
九
五
四
(
昭
和
二
九
)
年
三
月
三
一
日

288 

国
立
学
校
設
置
法
施
行
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

昭
和
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

吉
田

茂

政
令
第
四
十
三
号

国
立
学
校
設
置
法
施
行
令

内
閣
は
、
国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
)

第
二
条
第
二
項
及
ぴ
第
九
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

λ
v
。

〔
中
略
〕

(
{
疋
同
貝
)

第
二
条
各
国
立
大
学
に
置
か
れ
る
職
員
の
定
員
は
別
表
第
一
に
、

各
国
立
高
等
学
校
に
置
か
れ
る
職
員
の
定
員
は
別
表
第
二
に
よ
る
。

2

前
条
の
附
属
の
学
校
に
置
か
れ
る
職
員
の
定
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ

そ
の
学
校
が
附
属
し
て
設
置
さ
れ
る
国
立
大
学
(
当
該
学
校
が
国
立

大
学
の
学
部
に
附
属
し
て
設
置
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
国
立
大

学
)
の
職
員
の
定
員
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

各
国
立
学
校
(
国
立
学
校
に
包
括
さ
れ
る
学
校
を
含
む
。
)
に
置
か

3 



れ
る
職
の
種
類
ご
と
の
定
員
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
定
員
の

範
囲
内
に
お
い
て
、
文
部
省
令
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一

国
立
大
学
の
名
称

京
都
大
学

上
欄
の
国
立
大
学
に
置
か
れ
る
職
員
の
定
員

三
、
二
七
五
人

〔
京
大
関
係
の
み
〕

〔
中
略
〕

文

部

大

臣

内
閣
総
理
大
臣

大
達

茂
茂雄

吉
田

改
正

昭
三
O
政
令
一

O
五
、
昭
=
二
政
令
六
四
、
政
令
八
二
、
昭
三
二
政
令

六
O
、
昭
三
三
政
令
五
O
、
政
令
九
九
、
昭
三
四
政
令
二
五
四
、
昭
三

五
政
令
六
三
、
昭
三
六
政
令
四
、
政
令
七
六
、
政
令
一
七
O
、
昭
三
七

政
令
七
六
、
昭
三
八
政
令
九
五
、
昭
三
九
政
令
七
七
、
昭
四
O
政
令
七

七
、
昭
四
一
政
令
一
一

O
、
昭
四
二
政
令
五
四
、
政
令
九
六
、
昭
四
三

政
令
一
九
二
、
昭
四
四
政
令
五
五
、
政
令
=
二
、
昭
四
五
政
令
四
一

事人

〔
注
〕
一
九
七

0
・
四
・
一
政
令
第
四
一
号
で
国
立
大
学
の
附
属
の
学
校
に

関
す
る
政
令
に
改
称
。

第 5重量

行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
に
関
す
る
法
律
〔
抄
〕
[
一
]

法
律
第
三
三
号

一
九
六
九
(
昭
和
四
四
)
年
五
月
二
ハ
日

行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

昭
和
四
十
四
年
五
月
十
六
日内

閣
総
理
大
臣

佐
藤

栄
作

法
律
第
三
十
三
号

行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
に
関
す
る
法
律

(
定
員
の
総
数
の
最
高
限
度
)

第
一
条
内
閣
の
機
関
(
内
閣
官
房
、
内
閣
法
制
局
及
ぴ
国
防
会
議
事

務
局
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
並
ぴ
に
総
理
府
及
ぴ
各
省
の
所
掌
事

務
を
遂
行
す
る
た
め
に
恒
常
的
に
置
く
必
要
が
あ
る
職
に
充
て
る

べ
き
常
勤
の
職
員
の
定
員
の
総
数
の
最
高
限
度
は
、
五
十
万
六
千

五
百
七
十
一
人
と
す
る
。

〔申中.略〕

'一、J吋司

d
H
H

恥

町

れ

闘

H
M只ハ

(
施
行
期
日
)

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〔
中
略
〕

昭
和
四
十
四
年
四
月
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法令・規則

内
閣
総
理
大
臣

法
務
大
臣

外
務
大
臣

大
蔵
大
臣

文
部
大
臣

厚
生
大
臣

農
林
大
臣

通
商
産
業
大
臣

運
輸
大
臣

郵
政
大
臣

労
働
大
臣

建
設
大
臣

自
治
大
臣

第 1編

佐

藤

栄

作

西
郷
吉
之
助

愛
知

福
田

挟
一

越
夫

坂

田

道

太

斎

藤

昇

長
谷
川
四
郎

大

平

正

芳

原

因

憲

河

本

敏

夫

原

健

三

郎

坪

川

信

三

野

田

武

夫

改
正

昭
五
二
法
律
二
九
、
昭
五
九
法
律
六
七
、
昭
六
一
法
律
七
一
、
平
元
法

律
一
、
平
四
法
律
七
九

四

行
政
機
関
職
員
定
員
令
〔
抄
〕

[

一

]

政
令
第
二
二
号

一
九
六
九
(
昭
和
四
四
)
年
五
月
一
六
日

行
政
機
関
職
員
定
員
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

璽

昭
和
四
十
四
年
五
月
十
六
日内

閣
総
理
大
臣

御

名

290 

佐
藤

栄
作

政
令
第
百
二
十
一
号

行
政
機
関
職
員
定
員
令

内
閣
は
、
行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
四
十
四

年
法
律
第
三
十
三
号
)
第
二
条
及
ぴ
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び

に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

第
一
条
行
政
機
関
の
職
員
の
定
員
に
関
す
る
法
律
(
以
下
「
法
」
と

い
う
。
)
第
一
条
第
一
項
の
定
員
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

{ 

耳乙

員

備

考

う
ち
、
一

O
六、

O
二
O
人
は
、

国
立
学
校
の
職
員
の
定
員
と
す
る
。

〔
文
部
省
関
係
の
み
〕

一O
九、

0
0
七
人

1 

〔
中
略
〕

t

3

 

剛

円

恥

即

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
四
十
四
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〔
中
略
〕

国
立
学
校
設
置
法
施
行
令
(
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
四
十
三
号
)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

6 



第
二
条
を
削
り
、
第
一
条
中
見
出
し
及
ぴ
条
名
を
削
り
、
第
一

項
に
項
番
号
を
附
す
る
。

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
固
ま
で
を
削
る
。

内
閣
総
理
大
臣

法
務
大
臣

外
務
大
臣

大
蔵
大
臣

文
部
大
臣

厚
生
大
臣

農
林
大
臣

通
商
産
業
大
臣

運
輸
大
臣

郵
政
大
臣

労
働
大
臣

建
設
大
臣

自
治
大
臣

昭
四
五
政
令
六
九
、
昭
四
六
政
令
六
六
、
昭
四
七
政
令
コ
二
ハ
、
昭
四

八
政
令
五
五
、
昭
四
九
政
令
一

O
五
、
昭
五

O
政
令
七
八
、
昭
五
一
政

令
七
九
、
昭
五
二
政
令
二
ニ
三
、
昭
五
三
政
令
九

O
、
昭
五
四
政
令
七

七
、
昭
五
五
政
令
五
三
、
昭
五
六
政
令
八
五
、
昭
五
七
政
令
八
五
、
昭

五
八
政
令
六
七
、
昭
五
九
政
令
九
二
、
昭
六

O
政
令
七
八
、
昭
六
一
政

令
九
七
、
昭
六
二
政
令
二
二
九
、
昭
六
三
政
令
九
四
、
平
元
政
令
一
一
一

事

改
正

人第 5章

佐

藤

栄

作

西
郷
吉
之
助

愛
知
撲
一

福

田

越

夫

坂

田

道

太

斎

藤

昇

長
谷
川
四
郎

大

平

正

芳

原

田

憲

河

本

敏

夫

原

健

三

郎

坪

川

信

三

野
田

武
夫

七
、
平
二
政
令
一
二
回
、
平
三
政
令
一

O
八
、
平
四
政
令
一

O
八
、
政

令
二
六
八
、
平
五
政
令
九
九
、
政
令
一
五

O
、
平
六
政
令
三
九
四
、
平

七
政
令
二
一

O
、
政
令
二
七
七
、
平
八
政
令
一
一
二
、
平
九
政
令
一
一

ーi' (
四
)

職

員

種

類

京
都
帝
国
大
学
官
制

[

一

]

勅
令
第
一
一
一
一
号

一
八
九
七
(
明
治
三

O
)
年
六
月
一
八
日
(
官
報
六
月
一
一
一
一
日
)

朕
京
都
帝
国
大
学
官
制
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

明
治
三
十
年
六
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
松
方
正
義

文

部

大

臣

侯

爵

蜂

須

賀

茂

詔

勅
令
第
二
百
十
一
号

京
都
帝
国
大
学
官
制

京
都
帝
国
大
学
ニ
職
員
ヲ
置
ク
左
ノ
如
シ

第
一
条総

長
書
記
官
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監

法令・規則

書

コL

第
二
条
総
長
ハ
一
人
勅
任
ト
ス
文
部
大
臣
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
帝
国
大

学
令
ノ
規
定
ニ
依
リ
京
都
帝
国
大
学
一
般
ノ
事
ヲ
掌
リ
所
属
機
員

ヲ
統
督
ス

総
長
ハ
高
等
官
ノ
進
退
ニ
関
シ
テ
ハ
文
部
大
臣
ニ
具
状
シ
判
任
官

ニ
関
シ
テ
ハ
之
ヲ
専
行
ス

第
三
条
書
記
官
ハ
専
任
一
人
奏
任
ト
ス
総
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
庶
務
会

計
ヲ
掌
理
ス

第
四
条
舎
監
ハ
専
任
一
人
奏
任
ト
ス
総
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
学
生
ノ
取

締
ニ
関
ス
ル
事
ヲ
掌
ル

第
五
条
書
記
ハ
判
任
ト
ス
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
庶
務
会
計
二
従
事
ス

京
都
帝
国
大
学
及
分
科
大
学
書
記
ハ
通
計
専
任
二
十
七
人
ヲ
以
テ

第 1編

定
員
ト
ス

第
六
条
分
科
大
学
ニ
職
員
ヲ
置
ク
左
ノ
如
、
ン

教

授
助
教
授

助

手

書

記

第
七
条
教
授
ハ
専
任
五
十
七
人
奏
任
又
ハ
勅
任
ト
ス
各
分
科
大
学

ニ
置
ク
所
ノ
講
座
ヲ
担
任
シ
学
生
ヲ
教
授
シ
其
ノ
研
究
ヲ
指
導
ス

教
授
ニ
シ
テ
分
科
大
学
長
及
医
科
大
学
附
属
医
院
長
ニ
補
セ
ラ
レ

タ
ル
者
ハ
講
座
ヲ
担
任
セ
サ
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
八
条
助
教
授
ハ
専
任
十
六
人
奏
任
ト
ス
教
授
ヲ
助
ケ
テ
授
業
及

実
験
ニ
従
事
ス

第
九
条
助
手
ハ
専
任
二
十
八
人
判
任
ト
ス
教
授
助
教
授
ノ
指
揮
ヲ

承
ケ
学
術
技
芸
ニ
関
ス
ル
職
務
ニ
服
ス

第
十
条
第
六
条
職
員
ノ
外
各
分
科
大
学
ニ
学
長
一
人
ヲ
置
キ
其
ノ

分
科
大
学
教
授
ヨ
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
補
ス

分
科
大
学
長
ハ
帝
国
大
学
令
ノ
規
定
ニ
依
リ
総
長
監
督
ノ
下
ニ
於

テ
各
英
ノ
分
科
大
学
ノ
事
ヲ
掌
ル

第
十
一
条
医
科
大
学
附
属
医
院
ニ
医
院
長
ヲ
置
キ
医
科
大
学
教
授

ヨ
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
補
ス

医
院
長
ハ
総
長
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
医
院
ノ
事
務
ヲ
掌
理
シ
所
属
職

員
ヲ
監
督
ス

第
十
二
条
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京
都
帝
国
大
学
附
属
図
書
館
ニ
館
長
ヲ
置
キ
教
授
助
教

授
ヨ
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
補
ス

館
長
ハ
総
長
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
図
書
館
ノ
事
ヲ
掌
理
ス

改
正

明
三
二
勅
令
一

O
三
、
明
三
三
勅
令
七

O
、
明
三
四
勅
令
三
五
、
勅
令

一
三
三
、
明
三
五
勅
令
九
七
、
明
三
六
勅
令
五
五
、
勅
令
一

O
二
、
勅

令
ニ
二
九
、
明
三
七
勅
令
一
四
一
、
明
三
八
勅
令
九
四
、
明
三
九
勅
令

四

O
、
明
四

O
勅
令
二
三

一
、
明
四
一
勅
令
一
四
三
、
明
凹
ニ
勅
令
八



〔注〕

四
、
明
四
三
勅
令
六
一
一
、
明
四
四
勅
令
四
一
、
明
四
五
勅
令
=
二
、

大
三
勅
令
六
、
勅
令
二
ハ
七
、
大
五
勅
令
四
九
、
勅
令
二
二
て
勅
令

二
五
八
、
大
六
勅
令
二
ハ
四
、
大
七
勅
令
二
五
五
、
大
八
勅
令
五
三
、

勅
令
三
二

O
、
大
九
勅
令
二
五

O
、
大
一

O
勅
令
八
五
、
大
一
一
勅
令

二
九
九
、
大
一
一
一
勅
令
二
六
八
、
勅
令
四
八
八
、
大
一
三
勅
令
二
ニ
二
、

大
一
四
勅
令
七
四
、
勅
令
一
九
一
二
、
大
一
五
勅
令
一
七
六
、
昭
二
勅
令

三
O
O、
昭
三
勅
令
二
五

O
、
昭
四
勅
令
三
五
二
、
昭
六
勅
令
一
九
二
、

昭
七
勅
令
三
八
七
、
昭
八
勅
令
一
二
九
、
昭
九
勅
令
二
一
回
、
昭
一
二

勅
令
一
七
、
勅
令
一
七
五
、
勅
令
七
三
二
、
昭
一
三
勅
令
二
九
七
、
昭

一
四
勅
令
一

O
七
、
勅
令
六
九
五
、
昭
一
五
勅
令
四
二
一
、
勅
令
八
七

五
、
昭
一
六
勅
令
四
三
四
、
勅
令
一

O
一
八
、
昭
一
七
勅
令
四
二
九
、

勅
令
七
四
九
、
昭
一
八
勅
令
五
一
二
、
勅
令
六
一
四
、
勅
令
七
六

O
、
勅

令
八
七
八
、
昭
一
九
勅
令
九
、
勅
令
七
O
、
勅
令
八
三
、
勅
令
九
四
、

勅
令
二
三
五
、
勅
令
三
五
三
、
勅
令
五
一
五
、
勅
令
六
六
八
、
昭
二

O

勅
令
二
回
、
勅
令
三
七
二
、
昭
一
二
勅
令
一
四
一

一
九
四
六
・
四
・
一
勅
令
第
二

O
五
号
で
廃
止
。

事

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
総
長
職
権
の
一
部
を
福

岡

医

科

大

学

長

に

委

任

〕

[

一

]

勅
令
第
五
五
号

一
九

O
一
二
(
明
治
三
六
)
年
三
月
二
四
日
(
官
報
三
月
二
五
日
)

人第 5章

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
二
条
ニ
左
ノ
一
一
項
ヲ
加
フ

総
長
ハ
其
ノ
職
権
ニ
属
ス
ル
事
務
ノ
一
部
ヲ
福
岡
医
科
大
学
長
ニ

委
任
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

〔
中
略
〕

ー

ー
院
町
駅
U

ロH
只

本
令
ハ
明
治
三
十
六
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
舎
監
を
学
生
監
に
改
称
〕

[

一

]

勅
令
第
二
二
九
号

一
九

O
三
(
明
治
三
六
)
年
一
一
一
月
四
日
(
官
報
一
二
月
五
日
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
条
中
「
舎
監
」
ヲ
「
学
生
監
」
ニ
改
ム

第
四
条
学
生
監
ハ
奏
任
ト
ス
分
科
大
学
教
授
助
教
授
又
ハ
書
記
官

ヨ
リ
兼
任
セ
シ
ム

学
生
監
ハ
総
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
学
生
ノ
取
締
ニ
関
ス
ル
事
ヲ
掌
ル

〔
以
下
略
〕
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四

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
学
生
監
専
任
化
〕
[
一
]

勅
令
第
二

一九
O
七
(
明
治
四
O
)
年
六
月
一
五
日
(
官
報
六
月
一
七
日
)

法令・規則

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
四
条
第
一
一
項
ヲ
左
ノ
知
ク
改
ム

学
生
監
ハ
専
任
一
人
奏
任
ト
ス

〔
中
略
〕

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

第 l編

五

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
事
務
官
、
司
書
官
、
司

書
、
薬
局
長
設
置
〕

[

一

]

勅
令
一
四
三
号

一九
O
八
(
明
治
四
二
年
六
月
二
日
(
官
報
六
月
三
日
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
条
中
「
書
記
官
」
ノ
次
ニ
「
事
務
官
」
ヲ
、
「
学
生
監
」
ノ
次
ニ

「
司
書
官
」
ヲ
、
「
書
記
」
ノ
次
ニ
「
司
書
」
ヲ
加
フ

〔
中
略
〕

第
三
条
ノ
二
事
務
官
ハ
専
任
二
人
奏
任
ト
ス
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
庶

務
会
計
ヲ
分
掌
ス

第
四
条
ノ
二
司
書
官
ハ
専
任
一
人
奏
任
ト
ス
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
附

属
図
書
館
ニ
於
ケ
ル
図
書
、
記
録
及
閲
覧
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ
掌
理
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ス

〔
中
略
〕

第
五
条
ノ
二
司
書
ハ
専
任
五
人
判
任
ト
ス
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
附
属

図
書
館
ニ
於
ケ
ル
図
書
記
録
ノ
整
理
、
保
存
及
閲
覧
ニ
関
ス
ル
事

務
ニ
従
事
ス

〔
中
略
〕

第
十
一
条
ノ
二
医
科
大
学
附
属
医
院
ニ
薬
局
長
専
任
二
人
ヲ
置
ク

奏
任
ト
ス

薬
局
長
ハ
総
長
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
医
院
薬
局
ノ
事
務
ヲ
掌
理
ス

第
十
二
条
中
「
助
教
授
」
ヲ
「
助
教
授
又
ハ
司
書
官
」
ニ
改
ム

同

門

阿

貝

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

ー，、

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
薬
剤
手
設
置
〕
[
一
]

勅
令
第
八
四
号

一九
O
九
(
明
治
四
二
)
年
四
月
六
日
(
官
報
四
月
七
日
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

〔
中
略
〕



医
科
大
学
附
属
医
院
ニ
薬
剤
手
専
任
十
人
ヲ
置
ク

第
十
一
条
ノ
三

判
任
ト
ス

薬
剤
手
ハ
薬
局
長
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
医
院
薬
局
ニ
関
ス
ル
職
務
ニ
服

ス

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

七

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
{
抄
〕
{
書
記
官
廃
止
、
総
長
職

権
の
一
部
の
福
岡
医
科
大
学
長
へ
の
委
任
廃
止
〕
[
一
]

勅
令
第
四

一
号

一
九
一
一
(
明
治
四
四
)
年
三
月
三
O
日
(
官
報
三
月
三
一
日
)

事

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
遇
改
正
ス

第
一
条
中
「
書
記
官
」
ヲ
削
ル

第
二
条
第
三
項
ヲ
削
ル

第
三
条
削
除

第
三
条
ノ
二
中
「
分
掌
」
ヲ
「
掌
理
」
ニ
改
ム

〔
中
略
〕

j

t

 

即

円

恥

則

本
令
ハ
明
治
四
十
四
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
以
下
略
〕

人第 5章

}1、
京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
看
護
婦
長
設
置
〕
[
一
]

勅
令
第
二
五
八
号

一
九
一
六
(
大
正
五
)
年
一
二
月
二
二
日
(
宮
報
一
二
月
二
三
日
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
六
条
ニ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

前
項
職
員
ノ
外
医
科
大
学
ニ
看
護
婦
長
ヲ
置
ク

第
九
条
ノ
二
看
護
婦
長
ハ
専
任
三
人
判
任
ト
ス
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ

医
科
大
学
附
属
医
院
ニ
於
ケ
ル
看
護
ニ
関
ス
ル
職
務
ニ
服
ス

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

九

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
{
投
手
設
置
〕
{
ニ

勅
令
第
二
五
五
号

一
九
一
八
(
大
正
七
)
年
六
月
二
二
日
(
官
報
六
月
二
四
日
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
条
ニ
左
ノ
一
項
ヲ
加
フ

前
項
職
員
ノ
外
京
都
帝
国
大
学
基
本
財
産
林
ノ
業
務
ニ
従
事
セ
シ

ム
ル
為
技
手
ヲ
置
ク

〔
中
略
〕

第
五
条
ノ
三
技
手
ハ
専
任
三
人
判
任
ト
ス
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
技
術
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法令・規則

一
従
事
ス〔

中
略
〕

附

本
角、
μ ，、

7、-
4品、

布
ノ則
日
ヨ

之
ヲ
施
行
ス

第 1編

。
京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
帝
国
大
学
令
改
正
に
伴
う

全

面

的

改

正

〕

[

一

]

勅
令
第
五
三
号

一
九
一
九
(
大
正
八
)
年
三
月
三
一
日
(
官
報
四
月
一
日
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
条
京
都
帝
国
大
学
ニ
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

総

長

教

授
助
教
授

事
務
官

学
生
監

司
書
官

書助

子書記

司

前
項
職
員
ノ
外
京
都
帝
国
大
学
基
本
財
産
林
ノ
業
務
ニ
従
事
セ
シ

ム
ル
為
技
手
ヲ
置
ク

第
二
条
中
「
帝
国
大
学
令
ノ
規
定
ニ
依
リ
」
ヲ
削
ル

第
二
条
ノ
二
教
授
ハ
専
任
百
八
人
奏
任
又
ハ
勅
任
ト
ス
各
学
部
ニ

分
属
シ
テ
其
ノ
講
座
ヲ
担
任
シ
学
生
ヲ
教
授
、
ン
其
ノ
研
究
ヲ
指
導
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ス教
授
ニ
シ
テ
学
部
長
又
ハ
医
学
部
附
属
医
院
長
ニ
補
セ
ラ
レ
タ
ル

者
ニ
ハ
講
座
ヲ
担
任
セ
シ
メ
サ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
条
助
教
授
ハ
専
任
五
十
一
人
奏
任
ト
ス
各
学
部
ニ
分
属
シ
教

授
ヲ
助
ケ
テ
授
業
及
実
験
ニ
従
事
ス

講
座
ヲ
担
任
ス
ル
助
教
授
ハ
前
項
ノ
定
員
外
ト
ス
但
シ
講
座
ヲ
分

担
ス
ル
者
ハ
此
ノ
限
ニ
在
ラ
ス

第
四
条
ノ
三
助
手
ハ
専
任
九
十
一
人
判
任
ト
ス
各
学
部
ニ
分
属
シ

教
授
又
ハ
助
教
授
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
テ
学
術
ニ
関
ス
ル
職
務
ニ
服
ス

第
五
条
中
「
書
記
ハ
判
任
ト
ス
」
ヲ
「
書
記
ハ
専
任
二
十
四
人
判
任

ト
ス
」
ニ
改
メ
同
条
第
二
項
ヲ
削
ル

第
六
条
各
学
部
ニ
学
部
長
一
人
ヲ
置
キ
英
ノ
学
部
ニ
属
ス
ル
教
授

ノ
中
ヨ
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
補
ス

学
部
長
ハ
総
長
ノ
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
其
ノ
学
部
ノ
事
ヲ
掌
ル

第
七
条
医
学
部
ニ
附
属
医
院
ヲ
置
ク

医
院
ニ
医
院
長
ヲ
置
キ
医
学
部
二
属
ス
ル
教
授
ノ
中
ヨ
リ
文
部
大



事

臣
之
ヲ
補
ス

医
院
長
ハ
総
長
ノ
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
医
院
ノ
事
務
ヲ
掌
理
ス

第
八
条
医
院
ニ
薬
局
長
ヲ
置
ク
専
任
一
人
奏
任
ト
ス

薬
局
長
ハ
医
院
薬
局
ノ
事
務
ヲ
掌
理
ス

第
九
条
医
院
ニ
薬
剤
子
ヲ
置
ク
専
任
五
人
判
任
ト
ス

薬
剤
予
ハ
薬
局
長
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
テ
医
院
薬
局
ニ
関
ス
ル
職
務
ニ

服
ス

第
十
条
医
院
ニ
看
護
婦
長
ヲ
置
ク
専
任
三
人
判
任
ト
ス

看
護
婦
長
ハ
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
テ
医
院
ニ
於
ケ
ル
看
護
ニ
関
ス
ル

職
務
ニ
服
ス

第
十
一
粂
京
都
帝
国
大
学
ニ
附
属
図
書
館
ヲ
置
ク

図
書
館
ニ
図
書
館
長
ヲ
置
キ
教
授
、
助
教
授
又
ハ
司
書
官
ノ
中
ヨ

リ
文
部
大
臣
之
ヲ
補
ス

図
書
館
長
ハ
総
長
ノ
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
図
書
館
ノ
事
務
ヲ
掌
理
ス

第
十
二
条
ヲ
削
ル

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

本
令
施
行
ノ
際
現
三
塁
郁
帝
国
大
学
分
科
大
学
ノ
教
授
又
ハ
助
教
授

ノ
職
ニ
在
ル
者
別
ニ
辞
令
書
ヲ
交
付
セ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
各
京
都
帝

国
大
学
ノ
教
授
又
ハ
助
教
授
ニ
同
官
等
並
現
ニ
受
ク
ル
本
俸
及
加
俸

ノ
額
ニ
相
当
ス
ル
級
俸
ヲ
以
テ
任
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
但
シ
現
ニ

人第 5章

受
ク
ル
本
俸
及
加
俸
ノ
額
ニ
相
当
ス
ル
級
俸
ナ
キ
ト
キ
ハ
従
前
ノ
本

俸
及
加
俸
ノ
額
ニ
相
当
ス
ル
本
俸
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

本
令
施
行
ノ
際
現
三
尽
都
帝
国
大
学
分
科
大
学
ノ
助
手
又
ハ
書
記
ノ

職
ニ
在
ル
者
別
ニ
辞
令
書
ヲ
交
付
セ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
各
京
都
帝
国

大
学
ノ
助
手
又
ハ
書
記
ニ
同
俸
給
ヲ
以
テ
任
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
京
都
帝
国
大
学
ノ
分
科
大
学
長
又
ハ
医
科
大
学

附
属
医
院
長
ノ
職
ニ
在
ル
者
別
ニ
辞
令
書
ヲ
交
付
セ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ

ハ
各
京
都
帝
国
大
学
ノ
学
部
長
又
ハ
医
学
部
附
属
医
院
長
ニ
補
セ
ラ

レ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
京
都
帝
国
大
学
ノ
医
科
大
学
附
属
医
院
ノ
薬
局

長
若
ハ
薬
剤
手
又
ハ
医
科
大
学
看
護
婦
長
ノ
職
ニ
在
ル
者
別
ニ
辞
令

書
ヲ
交
付
セ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
各
京
都
帝
国
大
学
医
学
部
附
属
医
院

ノ
薬
局
長
、
薬
剤
手
又
ハ
看
護
婦
長
ニ
同
官
等
俸
給
ヲ
以
テ
任
セ
ラ

レ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
京
都
帝
国
大
学
分
科
大
学
ノ
助
教
授
又
ハ
助
手

ニ
シ
テ
休
職
ノ
者
別
ニ
辞
令
書
ヲ
交
付
セ
ラ
レ
サ
ル
ト
キ
ハ
休
職
ノ

偉
各
京
都
帝
国
大
学
ノ
助
教
授
又
ハ
助
手
ニ
同
官
等
俸
給
ヲ
以
テ
任

セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
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法令・規則

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
書
記
官
設
置
、
看
護

婦
長
を
看
護
長
に
改
称
〕

[

一

]

勅
令
第
八
五
号

一九一

一
一
(
大
正
一

O
)
年
四
月
一
二
日
(
官
報
四
月
一
三
日
)

第 1編

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
条
中
「
助
教
授
」
ノ
次
ニ
「
書
記
官
」
ヲ
加
フ

〔
中
略
〕

第
三
条
ノ
二
書
記
官
ハ
専
任
一
人
奏
任
ト
ス
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
庶

務
会
計
ヲ
掌
理
ス

事
務
官
ハ
専
任
二
人
奏
任
ト
ス
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
庶
務
会
計
ヲ
分

掌
ス

〔
中
略
〕

第
十
条
中
「
看
護
婦
長
」
ヲ
「
看
護
長
」
ニ
、
「
三
人
」
ヲ
「
十
人
」

ニ
改
ム

本
メ〉、
μ 

ノ、

公附
布
ノ則
日
ヨ

之
ヲ
施
f丁
ス

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
{
抄
〕
〔
学
生
監
を
教
授
助
教

授

よ

り

補

任

〕

[

一

]

勅
令
第
二
六
八
号

一
九
二
三
(
大
正
一
二
)
年
五
月
二
三
日
(
官
報
五
月
二
四
日
)
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京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

〔
中
略
〕

第
四
条
学
生
監
ハ
教
授
又
ハ
助
教
授
ノ
中
ヨ
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
補

ス
総
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
学
生
ノ
監
督
ニ
関
ス
ル
事
ヲ
掌
ル

〔
中
略
〕

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
農
場
長
、
演
習
林
長

設

置

〕

{

一

]

勅
令
第
二
二
二
号

一
九
二
四
(
大
正
一
三
)
年
五
月
二
八
日
(
官
報
五
月
二
九
日
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

〔
中
略
〕

第
十
一
条
ヲ
第
十
二
条
ト
ス

第
十
一
条
農
学
部
ニ
附
属
農
場
及
附
属
演
習
林
ヲ
置
ク



農
場
ニ
農
場
長
、
演
習
林
ニ
演
習
林
長
ヲ
置
キ
農
学
部
ニ
属
ス
ル

教
授
又
ハ
助
教
授
ノ
中
ヨ
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
補
ス

農
場
長
及
演
習
林
長
ハ
総
長
ノ
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
各
其
ノ
事
務
ヲ

掌
理
ス附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

四

京
都
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
〔
抄
〕
{
学
生
監
を
学
生
主
事

に

改

称

、

学

生

主

事

補

設

置

〕

[

一

]
勅
令
第
二
五
O
号

一
九
二
八
(
昭
和
三
)
年
一

O
月
二
九
日
(
官
報
一

O
月
三
O
日
)

事

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
条
中
「
学
生
監
」
ヲ
「
学
生
主
事
」
ニ
改
メ
「
書
記
」
ノ
次
ニ

「
学
生
主
事
補
」
ヲ
加
フ

〔
中
略
〕

第
四
条
学
生
主
事
ハ
専
任
五
人
奏
任
ト
ス
総
長
ノ
命
ヲ
承
ラ
学
生

ノ
指
導
監
督
ヲ
掌
ル

第
五
条
ノ
三
ヲ
第
五
条
ノ
四
ト
シ
第
五
条
ノ
ニ
ヲ
第
五
条
ノ
三
ト
ス

第
五
条
ノ
二
学
生
主
事
補
ハ
専
任
五
人
判
任
ト
ス
上
官
ノ
命
ヲ
承

ケ
学
生
主
事
ノ
職
務
ヲ
助
ク

人第 5章

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

五

京
都
帝
国
大
学
宮
制
一
部
改
正
(
抄
〕
〔
臨
海
実
験
所
長
、
臨

湖
実
験
所
長
、
火
山
温
泉
研
究
所
長
設
置
〕
[
一
]

勅
令
第
七
三
二
号

一
九
三
七
(
昭
和
一
二
)
年
一
二
月
二
四
日
(
官
報
一
二
月
二
七
日
)

京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

〔
中
略
〕

第
十
条
ノ
二
理
学
部
ニ
附
属
臨
海
実
験
所
、
附
属
臨
湖
実
験
所
及

附
属
火
山
温
泉
研
究
所
ヲ
置
ク

臨
海
実
験
所
ニ
臨
海
実
験
所
長
、
臨
湖
実
験
所
ニ
臨
湖
実
験
所
長
、

火
山
温
泉
研
究
所
ニ
火
山
温
泉
研
究
所
長
ヲ
置
キ
理
学
部
ニ
属
ス

ル
教
授
又
ハ
助
教
授
ノ
中
ヨ
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
補
ス

臨
海
実
験
所
長
、
臨
湖
実
験
所
長
及
火
山
温
泉
研
究
所
長
ハ
総
長

ノ
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
各
其
ノ
事
務
ヲ
掌
理
ス

附

本
令
ノ、

ア¥
.1-'、

布
ノ則
自
ヨ

之
ヲ
施
行
ス
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一
六

東
京
帝
国
大
学
官
制
外
二
十
一
勅
令
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
事
務

監

、

看

護

婦

養

成

施

設

主

事

設

置

〕

{

一

]

勅
令
第
三
七
二
号

一
九
四
五
(
昭
和
二
O
)
年
六
月
一
五
日
(
官
報
六
月
一
六
日
)

法令・規則第 1編

〔
前
略
〕

第
五
条
京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第

一
条
中
「
総
長
」
ノ
次
ニ
「
事
務
監
」
ヲ
加
フ

〔
中
略
〕

第
二
条
ノ
ニ
事
務
監
ハ
一
人
勅
任
ト
ス
総
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
大
学

ノ
事
務
ヲ
掌
理
ス

〔
中
略
〕

第
十
条
ノ
二
医
院
ニ
看
護
婦
養
成
施
設
ヲ
置
ク

看
護
婦
養
成
施
設
ニ
主
事
ヲ
置
キ
医
学
部
ニ
属
ス
ル
教
授
又
ハ

助
教
授
ノ
中
ヨ
リ
文
部
大
臣
之
ヲ
補
ス

主
事
ハ
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
看
護
婦
養
成
施
設
ノ
事
務
ヲ
掌
理
ス

〔
中
略
〕

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

七

東
京
帝
国
大
学
官
制
一
部
改
正
等
〔
抄
〕
〔
学
生
主
事
、
学
生

主
事
補
廃
止
等
〕
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[

一

]

勅
令
第
一
四
一

号

一
九
四
六
(
昭
和
二
一
)
年
三
月
一
四
日
(
官
報
三
月
一
五
日
)

〔
前
略
〕

第
四
条
京
都
帝
国
大
学
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
条
中
「
学
生
主
事
」
及
「
学
生
主
事
補
」
ヲ
削
ル

〔
中
略
〕

第
三
条
ノ
二
第
一
項
中
「
一
人
」
ヲ
「
二
人
」
ニ
改
メ
「
庶
務
会

計
」
ノ
下
ニ
「
及
学
生
生
徒
ノ
厚
生
ニ
関
ス
ル
事
務
」
ヲ
加
フ

第
三
条
ノ
二
第
二
項
中
「
三
人
」
ヲ
「
六
人
」
ニ
改
メ
「
庶
務
会

計
」
ノ
下
ニ
「
及
学
生
生
徒
ノ
厚
生
ニ
関
ス
ル
事
務
」
ヲ
加
フ

第
四
条
削
除

〔
中
略
〕

第
五
条
中
「
四
十
八
人
」
ヲ
「
五
十
一
人
」
ニ
改
メ
「
庶
務
会
計
」

ノ
下
ニ
「
及
学
生
生
徒
ノ
厚
生
ニ
関
ス
ル
事
務
」
ヲ
加
フ

第
五
条
ノ
二
削
除

〔
中
略
〕

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
中
略
〕



本
令
施
行
ノ
際
現
ニ
東
京
帝
国
大
学
、
京
都
帝
国
大
学
、
九
州
帝
国

大
学
及
北
海
道
帝
国
大
学
ノ
職
員
ニ
シ
テ
内
地
(
樺
太
、
沖
縄
及
千
島

ヲ
除
ク
)
以
外
ノ
地
域
ニ
在
ル
モ
ノ
ニ
付
テ
ハ
其
ノ
者
ノ
引
揚
後
六
月

ノ
期
間
満
了
ス
ル
迄
之
ヲ
当
該
帝
国
大
学
職
員
ノ
定
員
外
ト
為
ス
コ

ト
ヲ
得

i¥ 

帝
国
大
学
官
制
〔
抄
〕

[

一

]

勅
令
第
二

O
五
号

一
九
四
六
(
昭
和
二
二
年
四
月
一
日

朕
帝
国
大
学
官
制
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

昭
和
二
十
一
年
四
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣
男
爵
幣
原
喜
重
郎

文

部

大

臣

安

倍

能
成

事

勅
令
第
二
百
五
号

帝
国
大
学
官
制

第
一
条
帝
国
大
学
ハ
左
ノ
知
シ

東
京
帝
国
大
学

京
都
帝
国
大
学

東
北
帝
国
大
学

人第 5章

九
州
帝
国
大
学

北
海
道
帝
国
大
学

大
阪
帝
国
大
学

名
古
屋
帝
国
大
学

第
二
条
帝
国
大
学
ニ
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

総
長

教
授

助
教
授

文
部
教
官

文
部
事
務
官

文
部
技
官

第
三
条
総
長
ハ
一
級
ノ
文
部
教
官
又
ハ
文
部
事
務
官
ヲ
以
テ
之
ニ

充
ツ
文
部
大
臣
ノ
監
督
ヲ
承
ケ
帝
国
大
学
一
般
ノ
事
ヲ
掌
リ
所
属

職
員
ヲ
統
督
ス

総
長
ハ
一
級
官
吏
及
二
級
官
吏
ノ
進
退
ニ
関
シ
テ
ハ
文
部
大
臣
ニ

具
状
シ
三
級
官
吏
ニ
関
シ
テ
ハ
之
ヲ
専
行
ス

第
四
条
教
授
ハ
一
級
又
ハ
二
級
ノ
文
部
教
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
各

学
部
ニ
分
属
シ
テ
其
ノ
講
座
ヲ
担
任
シ
学
生
ヲ
教
授
シ
其
ノ
研
究

ヲ
指
導
ス

教
授
タ
ル
文
部
教
官
ニ
シ
テ
学
部
長
、
医
学
部
附
属
医
院
長
又
ハ

東
京
帝
国
大
学
農
学
部
附
属
演
習
林
長
ニ
補
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ニ
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法令・規則

ハ
講
座
ヲ
担
任
セ
シ
メ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
条
助
教
授
ハ
二
級
ノ
文
部
教
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
各
学
部
ニ

分
属
シ
教
授
ヲ
勤
ケ
テ
授
業
及
実
験
ニ
従
事
ス
助
教
授
ニ
シ
テ
講

座
ヲ
担
任
ス
ル
モ
ノ
ハ
助
教
授
ノ
定
員
外
ト
ス

第
六
条
総
長
ハ
必
要
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
講
師
ヲ
嘱
託
ス
ル
コ
ト

ヲ
得

第
七
条
帝
国
大
学
ノ
各
学
部
ニ
学
部
長
ヲ
置
キ
其
ノ
学
部
ニ
属
ス

ル
教
授
タ
ル
文
部
教
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
総
長
ノ
監
督
ノ
下
ニ
於

テ
学
部
ノ
事
ヲ
掌
ル

第
八
条
帝
国
大
学
医
学
部
ニ
附
属
医
院
ヲ
、
東
京
帝
国
大
学
、
大

阪
帝
国
大
学
及
名
古
屋
帝
国
大
学
ニ
附
属
医
院
ノ
外
附
属
医
院
分

第 1編

院
ヲ
置
ク

医
院
ニ
医
院
長
及
文
部
技
官
ヲ
、
医
院
分
院
ニ
分
院
長
及
文
部
技

官
ヲ
置
ク

医
院
長
ハ
医
学
部
ニ
属
ス
ル
教
授
タ
ル
文
部
教
官
ヲ
以
テ
、
分
院

長
ハ
医
学
部
ニ
属
ス
ル
教
授
又
ハ
助
教
授
タ
ル
文
部
教
官
ヲ
以
テ

之
ニ
充
ツ
医
院
長
ハ
総
長
ノ
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
、
分
院
長
ハ
総
長

及
医
院
長
ノ
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
各
医
院
又
ハ
医
院
分
院
ノ
事
ヲ
掌

iv 

第
九
条
医
院
及
東
京
帝
国
大
学
医
学
部
附
属
医
院
分
院
ニ
看
護
婦

養
成
施
設
ヲ
置
ク

看
護
婦
養
成
施
設
ニ
主
事
ヲ
置
キ
医
学
部
ニ
属
ス
ル
教
授
又
ハ
助

教
授
タ
ル
文
部
教
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
上
官
ノ
命
ヲ
承
ケ
看
護
婦

養
成
施
設
ノ
事
ヲ
掌
ル

第
十
条
伝
染
病
研
究
所
其
ノ
他
帝
国
大
学
ニ
附
置
セ
ラ
レ
タ
ル
研

究
所
ノ
職
員
タ
ル
文
部
教
官
ハ
研
究
其
ノ
他
研
究
所
ノ
所
掌
事
項

ヲ
掌
ル

教
授
タ
ル
文
部
教
官
ニ
シ
テ
前
項
ノ
研
究
所
ノ
所
長
其
ノ
他
ノ
職

員
タ
ル
モ
ノ
ニ
ハ
講
座
ヲ
担
任
セ
シ
メ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
規
定
ニ
依
リ
講
座
ヲ
担
任
セ
ザ
ル
教
授
及
専
ラ
研
究
所
ノ

職
員
タ
ル
助
教
授
ハ
所
属
帝
国
大
学
教
授
又
ハ
助
教
授
タ
ル
文
部

教
官
ノ
定
員
外
ト
ス

〔
中
略
〕

第
十
二
条
東
京
帝
国
大
学
理
学
部
ニ
附
属
臨
海
実
験
所
及
附
属
植

物
園
ヲ
、
京
都
帝
国
大
学
理
学
部
ニ
附
属
臨
海
実
験
所
、
附
属
臨

湖
実
験
所
及
附
属
火
山
温
泉
研
究
所
ヲ
、
東
北
帝
国
大
学
、
北
海

道
帝
国
大
学
及
名
古
屋
帝
国
大
学
ノ
理
学
部
ニ
附
属
臨
海
実
験
所
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ヲ
置
ク

各
臨
海
実
験
所
ニ
臨
海
実
験
所
長
ヲ
‘
植
物
園
ニ
植
物
園
長
ヲ
、

臨
湖
実
験
所
ニ
臨
湖
実
験
所
長
ヲ
、
火
山
温
泉
研
究
所
ニ
火
山
温

泉
研
究
所
長
ヲ
置
キ
理
学
部
ニ
属
ス
ル
教
授
又
ハ
助
教
授
タ
ル
文

部
教
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
総
長
ノ
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
各
臨
海
実
験



大学 都高京

総 官 部事ハ文 部教官文

人 級 長
務又

百 級 教

十九
又
ノ、

授
人 級

文
百
八

助教授
部

十九 級 教
人

{ 昌

百
十
八 級
人

一
人 級

文

九
部

事
人 級 務

{ 目

，、 一十
人 級

級 文

部

技

十 一一 { 品

人 級

所
等
ノ
事
ヲ
掌
ル

第
十
三
条
東
京
帝
国
大
学
及
九
州
帝
国
大
学
ノ
農
学
部
ニ
附
属
農

場
、
附
属
演
習
林
及
附
属
水
産
実
験
所
ヲ
、
京
都
帝
国
大
学
農
学

部
ニ
附
属
農
場
及
附
属
演
習
林
ヲ
、
北
海
道
帝
国
大
学
農
学
部
ニ

附
属
植
物
園
、
附
属
農
場
及
附
属
演
習
林
ヲ
置
ク

各
農
場
ニ
農
場
長
ヲ
、
各
演
習
林
ニ
演
習
林
長
ヲ
、
各
水
産
実
験

所
ニ
水
産
実
験
所
長
ヲ
、
植
物
園
ニ
植
物
園
長
ヲ
置
キ
農
学
部
ニ

属
ス
ル
教
授
又
ハ
助
教
授
タ
ル
文
部
教
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
総
長

ノ
監
督
ノ
下
ニ
於
テ
各
農
場
等
ノ
事
ヲ
掌
ル

〔
中
略
〕

第
十
六
条
帝
国
大
学
ニ
附
属
図
書
館
ヲ
置
ク

別
表
第
二

事人第 5章

図
書
館
ニ
図
書
館
長
ヲ
置
キ
教
授
若
ハ
助
教
授
タ
ル
文
部
教
官
又

ハ
二
級
ノ
文
部
事
務
官
ヲ
以
テ
之
ニ
充
ツ
総
長
ノ
監
督
ノ
下
ニ
於

テ
図
書
館
ノ
事
ヲ
掌
ル

第
十
七
条
帝
国
大
学
、
附
属
医
院
及
医
院
分
院
、
予
科
及
附
属
専

門
部
ノ
専
任
職
員
ノ
定
員
ハ
別
表
第
一
乃
至
第
三
ニ
依
ル

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

東
京
帝
国
大
学
官
制
、
京
都
帝
国
大
学
官
制
、
東
北
帝
国
大
学
官
制
、

九
州
帝
国
大
学
官
制
、
北
海
道
帝
国
大
学
官
制
、
大
阪
帝
国
大
学
官

制
及
名
古
屋
帝
国
大
学
官
制
ハ
之
ヲ
廃
止
ス

〔
京
大
関
係
の
み
〕
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法令・規則

(
別
表
第
二
)

京
都
帝
国
大
学
医
学
部
附
属
医
院

第 1編

〔
以
下
略
〕

改
正

昭
二
一
勅
令
三
五
六
、
勅
令
三
七
一
、
勅
令
三
七
二
、
昭
二
二
勅
令
九

三
、
勅
令
二
二
九
、
政
令
一
二
六
、
政
令
二
O
四
、
昭
二
三
政
令
二
五

五
、
政
令
二
八
八
、
昭
二
四
政
令
八

〔
注
〕
一
九
四
七
・
九
・
三
O
政
令
第
二

O
四
号
で
国
立
総
合
大
学
官
制
に

改
称
。

一
九
四
九
・
五
・
三
一
法
律
第
一
五
O
号
(
国
立
学
校
設
置
法
)
で
廃

止。

九

学
校
教
育
法
〔
職
員
種
類
を
規
定
〕

[

一

]

法
律
第
二
六
号

一
九
四
七
(
昭
和
二
二
)
年
三
月
二
九
日
(
官
報
三
月
三
一
日
)

第
五
十
八
条

〔
本
文
は
二
ニ
頁
参
照
〕

。
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
〔
職
員
種
類
を
規
定
〕
[
一
]

文
部
省
令
第
二
三
号

一
九
四
九
(
昭
和
二
四
)
年
六
月
一
一
一
一
日
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第
一
、
二
条

〔
本
文
は
三

O
頁
参
照
〕

(
五
)

俸

給

帝
国
大
学
高
等
官
官
等
俸
給
令

[

一

]

勅
令
第
一
二
二
号

一
八
九
七
(
明
治
三
O
)
年
六
月
一
八
日
(
官
報
六
月
一
一
一
一
日
)

朕
帝
国
大
学
高
等
官
官
等
俸
給
令
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

明
治
三
十
年
六
月
十
八
日

内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
松
方
正
義

文

部

大

臣

侯

爵

蜂

須

賀

茂

詔

勅
令
第
二
百
十
二
号

帝
国
大
学
高
等
官
官
等
俸
給
令

第
一
条
帝
国
大
学
総
長
ハ
高
等
官
一
等
又
ハ
二
等
ト
ス

帝
国
大
学
各
分
科
大
学
教
授
ハ
高
等
官
六
等
以
上
助
教
授
ハ
高
等

官
五
等
以
下
ト
ス



事

帝
国
大
学
書
記
官
ハ
高
等
官
三
等
以
下
七
等
以
上
ト
シ
帝
国
大
学

専
任
舎
監
ハ
高
等
官
四
等
以
下
ト
ス

第
二
条
帝
国
大
学
各
分
科
大
学
教
授
助
教
授
ノ
俸
給
ハ
分
チ
テ
本

俸
及
職
務
俸
ト
ス

第
三
条
帝
国
大
学
高
等
官
ノ
年
俸
及
教
授
助
教
授
ノ
本
俸
年
額
ハ

別
表
ニ
依
ル

教
授
ニ
シ
テ
特
ニ
効
績
ア
リ
五
筒
年
以
上
一
級
俸
ヲ
受
ク
ル
者
ハ

本
俸
五
百
円
以
内
ヲ
増
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
但
シ
本
年
勅
令
第
百
六

号
施
行
ノ
前
本
俸
千
二
百
円
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
ハ
其
ノ
以
後
ノ
年
数

ヲ
通
算
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

教
授
ニ
シ
テ
分
科
大
学
長
医
院
長
又
ハ
天
文
台
長
ニ
補
セ
ラ
レ
タ

ル
者
ニ
ハ
本
俸
五
百
円
以
内
教
授
助
教
授
ニ
シ
テ
植
物
園
長
又
ハ

図
書
館
長
ニ
補
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ニ
ハ
本
俸
四
百
円
以
内
ヲ
加
給
ス

ル
コ
ト
ヲ
得

第
四
条
各
講
座
ニ
職
務
俸
ヲ
附
ス

各
講
座
ニ
対
ス
ル
職
務
俸
ハ
学
科
ノ
種
類
職
務
ノ
繁
閑
ニ
従
ヒ
年

額
四
百
円
以
上
千
二
百
円
以
下
ト
シ
文
部
大
臣
之
ヲ
定
ム

第
五
条
教
授
ハ
其
ノ
担
任
ス
ル
所
ノ
講
座
ニ
対
ス
ル
職
務
俸
ヲ
受

人第 5章

ク助
教
授
ニ
シ
テ
講
座
ヲ
担
任
ス
ル
者
ハ
其
ノ
講
座
ニ
対
ス
ル
職
務

俸
ノ
半
額
ヲ
受
ク

第
六
条
助
教
授
ハ
学
科
ノ
種
類
職
務
ノ
繁
閑
ニ
従
ヒ
年
額
二
百
円

以
上
六
百
円
以
下
ノ
職
務
俸
ヲ
受
ク

第
七
条
教
授
ニ
シ
テ
二
筒
ノ
講
座
ヲ
担
任
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其

ノ
兼
担
ス
ル
所
ノ
講
座
ニ
対
ス
ル
職
務
俸
ノ
半
額
ヲ
加
給
ス

第
八
条
講
師
ヲ
嘱
託
シ
テ
講
座
ヲ
担
任
セ
シ
ム
ル
ト
キ
ハ
教
官
俸

給
額
ノ
内
ヨ
リ
其
ノ
講
座
ニ
対
ス
ル
職
務
俸
以
下
ノ
手
当
ヲ
給
ス

第
九
条
教
授
助
教
授
若
ハ
講
師
ヲ
シ
テ
一
講
座
-
一
属
ス
ル
職
務
ヲ

分
担
セ
シ
ム
ル
場
合
ニ
於
テ
教
授
助
教
授
二
分
給
ス
ヘ
キ
職
務
俸

及
講
師
ニ
分
給
ス
ヘ
キ
手
当
ノ
年
額
ハ
A
ロ
シ
テ
其
ノ
講
座
ニ
対
ス

ル
職
務
俸
ノ
年
額
ヲ
超
ユ
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

第
十
条
教
授
ニ
シ
テ
一
時
他
ノ
公
務
ニ
従
事
シ
若
ハ
特
ニ
学
術
上

ノ
必
要
ニ
由
リ
文
部
大
臣
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
一
時
講
座
ヲ
担
任
セ
ス

又
ハ
職
務
ヲ
離
ル
ル
者
ハ
二
箇
年
以
内
ヲ
限
リ
の
本
俸
ヲ
給
ス
ル

コ
ト
ヲ
得

第
十
一
条
本
令
ノ
施
行
ニ
関
ス
ル
細
則
ハ
文
部
大
臣
之
ヲ
定
ム

附

則

第
十
二
条
明
治
二
十
六
年
勅
令
第
九
十
四
号
同
年
勅
令
第
八
十
四

号
帝
国
大
学
教
官
俸
給
令
並
ニ
明
治
三
十
年
勅
令
第
百
七
号
中
帝

国
大
学
ニ
関
ス
ル
条
項
ハ
本
令
施
行
ノ
日
ヨ
リ
廃
止
ス
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帝 帝
大帝国

帝 帝

国
国

国 大 国

大 学各 学
大 各 大

学
分

分

学
書

科大 手オ 学

教学助

大
4回b 

~c. 学 総

教
監 { 百 授 授 長

千 八 千 四
，、

千 百
，、

千
百 百

円 円 同 円 円
級

千 千 七 千 一
四 八 四 千 一
百 百

百
百

五
百

円 円 同 円 円
級

千 千
~ 

千，、
，、

百
百 百 百

円 円 同 円
級

千 千 五 千
四

四
百 百

百

同 円 同 円

九 千 四 千

百 百
百

円 円 円 円
級

八 千 九 ノ、
百 百 百

円 円 円 円
級

七 九 八
七|

百 百 百

円 円 円
級

(
別
表
)

法令・規則第 1編

改
正

明
三
一
勅
令
一
七
二
、
明
三
二
勅
令
一
三
五
、
明
三
四
勅
令
一
一
五
、

明
三
六
勅
令
二
六

一
、
明
三
九
勅
令
四
五
、
明
四

O
勅
令
二
三
二
、
明

四
一
勅
令
一
四
四
、
明
四
三
勅
令
一
五
三
、
大
五
勅
令
五
四
、
大
七
勅

令
二
七
二
、
大
八
勅
令
七
四
、
勅
令
二
±
二
、
大
九
勅
令
二
六
て

大

一
O
勅
令
三

一
二
、
大
一
一
勅
令
三
六
三
、
大

一
二
勅
令
ニ
コ
二
、
大

一
四
勅
令
三
二
二
、
大
一
五
勅
令
三
一
四
、
昭
二
勅
令
二
九
一

、
昭
三

勅
令
二
五
九
、
昭
六
勅
令
一

O
六
、
勅
令
二
六
七
、
昭
九
勅
令
二
七
一
、

昭一

O
勅
令
二
八
一
、
昭
一
一
勅
令
一
九
八
、
昭
一
一
一
勅
令
七
三
三
、

昭
一
四
勅
令
五
二
二
、
勅
令
八

O
四
、
昭
一
五
勅
令
二
七
九
、
昭
一
六

勅
令
二
七

O
、
勅
令
一

O
O
二
、
勅
令
一

O
一
三
、
勅
令
一

O
二
三
、

勅
令
一
一
一
一

O
、
昭
一
七
勅
令
三
一
、
昭
一
八
勅
令
五
三
、
勅
令
七
六

O
、
勅
令
八
七
八
、
昭
一
九
勅
令
九
、
勅
令
二

O
O、
勅
令
三
五
四
、

昭
二

O
勅
令
二
五
、
勅
令
三
九
、
勅
令
四

O
、
勅
令
四

O
四
、
昭
二
一

勅
令
六
、
勅
令
一
五
五
、
勅
令
一
七
三

〔
注
〕
一
九
四
六
・
九
・
一
九
勅
令
第
四
三
五
号
で
廃
止
。
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高
等
官
官
等
俸
給
令
〔
抄
〕

{

一

]

勅
令
第
一
三
四
号

一
九
一

O
(明
治
四
一
二
)
年
三
月
二
六
日
(
官
報
三
月
二
八
日
)

朕
高
等
官
官
等
俸
給
令
改
正
ノ
件
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

明
治
四
十
三

年
三
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣
侯
爵
桂
太
郎

勅
令
第
百
三
十
四
号

高
等
官
官
等
俸
給
令

第
一
条
親
任
式
ヲ
以
テ
叙
任
ス
ル
官
ヲ
除
ク
ノ
外
高
等
官
ヲ
分
テ

九
等
ト
ス
親
任
式
ヲ
以
テ
叙
任
ス
ル
官
及
一
等
官
二
等
宮
ヲ
勅
任

官
ト
シ
三
等
官
乃
至
九
等
官
ヲ
奏
任
官
ト
ス



第
二
条
奏
任
官
ノ
任
免
及
叙
等
ハ
内
閣
総
理
大
臣
之
ヲ
奏
薦
シ
其

ノ
各
省
及
各
省
所
属
ノ
官
庁
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
内
閣
総
理
大
臣
ヲ

経
由
シ
テ
主
任
大
臣
之
ヲ
奏
薦
ス

第
三
条
高
等
官
ノ
官
等
ハ
別
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
別
表
第

一
表
ニ
依
ル

官
制
上
他
ノ
官
ニ
在
ル
者
ヲ
以
テ
兼
任
セ
シ
ム
ル
官
ニ
シ
テ
別
ニ

官
等
ヲ
定
メ
サ
ル
モ
ノ
ハ
本
宮
ノ
官
等
ニ
依
ル

第
四
条
初
メ
テ
高
等
文
官
ニ
任
セ
ラ
ル
ル
者
ノ
官
等
ハ
六
等
以
下

ト
ス

事

高
等
文
官
ニ
シ
テ
退
官
シ
タ
ル
者
再
ヒ
高
等
文
官
ニ
任
セ
ラ
ル
ル

場
合
ニ
於
テ
ハ
其
ノ
官
等
ハ
前
官
ノ
官
等
以
下
ト
ス
但
シ
前
官
官

等
在
職
年
数
二
年
ヲ
超
エ
タ
ル
者
ハ
前
官
ノ
官
等
ニ
一
等
ヲ
進
ム

ル
コ
ト
ヲ
得

前
官
ノ
官
等
七
等
以
下
ナ
ル
ト
キ
ハ
前
項
ノ
規
定
ニ
拘
ラ
ス
陸
シ

テ
六
等
官
ニ
至
ル
コ
ト
ヲ
得

第
五
条
高
等
文
官
ノ
官
等
ハ
別
ニ
進
級
ノ
例
ヲ
定
メ
タ
ル
モ
ノ
及

七
等
以
下
ノ
モ
ノ
ヲ
除
キ
在
職
二
年
ヲ
超
ユ
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
陸
叙

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

〔
中
略
〕

第
八
条
勅
任
文
官
ノ
俸
給
ハ
別
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
左
ノ

人第 5章

女日
ン

〔
中
略
〕

帝
国
大
学
総
長
J

二

級

}
年
俸
{

北

海

道

庁

長

官

」

ご

一

級

〔
中
略
〕

第
九
条
帝
国
大
学
総
長
ニ
シ
テ
一
級
俸
ヲ
受
ケ
タ
ル
者
又
ハ
管
理

局
長
タ
ル
鉄
道
院
理
事
ニ
ハ
年
功
ニ
依
リ
特
ニ
五
百
円
以
内
ノ
加

俸
ヲ
給
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

〔
中
略
〕

第
十
二
条
奏
任
文
官
ノ
俸
給
ハ
別
ニ
定
ム
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
別

表
第
二
表
各
号
ノ
一
ニ
依
ル

同
一
ノ
官
ニ
シ
テ
官
等
ニ
依
リ
其
ノ
俸
給
ヲ
異
ニ
ス
ル
モ
ノ
ハ
別

表
第
三
表
ニ
依
リ
各
其
ノ
官
等
ニ
相
当
ス
ル
俸
給
ヲ
給
ス

第
十
三
条
別
表
第
二
表
第
一
号
ニ
依
ル
官
ノ
官
等
ハ
高
等
官
三
等

乃
至
七
等
、
同
第
二
号
ニ
依
ル
モ
ノ
ハ
高
等
官
四
等
乃
至
八
等
、

同
第
三
号
ニ
依
ル
モ
ノ
ハ
高
等
官
五
等
乃
至
八
等
、
同
第
四
号
ニ

依
ル
モ
ノ
ハ
高
等
官
六
等
以
下
、
同
第
五
号
ニ
依
ル
モ
ノ
ハ
高
等

官
三
等
以
下
ト
ス

〔
中
略
〕

第
十
五
条
別
表
第
二
表
第
一
号
ニ
依
リ
其
ノ
俸
給
官
等
ニ
相
当
セ

サ
ル
諸
官
左
ノ
知
シ

〔
中
略
〕

五
千
五
百
円

五
千
円
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法令・規則

帝
国
大
学
書
記
官

〔
中
略
〕

第
十
七
条
別
表
第
二
表
第
二
号
ニ
依
リ
其
ノ
俸
給
官
等
ニ
相
当
セ

サ
ル
諸
官
左
ノ
如
シ

〔
中
略
〕

帝
国
大
学
事
務
官

帝
国
大
学
学
生
監

帝
国
大
学
司
書
官

京
都
帝
国
大
学
医
科
大
学
附
属
医
院
薬
局
長

〔
中
略
〕

第
二
十
五
条
前
数
粂
ニ
依
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
ノ
外
高
等
文
官
ノ
年
俸

第 1編

(
第
一
表
)

ハ
別
表
第
五
表
ニ
依
ル
但
シ
別
段
ノ
規
定
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
ノ
限
ニ

在
ラ
ス

第
二
十
六
条
左
ニ
掲
ク
ル
諸
宮
ニ
シ
テ
一
級
俸
ヲ
受
ケ
在
職
五
年

以
上
ニ
歪
リ
功
績
ア
ル
者
ハ
五
百
円
以
内
ノ
年
功
加
俸
ヲ
給
ス
ル

コ
ト
ヲ
得〔

中
略
〕

帝
国
大
学
各
分
科
大
学
教
授

〔
中
略
〕

t

t

 

同

門

酌

W

本
令
ハ
明
治
四
十
三
年
四
月
一
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

〔
中
略
〕
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文

文

部 親
勅

大 イ壬
臣

文

音日

次 等
任

{ 目

局普 局専 同

長通 長門 一
A4UL L 品てUT-L 

文
等

務 務 上
武

等 高

四
等

等 官

五
奏

官|

等

等

，、
表

等

七

等
任

八

等

九

等



省 部

分帝 総帝

ヤ人大国 長国

き圭授FSr品で各r 大

学

同 同 事 文 局実

官部 長業

省 学

上 上 表f 務

同

上
同

上
同 同

上 上
同 同

上 上
同

上
同

上

同

上

帝|帝
国|園
者|犬

蚕|支|名
会|長......， 
平|科

革|害

義 I~
授|授

事

〔
注
〕
一
部
改
正
は
省
略
。

一
九
四
六
・
四
・
一
勅
令
第
一
九
三
号
で
廃
止
、
同
勅
令
で
効
力
持

続。

[

一

]

法
律
第
九
五
号

一
九
五

O
(昭
和
二
五
)
年
四
月
三
日

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
〔
抄
〕

人第 5章
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一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。



御

名

法令・規則

御

璽

昭
和
二
十
五
年
四
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

吉
田

茂

第 l編

法
律
第
九
十
五
号

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

(
こ
の
法
律
の
目
的
及
び
効
力
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
も
の
を
除
き
、
国
家

公
務
員
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
目
立
第
二
条
に
規
定
す

る
一
般
職
に
属
す
る
職
員
(
以
下
職
員
と
い
う
。
)
に
関
し
、
そ
の
人

事
及
び
給
与
に
関
す
る
方
針
の
統
一
を
図
る
た
め
、
職
員
の
俸
給
、

俸
給
表
、
俸
給
表
の
調
整
、
扶
養
手
当
、
勤
務
地
手
当
、
特
殊
勤

務
手
当
、
勤
務
時
間
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
給
及
ぴ
夜
勤
手
当

並
ぴ
に
給
与
実
施
に
つ
い
て
の
規
程
の
制
定
に
関
す
る
事
項
を
臨

時
に
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
こ
の
法
律
は
、
職
員
総
平
均

の
給
与
額
(
俸
給
、
扶
養
手
当
、
勤
務
地
手
当
及
ぴ
特
殊
勤
務
手
当

を
含
む
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
以
外
の
要
素
を
含
ま
な
い
。
)
を
月
額

六
千
三
百
七
円
と
す
る
原
則
を
確
立
す
る
も
の
と
す
る
。

2

こ
の
法
律
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
の
い
か
な
る
条
項
を
も

廃
止
し
、
若
し
く
は
修
正
し
、
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
法
律
の
規
定
が
国
家
公
務
員
法
又
は
同
法
に
基
く
法
律

の
規
定
に
矛
盾
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
規
定
は
、
当
然
そ

3 
の
効
力
を
失
う
。
こ
の
法
律
の
す
べ
て
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
六

年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

第
六
条
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
分
類
は
、
国
家
公
務
員
法
第
二

十
九
条
そ
の
他
同
法
中
の
こ
れ
に
関
す
る
条
項
に
従
い
国
会
の
承

認
を
経
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
職
務
の
分
類
の
計
画
で
あ
っ
て
、

E

っ
、
同
法
の
要
請
す
る
と
こ
ろ
に
適
合
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ

の
改
正
が
人
事
院
に
よ
っ
て
勧
告
さ
れ
、
国
会
に
よ
っ
て
制
定
さ

れ
る
ま
で
、
そ
の
効
力
を
も
っ
。

310 

〔
中
略
〕

(
俸
給
)

第
四
条
各
職
員
の
受
け
る
俸
給
は
、
そ
の
職
務
の
複
雑
、
困
難
及

ぴ
責
任
の
度
に
基
き
、
且
つ
、
勤
労
の
強
度
、
勤
務
時
問
、
勤
労

環
境
そ
の
他
の
勤
務
条
件
を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

第

五

条

第

六
条
に
規
定
す
る
別
表
に
定
め
ら
れ
て
い
る
俸
給
表
に

は
、
す
べ
て
の
職
務
の
級
の
俸
給
を
含
む
も
の
と
す
る
。
俸
給
は
、

第
十
四
条
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
(
以
下
正
規
の
勤
務
時
間
と
い

う
。
)
に
よ
る
勤
務
に
対
す
る
報
酬
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
に
定
め

る
扶
養
手
当
、
勤
務
地
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
給
及
ぴ
夜

勤
手
当
を
除
い
た
全
額
と
す
る
。

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
俸
給
の
調
整
額
及
ぴ
第
十
三
条
の
規
定

2 



事

に
よ
る
特
殊
勤
務
手
当
は
、
俸
給
の
一
部
と
す
る
。
但
し
、
特
殊

勤
務
手
当
で
前
条
の
規
定
の
趣
旨
に
基
か
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
俸
給
の
一
部
と
し
な
い
。

3

住
宅
、
宿
所
、
食
事
、
制
服
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
現
物
手
当

が
支
給
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
給
与
の
一
部
と
し
、

別
に
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
‘
そ
の
職
員
の
俸
給
か
ら
控

除
す
る
。
但
し
、
予
算
又
は
法
令
の
規
定
に
基
い
て
支
給
さ
れ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

4

前
項
の
規
定
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
、
そ
の
官
職
の
正

規
の
勤
務
に
、
左
の
各
号
に
規
定
す
る
特
殊
な
勤
務
が
含
ま
れ
て

お
り
、
且
つ
、
そ
れ
を
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
に
お
い
て
も
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

一

生

命

X
は
財
産
の
保
護
の
た
め
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
に
お

い
て
も
勤
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
職
員

二
研
究
又
は
実
験
の
た
め
臨
機
の
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す

る
職
員

三
正
規
の
職
務
上
、
へ
き
地
に
勤
務
す
る
こ
と
を
要
す
る
職
員

四
庁
舎
の
管
理
責
任
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
務
の
遂
行
の
た
め

庁
舎
内
に
居
住
す
る
こ
と
を
要
す
る
職
員

第
六
条
職
員
の
職
務
は
、
こ
れ
を
十
五
級
に
分
類
し
、
そ
の
分
類

の
基
準
と
な
る
べ
き
標
準
的
な
職
務
の
内
容
は
、
人
事
院
が
定
め

人第 5:'1主

る
2 

こ
の
法
律
の
定
め
る
俸
給
表
は
、
左
に
掲
げ
る
一
般
俸
給
表
及

び
特
別
俸
給
表
と
し
、
他
の
い
か
な
る
俸
給
表
も
認
め
ら
れ
な
い
。

一
一
般
俸
給
表
(
別
表
第
一
)

二
特
別
俸
給
表

税
務
職
員
及
ぴ
経
済
調
査
官
級
別
俸
給
表
(
別
表
第
二
)

警
察
職
員
、
海
上
保
安
庁
職
員
(
人
事
院
規
則
で
指
定
す
る

者
に
限
る
。
)
及
び
刑
務
職
員
級
別
俸
給
表
(
別
表
第
三
)

船
員
級
別
俸
給
表
(
別
表
第
四
)

前
項
の
俸
給
表
に
掲
げ
る
額
は
、
月
額
と
す
る
。

一
般
俸
給
表
は
特
別
俸
給
表
の
適
用
を
受
け
る
者
以
外
の
す
べ

て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
但
し
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
及

び
附
則
第
四
項
に
規
定
す
る
職
員
に
は
、
こ
れ
ら
の
俸
給
表
を
適

用
し
な
い
。

〔
中
略
〕

t
リ

め

刊

悶

貝

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
五
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〔
中
略
〕

3 4 l 
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電

気

通

信

大

臣

労

働

大

臣

建

設

大

臣

経
済
安
定
本
部
総
裁

小
沢
佐
重
喜

鈴

木

正

文

益

谷

秀

次

吉

田

茂

改
正

昭
二
五
法
律
二
九
九
、
昭
二
六
法
律
二
七
八
、
法
律
三
一
四
、
昭
二
七

法
律
一

八
三
、
法
律
二
五
一

、
法
律
二
六
八
、
法
律
二
七

O
、
法
律
三

二
四
、
昭
二
八
法
律

二
ハ

て
法
律
二
三
七
、
法
律
二
七
九
、
法
律
二

八
五
、
昭
二
九
法
律
一
四
一
、
昭
三

O
法
律
一
八
四
、
昭
三
二
法
律
一

七
四
、
法
律
一
七
六
、
昭
三
二
法
律
一
五
四
、
法
律
一
八
二
、
昭
三
三

法
律
八
七
、
法
律
一
七
六
、
法
律
一
七
九
、
昭
三
四
法
律
一
一
九
、
法

律
一
六
回
、
昭
三
五
法
律
九
三
、
法
律
一
五

O
、
昭
三
六
法
律
一
三
二
、

法
律
一
七
六
、
昭
三
七
法
律
二
ハ
一
、
昭
三
八
法
律
六
、
法
律
一
七
四
、

昭
三
九
法
律
一
七
回
、
昭
四

O
法
律
一
四
七
、
昭
四
一
法
律
一
四

O
、

昭
四
二
法
律
一
四
一
、
昭
四
三
法
律
一

O
五
、
昭
四
四
法
律
七
二
、
昭

四
五
法
律
一
一
九
、
昭
四
六
法
律
二
二
、
昭
四
七
法
律
一

一
八
、
昭

四
八
法
律
一

O
、
法
律
九
五
、
昭
四
九
法
律
七
、
法
律
三
二
、
法
律
七

0
、
法
律
七
回
、
法
律
一

O
五
、
昭
五
O
法
律
九
、
法
律
七
一
、
昭
五

一
法
律
七
七
、
昭
五
二
法
律
八
八
、
昭
五
三
法
律
九

O
、
昭
五
四
法
律

五
七
、
昭
五
五
法
律
九
四
、
昭
五
六
法
律
九
六
、
昭
五
七
法
律
六
六
、

昭
五
八
法
律
六
九
、
法
律
八

O
、
法
律
八
二
、
昭
五
九
法
律
七
九
、
昭

六
O
法
律
四
、
法
律
九
七
、
法
律
一

O
五
、
法
律
一

O
八
、
昭
六

一
法

律
九
三
、
法
律
一

O
一
、
昭
六
二
法
律
一

O
九
、
昭
六
三
法
律
九
二
、

法
律
一

O
O、
平
元
法
律
七
三
、
平
二
法
律
七
九
、

平
三
法
律
一

O
二、

法
律
一

O
九
、
平
四
法
律
二
八
、
法
律
九
二
、
平
五
法
律
八
二
、
平
六

法
律
三
三
、
法
律
八
九
、
平
七
法
律
五
一
、
法
律
一
二
ぺ
平
八
法
律

一
一
二
、
平
九
法
律
六
六

四

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
一
部
改
正
〔
抄
〕
[
一
]

法
律
第
二
三
七
号

一
九
五
三
(
昭
和
二
八
)
年
八
月
一
八
日

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九

十
五
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
第
二
号
中
「
企
業
官
庁
職
員
級
別
俸
給
表
(
別
表
第

五
こ
を

「
企
業
官
庁
職
員
級
別
俸
給
表
(
別
表
第
五
)

教
育
職
員
級
別
俸
給
表
(
別
表
第
六
)

イ

大

学
等

教

育

職

員

級

別

俸

給

表

に

改

め

、

同

ロ
高
等
学
校
等
教
育
職
員
級
別
俸
給
表

ハ
中
学
校
、
小
学
校
等
教
育
職
員
級
別
俸
給
表
」

条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

6

教
育
職
員
級
別
俸
給
表
は
、
左
の
各
国
す
の
区
分
に
従
い
、

各
号
に
掲
げ
る
教
育
職
員
に
適
用
す
る
。

大
学
等
教
育
職
員
級
別
俸
給
表

大
学
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
、

当
該
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す



法令・規則

る
も
の
に
勤
務
す
る
学
長
、
教
授
、
助
教
授
、
講
師
、
助
手

そ
の
他
人
事
院
規
則
で
指
定
す
る
職
員

〔
中
略
〕

別
表
第
六
を
別
表
第
七
と
し
、
別
表
第
五
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

、
え
ヲ
@
。

314 
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別
表
第
六
教
育
職
員
級
別
俸
給
表

大
学
等
教
育
職
員
級
別
俸
給
表

イ
十 十 十 九 八 七 五 四 一一先ノ、

級 級 級 級 級 級 級 級 級 級 級 級

ヨ三 ~ 、、 -、 -e 、 、 ノ、、 区割、 、 オ1、a ー包、 プミ、 ヨ豆、
俸す

Cコ CC/ココ、 呂 三CC呈ココ 三CCココ三 ヨCCココE フC己コ、コ
Cコ

会cコ C仁才ココ、 -CCココ ecCu コD 
C二3 CCココ

ヨ7E、、 医ヨ = 
ノ、、 区司、Cコ、 区耳、 n. 、 ヨE、 、 Cコ、 ，、、、 フ角電、 ヨ豆、

τ口" 

-CCU ココ 三CCEココ 2CCココE CCEココヨ CCココ CC-ココ g 三CE正コヨ ヨCコ三 ZCE コ 呂 き
俸

プ、石 鹿沼

3i: 、 夕、、 ヨモ Cコ、
俸号

，.._ 、 C二コ、 ，、、 ブ句ミ プ唱ミ

CC芳ココ、 呂ノ、 さCコき ヨCCココ三 CCココ CCCココD B CC3ココ'" 室cコ CECココヨ さCCCココ2 
俸|

四才内、 三Z豆ヨ、 三ー呈恒、 = 
7、 ζ一コ、Cコ、 プ、 z 、 ，、、 プ‘志、 プミ、

俸τデ
Cコ s: 

CC-2 コ Cプ二可コZ Cコ ノCCコ、D 呂区白 CCロココヨ 歪Cコ CC才ココL CCココCコ CCココ CCココCコ Cコ C二コ

UUB ヨ、 ^ 、、
ヨ

4三、
五

-t:: 匡耳、 ノ、、 4宅 プミ、
俸号 給[

CノCコ2 、 CノCココ、 CC夕ココ、 CC= ココ cζプココ、z
CCココ CCCコココ 三三CEEコL ZC2E コL 

き
CCEコE 3 

契 C区コヨ、 = 、 ノ、、
/、

、 4宅 "'" 、 、 ブL、 ー己、 プミ
俸号

a コ e5 コ Cつ CECココE g Eヨ ノCCコD 、 Cプ二ミコ CCCコココ ヨcコ三 呂 歪cコCコ Cコ 仁二コ Cコ

4医ヨ3 、 EヨB 、 = 、
七

/、、 三五、 才1、a '旬、 プミ
俸号

ノCCココ、 三CCEココ e5ζ= ココ 三CCED コ
CCココ 三CREコヨ 三き正 書 CC歩ココ、

医歩ヨ、、 三li、 iZ9ヨ、
八

宍 三E、 、 タも、 -e 、 -e 、
俸号

霊 きcコ CCココ CCココ ノCCココ、 CCタココL 三CノEコ、 書三CEコ

ヨヨL ::e 、 Cモ
九 額

一、 ずく、一= 、 Cコ、 ，、、、
ヲロ7 

Cコ o コ CCCD ココ CCUココE CCZココE ヨCコ玉 き
俸

Cコ Cコ

十
Cコ、 -e 、 Eヨ、 Cコ、 /、、

下口7 

ノCCココ、 CCココ CCCコココ 歪 CC2D コヨ 俸

十

、

号俸C二コ
C二3

備

-
本
表
は
、
暫
定
的
の
も
の
で
あ
っ
て
、
な
る
べ
く
速
や

か
に
合
理
的
改
訂
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

2
本
表
の
十
一
級
七
号
俸
、
十
一
級
八
号
俸
及
ぴ
十
一
級

九
号
俸
は
、
大
学
院
を
置
く
大
学
の
教
授
に
つ
い
て
適
用

考



す
る
。

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕

(
六
)

停
(
定
)
年

在
職
教
授
退
職
ニ
関
ス
ル
申
合

[ニ
O
]

評
議
会
決
定

一
九
二
三
(
大
正
一
二
)
年
三
月
一
三
日

事

在
職
教
授
退
職
ニ
関
ス
ル
申
合

第
一
条
教
授
ハ
満
六
十
歳
ヲ
以
テ
定
年
ト
ス

第
二
条
定
年
時
期
ハ
前
学
年
ノ
終
ニ
於
テ
之
ヲ
予
告
ス

第
三
条
定
年
時
期
ノ
予
告
ヲ
受
ケ
タ
ル
教
授
ニ
シ
テ
其
ノ
時
期
ニ

達
ス
ル
モ
辞
表
ヲ
提
出
セ
サ
ル
ト
キ
ハ
当
該
学
部
教
授
会
ハ
之
ヲ

必
ス
退
職
セ
シ
ム
ル
ノ
処
置
ヲ
採
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
条
教
授
停
年
ニ
逮
シ
テ
辞
表
ヲ
提
出
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
随
時
其

ノ
手
続
ヲ
履
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

人第 5章

第
五
条
定
年
ニ
達
シ
退
職
セ
ル
教
授
ハ
左
記
ノ
率
ニ
拠
リ
一
時
金

ノ
支
給
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
ト
ス

一
、
教
授
助
教
授
ヲ
通
算
シ
本
大
学
ニ
於
ケ
ル
勤
続
年
数
二
十
年

以
上
ニ
逮
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
百
個

二
、
教
授
助
教
授
ヲ
通
算
シ
本
大
学
ニ
於
ケ
ル
勤
続
年
数
二
十
年

一
一
達
セ
サ
ル
者
ハ
一
年
若
ク
ハ
其
ノ
未
満
ヲ
減
ス
ル
毎
ニ
五

個
ヲ
減
ス
(
附
表
参
照
)

第
六
条
授
業
上
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
教
授
会
ノ
同
意
ヲ
得
テ
退
職
教

授
ニ
講
師
ヲ
嘱
託
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

此
場
合
ニ
於
テ
ハ
教
授
会
ノ
議
決
ハ
当
該
晶
子
部
在
職
教
授
四
分
ノ

三
以
上
出
席
シ
其
ノ
六
分
ノ
五
以
上
ノ
多
数
ヲ
必
要
ト
ス

第
七
条
退
職
教
授
ニ
講
師
ヲ
嘱
託
セ
ン
ト
ス
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
其

ノ
任
期
ヲ

一
年
以
内
ト
シ
継
続
セ

ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
都
度
第

六
条
ノ
手
続
ヲ
経
ル
ヲ
要
ス

第
八
条
本
学
ヨ
リ
俸
給
其
ノ
他
ノ
支
給
ヲ
受
ケ
サ
ル
定
員
外
ノ
教

授
定
年
ニ
達
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
本
申
A
ロ
ノ
適
用
ヲ
停
止
シ
定
員
外
ノ

期
間
ヲ
勤
続
年
数
ニ
通
算
セ
ス

第

九

条

本

申
A
ロ
ハ
之
デ
助
教
授
ニ
適
用
ス
但
其
ノ
支
給
額
ハ
教
授

ニ
対
ス
ル
モ
ノ
ノ
三
分
ノ
二
ト
ス

第
十
粂
他
ニ
本
務
ヲ
有
シ
本
学
ニ
兼
務
セ
ル
教
授
及
助
教
授
ニ
対

シ
テ
ハ
第
一
条
乃
至
第
三
条
ニ
限
リ
適
用
ス
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第
十
一
条

本
申
合
ニ
疑
義
ヲ
生
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
評
議
会
之
ヲ
決
ス

第 1編

附

則

本
申
A
口
ハ
決
定
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

本
申
合
施
行
前
満
六
十
歳
ニ
達
シ
タ
ル
者
及
本
申
A
口
施
行
後
六
ヶ
月

内
ニ
満
六
十
歳
ニ
達
ス
ル
者
ハ
予
告
ヲ
待
タ
ス
シ
テ
本
申
合
施
行
後

六
ヶ
月
内
ニ
辞
表
ヲ
提
出
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

(
附
表
)

仇
何
人

A
H
U
F
h
d
n
u
v
F
h
υ
n
H
v
p
h
U
A
H
V
F

、u
《

H
V
F
h
υ
A
H
V
F「
υ
A
H
V
F
h
d
A
H
V
戸
内

υ
A
H
v
p
h
U
A
H
v
w
h
J
V

来
実

A
H
v
q
d
Q
d
n
k
u

且
u

n

i

n

i

p

o

ι

u

F

D

F

h

u

d

q

4

・
q

u

q

d

n

r

u

n

L

1

4
噌

i

個

-

勤続年数

二十年以上

十九年以上

十八年以上

十七年以上

十六年以上

十五年以上

十四年以上

十三年以上

十二年以上

十一年以上

十年以上

九年以上

八年以上

七年以上

六年以上

五年以上

四年以上

三年以上

二年以上

一年以上

改
正

昭
九
・
七
・
五

〔
注
〕
一
九
五

0
・
五
・
二
達
示
第
九
回
す
で
廃
止
。

教
員
停
年
規
程

[
六
]

達
一京
第
九
号

一
九
五
O
(昭
和
二
五
)
年
五
月
二
日

京
都
大
学
教
員
停
年
規
程

教
員
は
、
満
六
十
三
歳
を
停
年
と
す
る
。

第
一
条

部
局
長
は
、
学
長
に
対
し
、
停
年
に
達
す
る
教
員
の
退
職

の
内
申
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

教
員
は
、
停
年
に
達
し
た
日
に
退
職
す
る
も
の
と
し
、
退
職
の

六
十
日
前
に
退
職
願
を
部
局
長
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
授
業
上
必
要
あ
る
と
き
は
、
教
授
会
の
同
意
を
得
て
、
退

職
教
員
に
非
常
勤
講
師
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
け
る
教
授
会
の
議
決
は
、
当
該
学
部
在
職
教

授
四
分
の
三
以
上
出
席
し
、
そ
の
四
分
の
三
以
上
の
同
意
を
得
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
前
条
講
師
の
任
期
は
、
一
年
以
内
と
す
る
。

2
任
期
満
了
後
、
更
に
、
講
師
を
継
続
さ
せ
る
必
要
あ
る
と
き
は
、

前
条
第
二
項
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条
本
学
に
兼
補
の
教
員
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
乃
至
第
三
条

を
適
用
す
る
。

第
六
条
こ
の
規
程
の
解
釈
に
つ
い
て
、
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
大

学
管
理
機
関
が
決
す
る
。

阿

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
五
年
五
月
二
日
か
ら
、
施
行
す
る
。

こ
の
規
程
は
、
助
手
に
準
用
す
る
。

在
職
教
授
退
陣
判
ニ
関
ス
ル
申
A
ロ
(
大
正
十
二
年
三
月
十
三
日
決
定
)
は
、

廃
止
す
る
。

第

条
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〔
注
〕
一
九
六
四
・
一
・
一
二
達
示
第
一
号
で
全
部
改
正
。

教
員
停
年
規
程

[
六
]

達
示
第
一
号

一
九
六
四
(
昭
和
三
九
)
年
一
月
二
一
日

事

京
都
大
学
教
員
停
年
規
程

第
一
条
教
員
は
、
満
六
十
三
才
を
停
年
と
す
る
。

2

教
員
の
停
年
に
よ
る
退
職
の
時
期
は
、
停
年
に
達
し
た
日
の
属

す
る
学
年
の
末
日
と
す
る
。

第
二
条
部
局
長
は
、
総
長
に
対
し
、
停
年
に
達
す
る
教
員
の
退
職

の
内
申
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
授
業
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
教
授
会
の
識
を
経
て
、

退
職
教
員
に
非
常
勤
講
師
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
場
合
に
お
け
る
教
授
会
の
議
決
は
、
当
該
学
部
ま
た
は

教
養
部
在
職
教
授
四
分
の
三
以
上
が
出
席
し
た
教
授
会
に
お
い
て
、

そ
の
四
分
の
三
以
上
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
任
期
の

満
了
し
た
非
常
勤
講
師
を
さ
ら
に
任
用
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す

ヲ

hv

。

人第 5章

第
四
条

併
任
の
教
員
に
つ
い
て
も
、
前
一
二
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
一
条
第
二
項
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
昭
和
四
十
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
事
情
に
よ
り
旧
規
程
(
昭
和
二
十
五
年
達

示
第
九
号
)
第
二
条
第
二
項
前
段
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
規
程
は
、
助
手
に
準
用
す
る
。

2 

改
正

昭
四
八
・
三
・
二
七
達
一
所
一
九
号
、
昭
五
九
・
三
・
二
七
達
示
一
一
号
、

平
五
・
三
・
三
O
達
示
四
四
号
、
平
八
・
五
・
一
四
達
一
不
四
三
号

四

国
家
公
務
員
法
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
職
員
の
定
年
を
規
定
〕
[
一
]

法
律
第
七
七
号

一
九
八
一
〈
昭
和
五
六
)
年
六
月
一
一
日

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

国
家
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
)
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

第
三
章
第
六
節
第
一
款
に
次
の
一
目
を
加
え
る
。

第
二
固
定
年

(
定
年
に
よ
る
退
職
)

第
八
十
一
条
の
二
職
員
は
、
法
律
に
別
段
の
定
め
の
あ
る
場
合
を

除
き
、
定
年
に
達
し
た
と
き
は
、
定
年
に
達
し
た
日
以
後
に
お
け
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る
最
初
の
三
月
三
十
一
日
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る

任
命
権
者
若
し
く
は
法
律
で
別
に
定
め
ら
れ
た
任
命
権
者
が
あ
ら

か
じ
め
指
定
す
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
(
以
下
「
定
年
退
職
日
」

と
い
う
。
)
に
退
職
す
る
。

前
項
の
定
年
は
、
年
齢
六
十
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
職
員
の
定
年
は
、
当
該
各
国
す
に
定
め
る
年
齢
と
す
る
。

一
病
院
、
療
養
所
、
診
療
所
等
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の

に
勤
務
す
る
医
師
及
ぴ
歯
科
医
師
年
齢
六
十
五
年

二
庁
舎
の
監
視
そ
の
他
の
庁
務
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
業
務
に
従

事
す
る
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
年
齢
六
十
三
年

三
前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
の
ほ
か
、
そ
の
職
務
と
責
任
に
特
殊

性
が
あ
る
こ
と
又
は
欠
員
の
補
充
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
り

定
年
を
年
齢
六
十
年
と
す
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら

れ
る
官
臓
を
占
め
る
職
員
で
人
事
院
規
則
で
定
め
る
も
の
六

十
年
を
超
え
、
六
十
五
年
を
超
え
な
い
範
圏
内
で
人
事
院
規
則

で
定
め
る
年
齢

前
二
項
の
規
定
は
、
臨
時
的
職
員
そ
の
他
の
法
律
に
よ
り
任
期

を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
職
員
及
び
常
時
勤
務
を
要
し
な
い
官
職
を

占
め
る
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

〔
中
略
〕

附

則

第 1編

(
施
行
期
日
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
昭
和
六
十
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す

る。
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〔
以
下
略
〕

(
七
)

任

期

大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
〔
抄
〕

[

一

]

法
律
第
八
二
号

一
九
九
七
(
平
成
九
)
年
六
月
一
三
日

大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

国
事
行
為
臨
時
代
行
名

平
成
九
年
六
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

橋
本
龍
太
郎

法
律
第
八
十
二
号

大
学
の
教
員
等
の
任
期
に
関
す
る
法
律

(
目
的
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
大
学
等
に
お
い
て
多
様
な
知
識
又
は
経
験

を
有
す
る
教
員
等
相
互
の
学
問
的
交
流
が
不
断
に
行
わ
れ
る
状
況



事

を
創
出
す
る
、
」
と
が
大
学
等
に
お
け
る
教
育
研
究
の
活
性
化
に
と

っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
任
期
を
定
め
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
そ
の
他
教
員
等
の
任
期
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め

る
こ
と
に
よ
り
、
大
学
等
へ
の
多
様
な
人
材
の
受
入
れ
を
図
り
、

も
っ
て
大
学
等
に
お
け
る
教
育
研
究
の
進
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

(
定
義
)

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
大
学
学
校
教
育
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第

一
条
に
規
定
す
る
大
学
を
い
う
。

二
教
員
大
学
の
教
授
、
助
教
授
、
講
師
及
ぴ
助
手
を
い
う
。

三
教
員
等
教
員
及
ぴ
国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
五
十
号
)
第
三
章
の
三
か
ら
第
三
章
の
六
ま
で
に
規
定
す

る
機
関
(
第
六
条
に
お
い
て
「
大
学
共
同
利
用
機
関
等
」
と
い
う
。
)

〔
?
?
}

の
議
員
の
う
ち
専
ら
研
究
又
は
教
育
に
従
事
す
る
者
を
い
う
。

四
任
期
国
家
公
務
員
と
し
て
の
教
員
等
若
し
く
は
地
方
公
務

員
と
し
て
の
教
員
の
任
用
に
際
し
て
、
又
は
学
校
法
人
(
私
立
学

校
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
)
第
三
条
に
規
定
す

る
学
校
法
人
を
い
う
。
以
下
閉
じ
。
)
と
教
員
と
の
労
働
契
約
に

お
い
て
定
め
ら
れ
た
期
間
で
あ
っ
て
、
国
家
公
務
員
で
あ
る
教

人第 5章

員
等
に
あ
っ
て
は
当
該
教
員
等
が
就
い
て
い
た
織
若
し
く
は
他

の
国
家
公
務
員
の
職
(
特
別
職
に
属
す
る
職
及
ぴ
非
常
勤
の
職
を

除
く
。
)
に
、
地
方
公
務
員
で
あ
る
教
員
に
あ
っ
て
は
当
該
教
員

が
就
い
て
い
た
職
若
し
く
は
同
一
の
地
方
公
共
団
体
の
他
の
職

(
特
別
職
に
属
す
る
職
及
び
非
常
勤
の
職
を
除
く
。
)
に
引
き
続
き

任
用
さ
れ
る
場
合
又
は
同
一
の
学
校
法
人
と
の
聞
で
引
き
続
き

労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
期
間
の
満
了
に

よ
り
退
職
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う
。

(
国
立
又
は
公
立
の
大
学
の
教
員
の
任
期
)

第
三
条
国
立
又
は
公
立
の
大
学
の
大
学
管
理
機
関
(
教
育
公
務
員

特
例
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
)
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す

る
大
学
管
理
機
関
を
い
い
、
同
法
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
も
の
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
)
は
、
当
該
大
学
の
教
員
(
常
時
勤
務
の
者
に
限
る
。
以
下
こ
の

条
及
ぴ
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
つ
い
て
、
次
粂
の
規
定
に
よ
る

任
期
を
定
め
た
任
用
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
教

員
の
任
期
に
関
す
る
規
則
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

国
立
又
は
公
立
の
大
学
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
管
理
機

関
が
教
員
の
任
期
に
関
す
る
規
則
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
項
の
教
員
の
任
期
に
関
す
る
規
則
に
記
載
す
べ
き
事
項
及
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3 
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ぴ
前
項
の
公
表
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
令
で
定
め
る
。

第
四
条
任
命
権
者
は
、
前
条
第
一
項
の
教
員
の
任
期
に
関
す
る
規

則
が
定
め
ら
れ
て
い
る
大
学
に
つ
い
て
、
教
育
公
務
員
特
例
法
第

十
条
の
規
定
に
基
づ
き
そ
の
教
員
を
任
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
任
期
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

第 l編

先
端
的
、
学
際
的
又
は
総
合
的
な
教
育
研
究
で
あ
る
こ
と
そ

の
他
の
当
該
教
育
研
究
組
織
で
行
わ
れ
る
教
育
研
究
の
分
野
又

は
方
法
の
特
性
に
か
ん
が
み
、
多
様
な
人
材
の
確
保
が
特
に
求

め
ら
れ
る
教
育
研
究
組
織
の
職
に
就
け
る
と
き
。

二
助
手
の
職
で
自
ら
研
究
目
標
を
定
め
て
研
究
を
行
う
こ
と
を

そ
の
職
務
の
主
た
る
内
容
と
す
る
も
の
に
就
け
る
と
き
。

三
大
学
が
定
め
又
は
参
画
す
る
特
定
の
計
画
に
基
づ
き
期
間
を

定
め
て
教
育
研
究
を
行
う
職
に
就
け
る
と
き
。

2

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
教
員
を
任

用
す
る
場
合
に
は
、
当
該
任
用
さ
れ
る
者
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば

か
?
り
介
。
ぃ
。

〔
中
略
〕

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

文
部
大
臣

内
閣
総
理
大
臣

隆

小
杉

橋
本
龍
太
郎
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教
官
の
任
期
に
関
す
る
規
程

[
六
]

達
一
不
第
二
三
号

一
九
九
八
(
平
成
一

O
)
年
四
月
九
日

京
都
大
学
教
官
の
任
期
に
関
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
に
お
い
て
任
用
さ
れ
る
教
官
の
大
学
の
教
員
等

の
任
期
に
関
す
る
法
律
(
平
成
九
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
)
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
任
期
等
に
つ
い
て
は
、

こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
任
期
を
定
め

て
任
用
す
る
教
官
は
、
別
表
に
掲
げ
る
教
育
研
究
組
織
の
職
に
任

用
さ
れ
る
も
の
と
し
、
当
該
教
官
の
任
期
及
ぴ
再
任
の
可
否
は
そ

れ
ぞ
れ
同
表
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条
法
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
意
は
、

に
よ
り
得
る
も
の
と
す
る
。

附

別
紙
様
式

ロ
員

」
の
規
程
は
、
平
成
十
年
四
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。



別
表
(
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
関
係
)

研再生 部

所究 科学医
局

名

車重i量E事E量5 研教勿育アbし
用用研部~門~ 

織車E

分分 の
野野

称名

野

助務教授助教 なる 対象

手師授 臓と

五 期イ壬
年

可
可再任

否の

備考

日

私は、京都大学0000に就任するに際し、大学の教貝等の任期

に関する法律(平成9年法律第82号)第 4条第 l項第 l号及び京都大

学教官の任期に関する規程第 2条の規定に基づき、下記のとおりの

任期により任用されるものであることに同意します。

年

~fl 

月年

名)

日まで

注 :00部分には、教育研究組織及び職を記入する.

(氏

月

書

年

Zま

言己

同

殿

日から

事

京都大学総長

月

人第 5宣言

別紙様式

五

名

誉

教

授

帝
国
大
学
令
一
部
改
正
{
名
誉
教
授
を
規
定
〕

[

一

]

勅
令
第
八
二
号

一
八
九
一
二
(
明
治
二
六
)
年
八
月
一

O
日
(
官
報
八
月
一
一
日
)

第
十
三
条

〔
本
文
は
六
頁
参
照
〕

帝
国
大
学
名
誉
教
授
及
文
部
省
直
轄
諸
学
校
名
誉
教
授
ノ
待
遇

ニ

関

ス

ル

件

[

一

]

勅
令
第
一
五
二
号

一
九
一

五
(
大
正
四
)
年
八
月
九
日
(
官
報
八
月
一

O
日
)

朕
帝
国
大
学
名
誉
教
授
及
文
部
省
直
轄
諸
学
校
名
誉
教
授
ノ
待
遇
ニ

関
ス
ル
件
ヲ
裁
可
シ
弦
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

大
正
四
年
八
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣
伯
爵
大
隈
重
信

文

部

大

臣

賢

一

一

木

喜

徳

郎
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帝
国
大
学
名
誉
教
授
及
文
部
省
直
轄
諸
学
校
名
誉
教
授
ハ
勅
任
官
ヲ

以
テ
待
遇
ス

L
d
a
 

附
刊

本
メ益、

" ノ、

T.¥一品」、

布
ノ則
日
ヨ

之
ヲ
施
行
ス

第 I編

改
正

大
九
勅
令
七
九
、
昭
四
勅
令
四
四
、
昭
六
勅
令
二
O
、
勅
令
二
三
五
、

昭
二
ハ
勅
令
一
一
五
二

〔
注
〕
一
九
二

0
・
四
・
一
勅
令
第
七
九
号
で
帝
国
大
学
名
誉
教
授
、
官
立

大
学
名
誉
教
授
及
文
部
省
直
轄
諸
学
校
名
誉
教
授
ノ
待
遇
ニ
関
ス

ル
件
に
改
称
。
一
九
二
九
・
四
・
一
勅
令
第
四
四
号
で
常
国
大
学
名

誉
教
授
、
官
立
大
学
名
誉
教
授
、
高
等
師
範
学
校
名
誉
教
授
及
文
部

省
直
轄
諸
学
校
名
誉
教
授
ノ
待
遇
一
一
関
ス
ル
件
に
改
称
。
一
九
三

了
コ
了
二
六
勅
令
第
二

O
号
で
帝
国
大
学
名
誉
教
授
、
官
立
大
学

名
誉
教
授
、
高
等
師
範
学
校
名
誉
教
授
、
文
部
省
直
轄
諸
学
校
名
誉

教
授
、
陸
軍
名
誉
教
授
及
海
軍
名
誉
教
授
ノ
待
遇
ニ
関
ス
ル
件
に
改

称
。
一
九
三
一
・
九
・
七
勅
令
第
二
三
五
号
で
帝
国
大
学
名
誉
教
授
、

官
立
大
学
名
誉
教
授
、
高
等
師
範
学
校
名
誉
教
授
、
文
部
省
直
轄
諸

学
校
名
誉
教
授
、
陸
軍
名
誉
教
授
、
海
軍
名
誉
教
授
及
水
産
講
習
所

名
誉
教
授
ノ
待
遇
ニ
関
ス
ル
件
に
改
称
。
一
九
四
了
三
了
一
九

勅
令
第
一
一
五
二
号
で
帝
国
大
学
名
誉
教
授
、
{
目
立
大
学
名
誉
教

授
、
高
等
師
範
学
校
名
誉
教
授
、
文
部
省
直
轄
諸
学
校
名
誉
教
授
、

陸
軍
名
誉
教
授
、
海
軍
名
誉
教
授
、
水
産
講
習
所
名
誉
教
授
及
高
等

商
船
名
誉
教
授
ノ
待
遇
ニ
関
ス
ル
件
に
改
称
。

一
九
四
六
・
七
・
六
勅
令
第
三
五
三
号
で
廃
止
。

名
誉
教
授
推
薦
内
規

[
一
五
]

評
議
会
決
定

一
九
二
二
大
正
一

O
)
年
二
月
三
日
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一
満
弐
十
年
以
上
本
学
ニ
教
授
ト
シ
テ
勤
続
シ
(
助
教
授
在
職
年
数
ハ

其
半
数
ト
シ
テ
之
ヲ
通
算
ス
)
タ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
総
長
ハ
評
議
会

ノ
議
ヲ
経
テ
之
ヲ
名
誉
教
授
ニ
推
薦
ス

一
前
項
ニ
該
当
セ
ザ
ル
者
ト
難
ト
モ
当
該
学
部
教
授
会
ニ
於
テ
三
分

ノ
二
以
上
ノ
同
意
ヲ
得
テ
申
請
セ
ラ
レ
タ
ル
者
ハ
総
長
ハ
之
ヲ
評

議
会
ニ
諮
リ
其
三
分
ノ
二
以
上
ノ
賛
成
ヲ
得
テ
名
誉
教
授
ニ
推
薦

ス
改
E

昭
三
・
六
・
二
八

〔
注
〕
一
九
五

0
・
九
・
一
五
達
示
第
二
二
号
で
廃
止
。

四

帝

国

大

学

等

の

名

誉

教

授

に

関

す

る

件

〔

抄

〕

[

一

]

勅
令
第
三
五
三
号

一
九
四
六
(
昭
和
二
二
年
七
月
五
日
(
官
報
七
月
六
日
)

朕
は
、
帝
国
大
学
等
の
名
誉
教
授
に
関
す
る
勅
令
を
裁
可
し
、
こ

こ
に
こ
れ
を
公
布
せ
し
め
る
。

御

名

御

璽



昭
和
二
十
一
年
七
月
五
日

内
閣
総
理
大
臣

文

部

大

臣

農

林

大

臣

運

輸

大

臣

土
口
回

茂

田
中
耕
太
郎

和

田

博

雄

卒
塚
常
次
郎

事

勅
令
第
三
百
五
十
三
号

帝
国
大
学
又
は
官
立
若
し
く
は
公
立
の
大
学
に
、
教
育
上
功
労
の

あ
っ
た
者
又
は
学
術
上
功
績
の
あ
っ
た
者
及
び
帝
国
大
学
又
は
官
立

若
し
く
は
公
立
の
大
学
の
予
科
又
は
ヲ
」
れ
ら
の
大
学
の
附
属
専
門
部
、

官
立
若
し
く
は
公
立
の
高
等
学
校
若
し
く
は
専
門
学
校
又
は
官
立
教

員
養
成
諸
学
校
に
教
育
上
功
労
の
あ
っ
た
者
に
は
、
文
部
大
臣
の
奏

薦
に
よ
り
、
夫
々
の
学
校
又
は
大
学
予
科
若
し
く
は
大
学
附
属
専
門

部
の
名
誉
教
授
の
名
称
を
与
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
名
誉
教
授
は
一
級
官
待
遇
と
す
る
。

附

則

こ
の
勅
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但
し
第
一

項
、
第
二
項
及
ぴ
附
則
第
二
項
の
規
定
中
官
立
大
学
名
誉
教
授
に
関

す
る
部
分
並
ぴ
に
附
則
第
六
項
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
一
年
四
月
一

日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

〔
中
略
〕
大
正
四
年
勅
令
第
百
五
十
二
号
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

帝
国
大
学
令
の
一
部
を
次
の
や
う
に
改
正
す
る
。

人第 5章

第
十
三
条
を
削
る
。

〔
中
略
〕

こ
の
勅
令
を
施
行
す
る
際
に
、
現
に
、
帝
国
大
学
、
高
等
師
範
学

校
又
は
そ
の
他
の
文
部
省
直
轄
諸
学
校
の
名
誉
教
授
の
名
称
を
有
す

る
者
は
、
夫
々
こ
の
勅
令
に
よ
り
、
名
誉
教
授
の
名
称
を
与
へ
ら
れ

た
も
の
と
み
な
す
。

昭
二
二
政
令
ニ
O
四

〔
注
〕
一
九
四
七
・
九
・
三
O
政
令
第
二
O
四
号
で
国
立
総
合
大
学
等
の
名

誉
教
授
に
関
す
る
件
に
改
称。

一
九
五
0
・
四
・
一
九
法
律
第
一

O
三
号
で
廃
止
。

改
正

五

学
校
教
育
法
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
当
該
大
学
に
よ
る
名
誉
教
授
の

称

号

授

与

〕

[

一

]

法
律
第
一

O
三
号

一
九
五
O
(
昭
和
二
五
)
年
四
月
一
九
日

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

学
校
教
育
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

第
六
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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第
六
十
八
条
の
二
大
学
は
、
大
学
に
学
長
、
教
授
、
助
教
授
又
は

講
師
と
し
て
多
年
勤
務
し
た
者
で
あ
っ
て
、
教
育
上
又
は
学
術
上

特
に
功
績
の
あ
っ
た
者
に
対
し
、
当
該
大
学
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
名
誉
教
授
の
称
号
を
授
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
中
略
〕

第
九
十
四
条
中
「
学
位
令
」
を

「
晶
子
位
令

国
立
総
合
大
学
等
の
名
誉
教
授
に
関
す
る
勅
令
に
改
め
る
。

水
産
講
習
所
の
名
誉
教
授
に
関
す
る
勅
令

高
等
商
船
学
校
の
名
誉
教
授
に
関
す
る
勅
令
」

〔
中
略
〕

第
百
八
粂
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
百
八
条
の
二
第
六
十
八
条
の
こ
の
規
定
に
よ
り
名
誉
教
授
の
称

号
を
授
与
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
分
の
問
、
旧
大
学
令
、
旧

高
等
学
校
令
、
旧
専
門
学
校
令
又
は
旧
教
員
養
成
諸
学
校
官
制
の

規
定
に
よ
る
大
学
、
大
学
予
科
、
高
等
学
校
高
等
科
、
専
門
学
校

及
び
教
員
養
成
諸
学
校
並
ぴ
に
文
部
大
臣
の
指
定
す
る
こ
れ
ら
の

学
校
に
準
ず
る
学
校
の
校
長
(
総
長
及
び
学
長
を
含
む
。
以
下
本
条

に
お
い
て
同
じ
。
)
又
は
教
員
と
し
て
の
勤
務
を
考
慮
す
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
と
す
る
。

前
項
に
掲
げ
る
学
校
は
、
当
該
学
校
の
校
長
又
は
教
員
と
し
て

勤
務
し
た
者
に
対
し
、
第
六
十
八
条
の
二
の
規
定
に
準
じ
て
名
誉

第 1編

1 
教
授
の
称
号
を
授
与
す
る
-
」
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
五
年
四
月

一
日
か
ら
適
用
す
る
。

〔
以
下
略
〕
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ー』，、

名
誉
教
授
称
号
授
与
規
程

[
六
]

達
示
第
二
二
号

一
九
五

O
(昭
和
二
五
)
年
九
月
一
五
日

京
都
大
学
名
誉
教
授
称
号
授
与
規
程

第
一
条
本
学
は
、
本
学
に
多
年
勤
務
し
た
教
授
で
、
教
育
上
又
は

学
術
上
功
績
の
あ
っ
た
者
に
京
都
大
学
名
誉
教
授
の
称
号
を
授
け

ヲ
令
。

前
条
の
勤
務
年
数
は
、
左
の
標
準
に
よ
る
。

二
十
年
以
上
、
但
し
学
長
と
し
て
特
に
功
労
の
顕
著
で
あ
っ

た
者
お
よ
び
教
授
と
し
て
特
に
学
術
上
の
功
績
の
顕
著
で
あ
っ

た
者
は
、
こ
の
年
数
に
達
し
な
く
て
も
選
考
す
る
こ
と
が
で
き

?
心
。

第
二
条

二
本
学
の
助
教
授
の
勤
務
年
数
は
、
そ
の
二
分
の
一
を
、
専
任

講
師
の
勤
務
年
数
は
、
そ
の
三
分
の
一
を
、
第
一
号
の
勤
務
年



事

数
に
加
算
す
る
。

三
本
学
に
包
括
し
た
旧
制
諸
学
校
中
大
学
の
学
長
、
教
授
の
動

務
年
数
は
、
第
一
号
の
勤
務
年
数
に
助
教
授
、
専
任
講
師
の
勤

務
年
数
は
、
第
二
号
の
勤
務
年
数
に
加
算
す
る
。
そ
の
他
の
学

校
の
校
長
、
教
授
の
勤
務
年
数
は
、
そ
の
二
分
の
一
を
第
一
号

の
勤
務
年
数
に
加
算
す
る
。

第
三
条
第
一
条
の
該
当
者
に
名
誉
教
授
の
称
号
を
授
け
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
当
該
部
局
長
は
、
教
授
会
又
は
こ
れ
に
代
る
べ
き
会

議
で
そ
の
構
成
員
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
て
、
学
長
に
内

申
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

学
長
は
、
前
項
の
内
申
が
あ
っ
た
と
き
は
、
評
議
会
の
三
分
の

二
以
上
の
同
意
を
得
て
、
名
誉
教
授
の
称
号
授
与
の
手
続
を
と
る
。

第
四
条
前
任
学
長
に
対
し
て
は
、
評
議
員
の
三
分
の
一
以
上
の
申

出
に
よ
り
学
長
は
評
議
会
の
三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
得
て
、
名

誉
教
授
の
称
号
授
与
の
手
続
を
と
る
。

'一、
J寸

d
H
H
U

払

E

U

R

貝

1

こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
五
年
九
月
十
二
日
か
ら
施
行
し
、
昭

和
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
、
適
用
す
る
。

2

京
都
大
学
名
誉
教
授
推
薦
内
規
(
大
正
十
年
二
月
三
日
評
議
会

決
定
)
は
、
廃
止
す
る
。

人第5章

改
正

昭
三
九
・
六
・
九
達
一
不
九
号
、
昭
四
三
・
七
・
二
四
総
長
裁
定
、
昭
四

九
・
四
・
九
達
示
一
八
号
、
平
八
・
=
て
-
七
達
示
六
六
号

ー圃L-

/、

外
国
人
教
員
・
客
員
教
員

帝
国
大
学
及
文
部
省
直
轄
諸
学
校
雇
外
国
人
ニ
関
ス
ル
件
[
一
]

勅
令
第
九
六
号

一
八
九
三
(
明
治
二
六
)
年
九
月
九
日
(
官
報
九
月
一
一
日
)

朕
帝
国
大
学
及
文
部
省
直
轄
諸
学
校
雇
外
国
人
ニ
関
ス
ル
件
ヲ
裁
可

シ
滋
ニ
之
ヲ
公
布
セ
シ
ム

御

名

御

璽

明
治
二
十
六
年
九
月
九
日内

閣
総
理
大
臣
伯
爵
伊
藤
博
文

文

部

大

臣

井

上

毅

勅
令
第
九
十
六
号

帝
国
大
学
及
文
部
省
直
轄
諸
学
校
ニ
於
テ
学
科
教
授
ノ
必
要
ア
ル
ト

キ
ハ
帝
国
大
学
総
長
及
直
轄
諸
学
校
長
ハ
文
部
大
臣
ノ
許
可
ヲ
受
ケ

雇
外
国
人
ヲ
シ
テ
教
官
ノ
職
務
ニ
当
ラ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

大
九
勅
令
七
回
、
昭
四
勅
令
四
五
、
昭
二
二
政
令
ニ
O
四

〔
注
〕
一
九
二

0
・
四
・
一
勅
令
第
七
四
号
で
帝
国
大
学
、
官
立
大
学
及
文

改
正
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部
省
直
轄
諸
学
校
雇
外
国
人
ニ
関
ス
ル
件
に
改
称
。
一
九
二
九
・

四
・
一
勅
令
第
四
五
号
で
帝
国
大
学
、
{
目
立
大
学
、
高
等
師
範
学
校

及
文
部
省
直
轄
諸
学
校
雇
外
国
人
ニ
関
ス
ル
件
に
改
称
。
一
九
四

七
・
九
・
三
O
政
令
第
二
O
四
号
で
国
立
総
合
大
学
、
{
自
立
大
学
、

高
等
師
範
学
校
及
文
部
省
直
轄
諸
学
校
雇
外
国
人
ニ
関
ス
ル
件
に

改
称
。

実
効
性
喪
失
。

第 l編

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
外
国
人
教
員
、

客
員
教
授
を
規
定
〕

[

一

]

文
部
省
令
第
一
七
号

一
九
六
五
(
昭
和
閲
O
)
年
三
月
三
一
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

第
一
章
第
六
節
中
第
三
十
一
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
客
員
教
授
等
)

第
三
十
条
の
二
国
立
大
学
の
学
長
は
、
文
部
大
臣
の
承
認
を
受
け

て
、
国
家
公
務
員
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
)
第
二
条

2 
第
七
項
に
規
定
す
る
勤
務
の
契
約
に
よ
り
、
外
国
人
を
教
授
又
は

研
究
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

国
立
大
学
の
学
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
教
授
又
は
研
究
に

従
事
す
る
外
国
人
で
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
客
員

教
授
を
称
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
二
項
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
別

に
文
部
大
臣
が
定
め
る
。

〔
中
略
〕

ヰ
団

H
V

肌
町
U

ロH
R

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〔
以
下
略
〕
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3 1 

客
員
教
授
選
考
基
準

[
六
]

達
示
第
一
一
号

一
九
七
一
一
(
昭
和
四
七
)
年
三
月
二
一
日

京
都
大
学
客
員
教
授
選
考
基
準

第
一
条
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令

第
十
一
号
)
第
三
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
本
学
客
員
教

授
(
以
下
「
客
員
教
授
」
と
い
う
。
)
の
選
考
に
つ
い
て
は
、
こ
の
基

準
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。



第
二
条
客
員
教
授
と
し
て
選
考
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
に
該
当

す
る
者
と
す
る
。

一
本
学
に
お
い
て
専
攻
分
野
に
つ
い
て
教
授
も
し
く
は
研
究
に

従
事
す
る
外
国
人
ま
た
は
従
事
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る

外
国
人
で
、
そ
の
招
へ
い
期
闘
が
引
き
続
き
三
月
以
上
の
者
で

あ
る
こ
と
。

本
学
教
授
と
同
等
以
上
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で

&
め
ヲ
@
こ
と
。

第
三
条
客
員
教
授
の
選
考
は
、
当
該
教
授
会
ま
た
は
こ
れ
に
代
わ

る
会
議
の
議
に
基
づ
き
、
総
長
が
行
な
う
。

第
四
条
客
員
教
授
に
つ
い
て
は
、
勤
務
の
契
約
書
に
、
客
員
教
授

と
し
て
委
嘱
す
る
旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
基
準
は
、
昭
和
四
十
七
年
三
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

改
正

昭
五
一
・
一
一
一
・
一
二
達
示
四
六
号
、
昭
五
八
・
=
了
一
五
達
一
不
二

五
号
、
平
四
・
一
一
・
一

O
達
示
五
五
号

事

〔
注
〕
一
九
九
二
・
一
一
・
一

O
達
示
第
五
五
号
で
客
員
教
授
及
ぴ
客
員
助

教
授
選
考
基
準
に
改
称
。

人第 5章

四

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
一
部
改
正
〔
抄
〕
〔
客
員
教
授
を
規

定

〕

[

ニ

文
部
省
令
第
一
八
号

一
九
七
六
(
昭
和
五
二
年
五
月
一

O
日

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第
十
一

号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

〔
中
略
〕

第
三
十
条
の
二
の
見
出
し
を
「
(
外
国
人
教
員
)
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
客
員
教
授
)

第
三
十
条
の
三
国
立
大
学
又
は
国
立
短
期
大
学
の
学
長
は
、
常
時

勤
務
の
教
員
以
外
の
職
員
で
当
該
大
学
若
し
く
は
短
期
大
学
の
教

授
若
し
く
は
研
究
に
従
事
す
る
者
又
は
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
教
授
若
し
く
は
研
究
に
従
事
す
る
外
国
人
の
う
ち
、
適
当
と
認

〔

7

7
〕

め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
客
員
教
授
を
称
を
し
め
る
こ
と
が
で

主
3
0
0

2 

前
項
の
規
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
別
に

文
部
大
臣
が
定
め
る
。

〔
中
略
〕
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附

法令・規則

〔の
以省
下令則
略は

y、』
品令

布
σ〉
日
か
ら
施
1丁
す
る

1 

第 1編

招
へ
い
外
国
人
学
者
等
受
入
れ
要
項

五

[
一
四
]

総
長
裁
定

一
九
七
七
(
昭
和
五
二
)
年
三
月
一
一
一
一
日

京
都
大
学
招
へ
い
外
国
人
学
者
等
受
入
れ
要
項

こ
の
要
項
は
、
本
学
に
お
け
る
国
際
交
流
の
一
層
の
進
展
に
資

す
る
た
め
、
外
国
人
研
究
者
の
本
学
へ
の
受
入
れ
に
関
し
必
要
な

事
項
を
定
め
る
。

二
外
国
人
研
究
者
で
次
の
各
号
に
該
当
す
る
も
の
は
、
京
都
大
学

招
へ
い
外
国
人
学
者
(
以
下
「
招
へ
い
外
国
人
学
者
」
と
い
う
。
)
と

し
て
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

付
国
立
学
校
設
置
法
施
行
規
則
(
昭
和
三
十
九
年
文
部
省
令
第

十
一
号
)
第
三
十
条
の
二
の
勤
務
の
契
約
に
よ
る
者
で
な
い
こ
と
。

白
原
則
と
し
て
一
月
以
上
に
わ
た
っ
て
部
局
の
研
究
教
育
に
貢

献
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

日
本
学
の
教
授
、
助
教
授
又
は
講
師
と
同
等
以
上
の
資
格
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三
招
へ
い
外
国
人
学
者
の
受
入
れ
は
、
当
該
教
授
会
(
又
は
こ
れ
に

代
わ
る
機
関
。
以
下
同
じ
。
)
の
議
に
基
づ
き
、
当
該
部
局
の
長
が

行、っ。

328 

四

招
へ
い
外
国
人
学
者
の
受
入
れ
期
間
は
、
一
年
以
内
と
す
る
。

た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
三
と
同
様
の
手
続
に
よ
り
、
そ

の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

招
へ
い
外
国
人
学
者
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
該
当
す
る
者
で
適

当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
総
長
は
、
当
該
教
授
会
の

議
に
基
づ
き
、
京
都
大
学
招
へ
い
教
授
を
称
せ
し
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

五
口(ー)

そ
の
受
入
れ
期
間
が
引
き
続
き
三
月
以
上
の
者
で
あ
る
こ
と
。

本
学
教
授
と
同
等
以
上
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で

ふ
め
ヲ
@
こ
〉
』
。

六
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
本
学
の
申
請
又
は
推
薦
に
よ
る
も
の

は
、
招
へ
い
外
国
人
学
者
と
し
て
受
け
入
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

京
都
大
学
外
国
人
共
同
研
究
者
(
以
下
「
外
国
人
共
同
研
究
者
」
と

い
う
J
と
し
て
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。

付
日
本
学
術
振
興
会
の
国
際
交
流
事
業
に
よ
り
招
へ
い
さ
れ
る

外
国
人
研
究
者

同
日
本
国
際
教
育
協
会
の
帰
国
外
国
人
留
学
生
短
期
研
究
制
度

に
よ
り
招
へ
い
さ
れ
る
外
国
人
研
究
者



七
本
学
以
外
の
申
請
又
は
推
薦
に
よ
る
六
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
、

本
学
に
お
い
て
一
月
以
上
滞
在
す
る
も
の
は
、
招
へ
い
外
国
人
学

者
と
し
て
受
け
入
れ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
外
国
人
共
同
研
究
者

と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

八
外
国
人
共
同
研
究
者
の
受
入
れ
は
、
当
該
部
局
の
長
が
行
う
。

九
こ
か
ら
八
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
招
へ
い
外
国
人
学
者

及
ぴ
外
国
人
共
同
研
究
者
の
受
入
れ
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
当

該
部
局
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

十
外
国
に
長
期
間
滞
在
す
る
日
本
国
籍
を
有
す
る
研
究
者
の
受
入

れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
要
項
に
よ
る
外
国
人
研
究
者
に
準
じ
て
取

り
級
う
こ
と
が
で
き
る
。

十
一
こ
の
要
項
は
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。

た
だ
し
、
こ
の
要
項
実
施
の
際
現
に
本
学
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

る
外
国
人
研
究
者
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
こ
の
要
項
の
定
め
に

か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

事人第 5章

ι ，、

国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関

す

る

特

別

措

置

法

[

ニ

法
律
第
八
九
号

一
九
八
二
(
昭
和
五
七
)
年
九
月
一
日

国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

昭
和
五
十
七
年
九
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

鈴
木

善
幸

法
律
第
八
十
九
号

国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に

関
す
る
特
別
措
置
法

(
目
的
)

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
国
立
又
は
公
立
の
大
学
等
に
お
い
て
外
国

人
を
教
授
等
に
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
に
よ

り
-大
学
等
に
お
け
る
教
育
及
び
研
究
の
進
展
を
図
る
と
と
も
に
、

学
術
の
国
際
交
流
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(
外
国
人
の
国
立
又
は
公
立
の
大
学
の
教
授
等
へ
の
任
用
等
)

第
二
条
国
立
又
は
公
立
の
大
学
に
お
い
て
は
、
外
国
人
(
日
本
の
国

籍
を
有
し
な
い
者
を
い
う
。
以
下
閉
じ
。
)
を
教
授
、
助
教
授
又
は

講
師
(
以
下
「
教
員
」
と
い
う
。
)
に
任
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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法令・規則

前
項
の
規
定
に
よ
り
任
用
さ
れ
た
教
員
は
、
外
国
人
で
あ
る
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
教
授
会
そ
の
他
大
学
の
運
営
に
関
与
す
る
合

議
制
の
機
関
の
構
成
員
と
な
り
、
そ
の
議
決
に
加
わ
る
こ
と
を
妨

げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

3

第
一
一
頃
の
規
定
に
よ
り
任
用
さ
れ
る
教
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、

大
学
管
理
機
関
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
外
国
人
の
国
立
大
学
共
同
利
用
機
関
等
の
職
員
へ
の
任
用
等
)

第
三
条
国
立
学
校
設
置
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
号
)
第

三
章
の
三
及
ぴ
第
三
章
の
四
に
規
定
す
る
機
関
に
お
い
て
は
、
外

国
人
を
国
立
の
大
学
の
教
員
に
相
当
す
る
こ
れ
ら
の
機
関
の
職
員

又
は
当
該
機
関
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
機

関
の
長
に
助
言
し
、
若
し
く
は
そ
の
諮
問
に
応
ず
る
職
員
に
任
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
任
用
さ
れ
る
職

員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中

「
大
学
管
理
機
関
」
と
あ
る
の
は
、
「
文
部
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
任
命
権
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(
解
釈
規
定
)

第
四
条
第
二
条
第
一
項
及
ぴ
前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
国
立
の
大

学
及
び
同
項
に
規
定
す
る
機
関
に
お
い
て
国
家
公
務
員
法
(
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
)
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
勤
務
の
契

2 

第1編

約
に
よ
り
教
育
又
は
研
究
に
従
事
す
る
外
国
人
を
採
用
す
る
こ
と

を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

附

則
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1 
(
施
行
期
日
)

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
白
か
ら
施
行
す
る
。

(
暫
定
措
置
)

第
二
条
第
三
項
中
「
大
学
管
理
機
関
」
と
あ
る
の
は
、
当
分
の

問
、
「
評
議
会
(
一
個
の
学
部
を
置
く
大
学
又
は
一
個
の
研
究
科
を

置
く
学
校
教
育
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
)
第
六
十
八

条
の
二
の
大
学
に
あ
っ
て
は
、
教
授
会
)
の
議
に
基
づ
き
学
長
」
と

す
る
。

2 

内
閣
総
理
大
臣

文
部
大
臣

自
治
大
臣

世小鈴
耕川木

政平善
隆二幸

七

京
都
大
学
に
お
い
て
任
用
さ
れ
る
外
国
人
の
教
員
の
任
期
に
関

す

る

規

程

[

六
]

達
示
第
一
号

一
九
八
一
二
(
昭
和
五
八
)
年
二
月
一
一
二
日

京
都
大
学
に
お
い
て
任
用
さ
れ
る
外
国
人
の
教
員
の
任
期
に



関
す
る
規
程

第
一
条
京
都
大
学
に
お
い
て
任
用
さ
れ
る
外
国
人
の
教
員
の
国
立

又
は
公
立
の
大
学
に
お
け
る
外
国
人
教
員
の
任
用
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
(
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
九
号
)
第
二
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
く
任
期
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

第
二
条
京
都
大
学
に
お
い
て
任
期
を
定
め
て
任
用
さ
れ
る
外
国
人

の
教
員
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。

第
三
条
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
人
の
教
員
の
任
期
に

つ
い
て
は
、
部
局
(
別
表
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
)
ご
と
に
評
議
会

の
識
を
経
て
、
別
段
の
定
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

R
H
 

」
の
規
程
は
、
昭
和
五
十
八
年
二
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表各

学

部

教

養

部

各

研

究

所

へ
リ
オ
ト
ロ
ン
核
融
合
研
究
セ
ン
タ
ー

放
射
性
同
位
元
素
総
合
セ
ン
タ
ー

環
境
保
全
セ
ン
タ
ー

情
報
処
理
教
育
セ
ン
タ
ー

事人第 5主主

医
用
高
分
子
研
究
セ
ン
タ
ー

放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー

超
高
層
電
波
研
究
セ
ン
タ
ー

大
型
計
算
機
セ
ン
タ
ー

東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー

保
健
管
理
セ
ン
タ
ー

体
育
指
導
セ
ン
タ
ー

改
正

昭
六
一
・
五
・
二
O
達
示
一
二
号
、
昭
六
三
・
五
・
一

O
達
示
二
三
号
、

平
二
・
七
・
一

O
達
示
三
三
号
、
平
三
・
五
・
二
八
達
示
二
O
号
、
平

五
・
三
・
九
達
示
一
七
号
、
平
六
・
九
・
二
七
達
示
二
五
号
、
平
七
・

七・一

一逮
示
二
五
号
、
平
八
・
五
・
一
回
途
示
四
四
号
、
平
九
・
四
・

一
途
一
不
二
五
号

七

面リ

手

副

手

規

程

[
一
三
]

達
示
第
二
八
号

一
九
O
九
(
明
治
四
二
)
年
一
二
月
一
五
日

副
手
規
程

第
一
条
京
都
帝
国
大
学
各
分
科
大
学
ニ
副
手
ヲ
置
キ
無
給
ト
ス
但

事
宜
ニ
依
リ
有
給
ト
ス
ル
コ
ト
ア
ル
へ
シ

第
二
条
副
子
ハ
大
学
院
学
生
、
分
科
大
学
卒
業
生
若
ク
ハ
分
科
大

学
卒
業
生
ト
同
等
以
上
ノ
学
カ
ヲ
有
ス
ル
者
ニ
限
リ
分
科
大
学
長

若
ク
ハ
医
院
長
ノ
菓
申
ニ
依
リ
総
長
之
ヲ
嘱
託
ス

第
三
条
副
手
ハ
教
授
助
教
授
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
学
術
技
芸
ニ
関
ス
ル

職
務
ニ
従
事
ス

附

第
四
条

本
学則
医
科
大
学
副
子
規
程

之
ヲ
廃
止
ス
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改
正

大
八
・
四
・
七
、
昭
六
・
五
・
四
達
一
不
四
号
、
昭
二
二
・
五
・
八
達
一
不

一
五
号
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